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市道路線の認定告示････････････････････････････････････････201 

道路区域の決定告示････････････････････････････････････････202 

道路区域の変更告示････････････････････････････････････････203 

道路の供用開始告示････････････････････････････････････････204 

道路区域の変更告示････････････････････････････････････････205 

道路の供用開始告示････････････････････････････････････････206 

指定障害児通所支援事業者の指定公示････････････････････････207 

指定障害福祉サービス事業者の指定公示（２件）･･････････････208 

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定公示

･･････････････････････････････････････････････････････････210 

指定障害福祉サービス事業者の指定公示･･････････････････････211 

指定障害児通所支援事業者の指定公示（２件）････････････････212 

指定障害児通所支援事業者の廃止公示（２件）････････････････214 

［ 議会局 ］              

甲府市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程････････････216 

［ 教育委員会 ］ 

甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則の一部を改正する規

則････････････････････････････････････････････････････････252 

甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則･･････････254 

甲府市学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則 255 

甲府市学校職員義務教育等教員特別手当支給規則の一部を改正する

規則･･････････････････････････････････････････････････････257 

甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程････258 

甲府市学校職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規程･･259 

甲府市立小中学校職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規

程････････････････････････････････････････････････････････260 

平成１６年甲府市教育委員会告示第３号を廃止する告示････････261 

平成１７年甲府市教育委員会告示第６号の一部を改正する旨の告示 

･･････････････････････････････････････････････････････････262 
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［ 選挙管理委員会 ］ 

選挙人名簿登録者総数の５０分の１、３分の１及び６分の１の数の告

示････････････････････････････････････････････････････････263 

選挙人名簿登録の移替えを行わない期間の告示････････････････264 

甲府市長選挙の選挙運動に関する収入及び支出の報告書要旨の公

表････････････････････････････････････････････････････････265 

選挙人名簿登録者総数の５０分の１、３分の１及び６分の１の数の告

示････････････････････････････････････････････････････････266 

山梨県議会議員一般選挙におけるポスター掲示場設置告示･･････267 

山梨県議会議員一般選挙における投票管理者及び職務代理者選任の

告示･･････････････････････････････････････････････････････268 

山梨県議会議員一般選挙における期日前投票所の投票管理者及び 

その職務代理者の選任告示･･････････････････････････････････269 

山梨県議会議員一般選挙における投票所を定める告示･･････････270 

山梨県議会議員一般選挙における期日前投票所を定める告示････271 

山梨県議会議員一般選挙における不在者投票の事務を取り扱う場所、

期間及び時間を定める告示･･････････････････････････････････272 

山梨県議会議員一般選挙において時間を繰り上げて投票所を閉じる

投票区の告示･･････････････････････････････････････････････273 

山梨県議会議員一般選挙において甲府市中道公民館に設置する期日

前投票所の開設時間及び閉設時間を定める告示････････････････274 

山梨県議会議員一般選挙における氏名等の掲示の掲載順序を定める

くじを行う日時及び場所の告示･･････････････････････････････275 

［ 公平委員会 ］ 

職員の苦情の処理に関する規則の一部を改正する規則･･････････276 

［ 監査委員 ］ 

住民監査請求の勧告に基づく措置状況の公表･･････････････････277 

［ 農業委員会 ］ 

甲府市農業委員会３月定例総会招集公告･･････････････････････278 

［ 上下水道局 ］ 

甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程等の一部を改

正する規程････････････････････････････････････････････････279 

甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程等の一部を改正す

る規程････････････････････････････････････････････････････285 

甲府市上下水道局職員職名規程の一部を改正する規程･･････････288 

甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程････････289 

企業職員の通勤手当支給に関する規程の一部を改正する規程････295 

甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程の一部を改正する規

程････････････････････････････････････････････････････････296 

甲府市上下水道局職員の任用等に関する規程の一部を改正する規

程････････････････････････････････････････････････････････298 

甲府市上下水道局職員特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規

程････････････････････････････････････････････････････････299 

甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程の一

部を改正する規程･･････････････････････････････････････････301 

甲府市上下水道局定年退職者等の暫定再任用に関する規程･･････303 

甲府市上下水道企業職員給与規程附則第１７項の規定による給料月

額に関する規程････････････････････････････････････････････306 

甲府市上下水道企業職員給与規程附則第１９項等の規定による給料

に関する規程･･････････････････････････････････････････････307 

下水道工事指定店の指定告示････････････････････････････････316 

指定給水装置工事事業者の指定告示･･････････････････････････317 

［ 甲府市災害対策本部 ］ 

甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程････････････318 

［ 甲府市地震災害警戒本部 ］ 

甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程････････321 
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［ 任免辞令 ］ 

市長事務部局･･････････････････････････････････････････････324 

教育委員会････････････････････････････････････････････････326 

監査委員事務局････････････････････････････････････････････327 

農業委員会事務局･･････････････････････････････････････････327 

上下水道局････････････････････････････････････････････････327 

 

 

※別紙・別冊についての掲載は省略しています。 
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条例  
 

 

 甲府市事務分掌条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月１５日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１号 

   甲府市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 甲府市事務分掌条例（昭和４８年４月条例第２２号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第２条企画財務部の項に次の１号を加える。 

 ⑹ リニア中央新幹線及び総合交通体系に関すること。 

 第２条まちづくり部の項第９号を削る。 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

  令和５年３月１５日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２号 

甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例 

（甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０

年１２月条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

第１４条を次のように改める。 

第１４条 削除 

第２条 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次

のように改正する。 

第８条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第８条の２ 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この条及び次条において同 

じ。）は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点  

検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での

生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他

児童福祉施設における安全に関する事項についての計画（以下この条において

「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 保育所は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護
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者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画

の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条の３ 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その 

他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際  

に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童

の所在を確認しなければならない。 

２ 保育所は、児童の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席

並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないも

のその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少な

いと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザ

ーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に

定める所在の確認（児童の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

第１１条ただし書きを削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所し

ている者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所

の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでな

い。 

第１４条を次のように改める。 

（業務継続計画の策定等） 

第１４条 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開 

を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定  

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１５条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中
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毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施する」に改める。 

（甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改  

正） 

第３条 甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年９月条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭

的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利

用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等で

の生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その

他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画（以下この条

において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知し

なければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安

全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等の

ための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用

乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握す

ることができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳幼児の送

迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ

後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を
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勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められる

ものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内

の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所

在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

第１０条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限

り」を加え、同条ただし書を削る。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施する」に改める。 

（甲府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第４条 甲府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年９月条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放

課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全

点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童

健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の

研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項につ

いての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとと

もに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携

が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知

しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応
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じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等

のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者

の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することがで

きる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごと 

に、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知する 

とともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならな  

い。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施する」に改める。 

（甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

第５条 甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（令和元年６月条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第７条に次の１項を加える。 

９ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等（甲府市家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年９月条

例第２６号）第３条第１項に規定する家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事

業を行う場所を除く。）をいう。以下同じ。）に入所し、又は幼保連携型認定
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こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児

を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に

直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させること

ができる。 

第８条に次の１項を加える。 

９ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又

は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通 

所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限  

り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併

せて従事させることができる。 

第４２条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第４２条の２ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指 

定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点  

検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発

達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の

研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項につい

ての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計

画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとと

もに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知し

なければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じ

て安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第４２条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等

のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児

の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することがで
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きる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車（運転者席及

びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外

の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見

落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するとき

は、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備

え、これを用いて前項に定める所在の確認（障害児の降車の際に限る。）を行

わなければならない。 

第４８条を次のように改める。 

第４８条 削除 

第６１条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、

又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業

所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合

に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育

に併せて従事させることができる。 

第６４条中「、第４８条」を削る。 

第６９条に次の１項を加える。 

４ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又

は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業

所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合

に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育

に併せて従事させることができる。 

第９８条中「第４０条の２」の次に「、第４２条の２、第４２条の３第１項」

を加える。 

第１０３条中「第４０条の２」の次に「、第４２条の２、第４２条の３第１  

項」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定並びに第
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３条中甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第１３

条の改正規定並びに第５条中甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例第４８条の改正規定及び第６４条の改正規定は、公

布の日から施行する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、第２条の規定による改

正後の甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（附則第５

項において「新児童福祉施設基準条例」という。）第８条の２（保育所に係るも

のを除く。）の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講

ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努め

なければ」とする。 

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、第４条の規定による改

正後の甲府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

第６条の２の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ず

るよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とす

る。 

４ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、第５条の規定による改

正後の甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（附則第７項において「新指定通所支援基準条例」という。）第４２条の

２（第６０条、第６４条、第７８条、第８５条、第８６条、第９０条、第９８条

及び第１０３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同条

中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなけれ

ば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるの

は「周知するよう努めなければ」とする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

５ 新児童福祉施設基準条例第８条の３第２項の規定の適用については、保育所に

おいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自

動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置（以

下この項において「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることに
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つき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザ

ー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動

車を日常的に運行する保育所は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所

在の確認を行わなければならない。 

６ 第３条の規定による改正後の甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者

等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であっ

て、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを

防止する装置（以下この項において「ブザー等」という。）を備えること及びこ

れを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、

当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児

の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等

の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。 

７ 新指定通所支援基準条例第４２条の３第２項（第６０条、第６４条、第７８ 

条、第８５条、第８６条及び第９０条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自

動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその

他の車内の障害児の見落としを防止する装置（以下この項において「ブザー等」

という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、

令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。

この場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児

童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認

を行わなければならない。 
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 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例及び甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月１５日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３号 

甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例及び甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

（甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第１条 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年９月条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

第５３条の２第６項中「第４項中」を「「交付する」とあるのは「得る」と、

第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４

項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、」に、「前項

中」を「前項中「前項」とあるのは「第６項において準用する前項」と、」に改

める。 

（甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第２条 甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成３０年１２月条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項中「から第１４条まで」を「、第１３条」に改め、同項の表第

１４条の項を削り、同表第４０条の項中「園長」を「就学前の子どもに関する教
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育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１４条第１項に規定する園長」

に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市いじめ防止連携会議等設置条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４号 

甲府市いじめ防止連携会議等設置条例 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 甲府市いじめ防止連携会議（第３条～第１１条） 

 第３章 甲府市いじめ問題対策委員会（第１２条～第２１条） 

 第４章 甲府市いじめ問題調査委員会（第２２条～第２７条） 

 第５章 雑則（第２８条） 

 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条  この条例は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下

「法」という。）第１４条第１項及び第３項並びに第３０条第２項に規定する組

織の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

   第２章 甲府市いじめ防止連携会議 

 （設置） 

第３条 法第１４条第１項に規定するいじめ問題対策連絡協議会として、甲府市い

じめ防止連携会議（以下「連携会議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第４条 連携会議は、法第１４条第１項に規定するいじめの防止等に関係する機関

及び団体の連携の推進に関し、必要な事項を協議するとともに、当該関係機関及
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び団体相互の連絡調整を図るものとする。 

（組織） 

第５条 連携会議は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 連携会議の委員（以下この章において「委員」という。）は、次に掲げる者の

うちから、甲府市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱し、又は任

命する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 甲府市立の小学校及び中学校のＰＴＡを代表する者 

 ⑶ 甲府市立の小学校、中学校及び高等学校（以下「市立学校」という。）の教

職員を代表する者 

 ⑷ 関係行政機関の職員 

 ⑸ 市の職員 

 ⑹ 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

 （任期等） 

第６条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第７条 連携会議に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 会長は、会務を総理し、連携会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第８条 連携会議の会議（以下この章において「会議」という。）は、会長が招集

し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 （関係者の出席） 

第９条 連携会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者の会議への出席を
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求め、意見又は説明を聴くことができる。 

 （庶務） 

第１０条 連携会議の庶務は、教育委員会において処理する。 

 （運営） 

第１１条 この章に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長

が連携会議に諮って定める。 

   第３章 甲府市いじめ問題対策委員会 

 （設置） 

第１２条 法第１４条第３項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、甲府

市いじめ問題対策委員会（以下「対策委員会」という。）を置くことができる。 

 （所掌事務） 

第１３条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第１２条の規定により定

める甲府市いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等のための対策その他教

育委員会が必要と認める事項について調査審議し、教育委員会に答申する。 

 （組織） 

第１４条 対策委員会は、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 対策委員会の委員（以下この章において「委員」という。）は、教育、法律、

医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから教育委員

会が委嘱し、又は任命する。 

 （任期） 

第１５条 委員の任期は、教育委員会が委嘱し、又は任命した日から諮問内容につ

いての調査審議が終了するまでの期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第１６条 対策委員会に、委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 （法第２８条第１項に規定する学校の設置者の下に設ける組織） 

第１７条 対策委員会は、法第２８条第１項に規定する市立学校の設置者の下に設
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ける組織を兼ねる。 

 （権限等） 

第１８条 対策委員会は、法第２８条第１項に規定する調査に係る事務を行うため

に必要があると認めるときは、教育委員会又は当該調査に係る市立学校に対し報

告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求めること、関係人に対し質問票

を用い、又は出席を求めて質問することその他必要な調査等（以下「報告の徴収

等」という。）を行うことができる。 

２ 対策委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は庶務をつか

さどる職員に、報告の徴収等を行わせることができる。 

３ 前項に規定する報告の徴収等を行う委員及び職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

 （会議の一部非公開） 

第１９条 前条第１項に規定する調査に係る対策委員会の会議は、公開しない。 

 （守秘義務） 

第２０条 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

 （準用） 

第２１条 第８条から第１１条までの規定は、対策委員会について準用する。この

場合において、第８条第１項及び第９条から第１１条までの規定中「連携会議」

とあるのは「対策委員会」と、第８条第１項及び第１１条中「会長」とあるの

は「委員長」と読み替えるものとする。 

   第４章 甲府市いじめ問題調査委員会 

 （設置） 

第２２条 法第３０条第２項の規定に基づき、市長の附属機関として、甲府市いじ

め問題調査委員会（以下「調査委員会」という。）を置くことができる。 

 （所掌事務） 

第２３条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第２８条第１項に規定する調査

の結果について調査審議し、市長に答申する。 
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 （組織） 

第２４条 調査委員会は、委員６人以内をもって組織する。 

２ 調査委員会の委員（以下この章において「委員」という。）は、教育、法律、

医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が

委嘱し、又は任命する。 

 （任期） 

第２５条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から諮問内容についての

調査審議が終了するまでの期間とする。 

 （会議の非公開） 

第２６条 調査委員会の会議は、公開しない。 

 （準用） 

第２７条 第８条、第９条、第１１条、第１６条、第１８条及び第２０条の規定

は、調査委員会について準用する。この場合において、第８条第１項、第９条及

び第１１条中「連携会議」とあるのは「調査委員会」と、第８条第１項及び第 

 １１条中「会長」とあるのは「委員長」と、第１６条第１項及び第２項並びに第

１８条第１項及び第２項中「対策委員会」とあるのは「調査委員会」と、第１８

条第１項中「調査に係る事務」とあるのは「調査の結果についての調査（以下

「再調査」という。）に係る事務」と、「又は当該調査に係る市立学校」とある

のは「又は当該再調査に係る市立学校」と読み替えるものとする。 

   第５章 雑則 

 （委任） 

第２８条 この条例に定めるもののほか、第２章及び第３章の規定の施行に関し必

要な事項は教育委員会が、前章の規定の施行に関し必要な事項は市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （甲府市附属機関設置条例の一部改正） 

２ 甲府市附属機関設置条例（令和３年３月条例第２号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第１中５の項を削り、６の項を５の項とする。 
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 （甲府市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 前項の規定の施行の日前に置かれていた同項の規定による改正前の甲府市附属

機関設置条例別表第１の５の項に規定する甲府市いじめ防止連携会議（以下「旧

連携会議」という。）は、連携会議となり、同一性をもって存続するものとす

る。 

４ 附則第２項の規定の施行の際現に旧連携会議の委員に委嘱又は任命されている

者は、この条例の施行の日に第５条第２項の規定による委嘱又は任命をされた者

とみなし、その任期は、第６条第１項の規定にかかわらず、令和５年６月２９日

までとする。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年  

 １０月条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  別表中３６の３の項を３６の５の項とし、３６の２の項の次に次の２項を加え

る。 

３６の３ 甲府市いじめ問題対策委員会  日額 １２，０００円 

３６の４ 甲府市いじめ問題調査委員会  日額 １２，０００円 
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 甲府市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例をここに

公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５号 

甲府市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７

年法律第５３号。以下「法」という。）及び建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号。次条及び第３条第１項

第８号において「省令」という。）の規定に基づく事務について徴収する手数料

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例

による。 

 （手数料） 

第３条 次の各号に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、それぞれ当該各号

に定める名称の手数料を納付しなければならない。 

 ⑴ 法第１２条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築

物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 建築物エネルギー消費

性能適合性判定申請手数料 

 ⑵ 法第１２条第２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

の建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 建築物エネルギ

ー消費性能適合性変更判定申請手数料 

 ⑶ 法第１３条第２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築

物エネルギー消費性能適合性判定の通知に対する審査 建築物エネルギー消費
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性能適合性判定通知手数料 

 ⑷ 法第１３条第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

の建築物エネルギー消費性能適合性判定の通知に対する審査 建築物エネルギ

ー消費性能適合性変更判定通知手数料 

 ⑸ 法第３４条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 

 ⑹ 法第３６条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更

の認定の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請

手数料 

 ⑺ 法第４１条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合して

いる旨の認定の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申

請手数料 

 ⑻ 省令第１１条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の

交付の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能適合性軽微変更該当証明

申請手数料 

２ 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料の額及び建築物エネルギー消

費性能適合性判定通知手数料の額は、一の建築物ごとに、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物の非住宅部分の用途が主

として工場、倉庫その他これらに類するものとして別に市長が指定するもので

ある場合 別表第１の第１欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定に

係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、適合させようとする基

準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１条第１項第１号ロに掲

げる基準である場合にあっては同表の第２欄に、それ以外の場合にあっては同

表の第３欄にそれぞれ掲げる額 

 ⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 別表第１の第１欄に掲げる建築物エネルギー

消費性能適合性判定に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、

適合させようとする基準が基準省令第１条第１項第１号ロに掲げる基準である

場合にあっては同表の第４欄に、それ以外の場合にあっては同表の第５欄にそ
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れぞれ掲げる額 

３ 前項及び別表第１の規定は、建築物エネルギー消費性能適合性変更判定申請手

数料の額、建築物エネルギー消費性能適合性変更判定通知手数料の額及び建築物

エネルギー消費性能適合性軽微変更該当証明申請手数料の額について準用する。

この場合において、同項各号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額の２分の１に

相当する額」と読み替えるものとする。 

４ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、一の建築物ごと  

に、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額（法第

３５条第２項の規定による申出を行う場合は、当該各号に定める額に甲府市建築

基準法施行条例（昭和５４年１２月条例第３７号）第２８条の２第１項（昇降機

に係る部分を除く。）及び第２項並びに第２８条の３第１項の規定により納める

こととなる手数料に相当する額を加えた額）を合算した額とする。 

 ⑴ 一戸建ての住宅 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第２に定める額 

 ⑵ 一戸建ての住宅以外の住宅 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第３に定

める額 

 ⑶ 住宅の用途に供しない建築物 当該建築物の床面積の合計に応じ、別表第４

に定める額 

 ⑷ 複合建築物（住宅の用途に供する部分及びそれ以外の部分を有する建築物を

いう。次項第２号エにおいて同じ。） 次に掲げる建築物の部分の区分に応

じ、それぞれ次に定める額の合計額 

  ア 住宅の用途に供する部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第３に定

める額 

  イ 住宅の用途に供しない部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第４に

定める額 

５ 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、一の建築物ご

とに、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

 ⑴ 建築物エネルギー消費性能向上計画を変更して新たに追加しようとする建築

物 前項の規定により算出した額 

 ⑵ その他の建築物 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める 
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額（法第３６条第２項において準用する法第３５条第２項の規定による申出を

行う場合は、当該次に定める額に甲府市建築基準法施行条例第２８条の２第１

項（昇降機に係る部分を除く。）及び第２項並びに第２８条の３第１項の規定

により納めることとなる手数料に相当する額を加えた額） 

  ア 一戸建ての住宅 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第２に定める額の

２分の１に相当する額 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅 当該住宅の床面積の合計に応じ、別表第３に

定める額の２分の１に相当する額 

  ウ 住宅の用途に供しない建築物 当該建築物の床面積の合計に応じ、別表第

４に定める額の２分の１に相当する額 

  エ 複合建築物 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める

額の合計額 

  （ア） 住宅の用途に供する部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第３に

定める額の２分の１に相当する額 

  （イ） 住宅の用途に供しない部分 当該部分の床面積の合計に応じ、別表第４

に定める額の２分の１に相当する額 

６ 第４項及び別表第２から別表第４までの規定は、建築物エネルギー消費性能基

準適合認定申請手数料の額について準用する。この場合において、別表第２中

「建築物エネルギー消費性能向上計画が法第３５条第１項第１号に掲げる基準」

とあるのは「建築物が法第２条第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基

準」と、「第１０条第２号イ⑵及びロ⑵」とあるのは「第１条第１項第２号イ⑵

及びロ⑵又はイ⑶及びロ⑶」と、「１８，０００円」とあるのは「１７，０００

円」と、別表第３中「第１０条第２号イ⑵及びロ⑵」とあるのは「第１条第１項

第２号イ⑵及びロ⑵又はイ⑶及びロ⑶」と、「５５，０００円」とあるのは

「５４，０００円」と、「１００，０００円」とあるのは「９８，０００円」

と、「１５１，０００円」とあるのは「１４８，０００円」と、「申請に係る住

宅が基準省令第１４条第２項第２号に掲げる住宅に該当する」とあるのは「基準

省令第４条第３項第２号に掲げる数値を用いる」と、別表第４中「第１０条第１

号イ⑵及びロ⑵」とあるのは「第１条第１項第１号ロ」と読み替えるものとす

る。 
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（手数料の納付時期） 

第４条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。 

 （手数料の不還付） 

第５条 既に納付した手数料は、還付しない。 

 （手数料の減免） 

第６条 市長は、公益上特に必要があると認めるとき又は災害その他特別の理由が

あると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 （過料） 

第８条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金

額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、

５万円とする。）以下の過料に処する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（甲府市手数料条例の一部改正） 

２ 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改正す  

 る。 

  別表第４３号から第５０号までを削る。 

 （甲府市手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の甲府市手数料条例第２条第

１項及び別表第４３号から第５０号までの規定により納付された手数料について

は、なお従前の例による。 
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別表第１（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第１欄  第２欄  第３欄  第４欄  第５欄 

３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル 

未満である場合 

 25,000円  29,000円 106,000 円 274,000 円 

１，０００平方メートル 

以上２，０００平方メー 

トル未満である場合 

 36,000円  41,000円 140,000 円 353,000 円 

２，０００平方メートル 

以上５，０００平方メー 

トル未満である場合 

 91,000円  97,000円 227,000 円 505,000 円 

５，０００平方メートル 

以上１０，０００平方メ 

ートル未満である場合 

137,000 円 144,000 円 296,000 円 622,000 円 

１０，０００平方メート 

ル以上２５，０００平方 

メートル未満である場合 

171,000 円 178,000 円 356,000 円 735,000 円 

２５，０００平方メート 

ル以上である場合 
212,000 円 221,000 円 418,000 円 838,000 円 
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別表第２（第３条関係） 

      区 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計 

申請に併せて適合 

証等（別に市長が 

指定する者が作成 

した当該申請に係 

る建築物エネルギ 

ー消費性能向上計 

画が法第３５条第 

１項第１号に掲げ 

る基準に適合して 

いることを証する 

書類その他の書類 

であって別に市長 

が指定するものを 

いう。以下この表 

から別表第４まで 

において同じ。） 

を提出する場合 

申請に併せて適合証等を提出しない 

場合 

 

適合させようとす 

る基準が基準省令 

第１０条第２号イ 

⑵及びロ⑵に掲げ 

る基準である場合 

それ以外の場合 

２００平方メートル 

未満である場合 
  ４，０００円  １６，０００円 ３２，０００円 

２００平方メートル 

以上である場合 
  ４，０００円  １８，０００円 ３６，０００円 
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別表第３（第３条関係） 

備考 申請に係る住宅が基準省令第１４条第２項第２号に掲げる住宅に該当する

場合にあっては、当該申請に係る住宅の共用部分の床面積は、当該申請に係る

床面積に算入しない。 

 

 

   区  分  

 

 

 

 

 

床面積の合計  

申請に併せて適合 

証等を提出する場 

合 

申請に併せて適合証等を提出しない 

場合 

適合させようとす 

る基準が基準省令 

第１０条第２号イ 

⑵及びロ⑵に掲げ 

る基準である場合 

それ以外の場合 

３ ０ ０ 平 方 

メートル未満で 

ある場合  

  ８，０００円  ３１，０００円  ６５，０００円 

３ ０ ０ 平 方 

メ ー トル 以 上 

２，０００平方 

メ ー トル 未 満 

である場合  

 １９，０００円  ５５，０００円 １０９，０００円 

２，０００平方 

メ ー トル 以 上 

５，０００平方 

メートル未満

である場合  

 ４２，０００円 １００，０００円 １８６，０００円 

５，０００平方 

メートル以上

であ る場合  

 ７６，０００円 １５１，０００円 ２６７，０００円 
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別表第４（第３条関係） 

    区 分 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計 

申請に併せて適合 

証等を提出する場 

合 

申請に併せて適合証等を提出しない 

場合 

適合させようとす 

る基準が基準省令 

第１０条第１号イ 

⑵及びロ⑵に掲げ 

る基準である場合 

そ れ 以 外 の 場 合 

３ ０ ０ 平 方 

メートル未満で 

ある場合 

  ８，０００円  ８２，０００円 ２１６，０００円 

３ ０ ０ 平 方 

メ ー トル 以 上 

１，０００平方 

メートル未満で 

ある場合 

 １５，０００円 １０５，０００円 ２７１，０００円 

１，０００平方 

メ ー トル 以 上 

２，０００平方 

メートル未満で 

ある場合 

 ２５，０００円 １３８，０００円 ３５０，０００円 

２，０００平方 

メ ー トル 以 上 

５，０００平方 

メートル未満で 

ある場合 

 

 ７６，０００円 ２２４，０００円 ５００，０００円 
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５，０００平方 

メ ー トル 以 上 

１０，０００平 

方メートル未満 

である場合 

１２１，０００円 ２９３，０００円 ６１６，０００円 

１０，０００平 

方メートル以上 

２５，０００平 

方メートル未満 

である場合 

１５２，０００円 ３５３，０００円 ７２８，０００円 

２５，０００平 

方メートル以上 

である場合 

１９１，０００円 ４１４，０００円 ８３１，０００円 
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 甲府市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第６号 

   甲府市印鑑条例の一部を改正する条例 

 甲府市印鑑条例（昭和５６年１２月条例第４６号）の一部を次のように改正す

る。  

第１７条の２中「平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する利用者

証明用電子証明書」を「平成１４年法律第１５３号。以下「公的個人認証法」とい

う。）第２２条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録

されているものに限る。）及び移動端末設備（公的個人認証法第１６条の２第１項

に規定する移動端末設備をいい、公的個人認証法第３５条の２第１項に規定する移

動端末設備用利用者証明用電子証明書」に改める。 

 附 則 

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令

和３年法律第３７号）附則第１条第７号の政令で定める日から施行する。 
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 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第７号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正 

する。 

 第５条中「４０万８，０００円」を「４８万８，０００円」に改める。 

 第１３条の２第１項第２号中「２８万５，０００円」を「２９万円」に改め、同

項第３号中「５２万円」を「５３万５，０００円」に改め、同条第４項中「２０万

円」を「２２万円」に改める。 

 第１４条の５の１０中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第５条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係

る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金について

は、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第１３条の２第１項第２号及び第３号並びに同条第４

項並びに第１４条の５の１０の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料につい

て適用し、令和４年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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 甲府市旅館業法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第８号 

   甲府市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

甲府市旅館業法施行条例（平成３０年１２月条例第３９号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第１項第３号中「第２９条」を「第３１条第１項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市帯那山高原牧場の設置及び管理条例を廃止する条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第９号 

   甲府市帯那山高原牧場の設置及び管理条例を廃止する条例 

 甲府市帯那山高原牧場の設置及び管理条例（平成５年３月条例第６号）は、廃止

する。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市建築基準法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１０号 

   甲府市建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

 甲府市建築基準法施行条例（昭和５４年１２月条例第３７号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 別表の第８号の次に次のように加える。 

⑻の２ 法第５２条第６項第３

号の規定に基づく建築物の容

積率に関する特例の認定の申

請に対する審査 

建築物の容積率の特例認

定申請手数料 

２万７，０００円 

 別表の第１２号の次に次のように加える。 

⑿の２ 法第５５条第３項の規

定に基づく建築物の高さに関

する特例の許可の申請に対す

る審査 

建築物の高さの特例許可

申請手数料 

１６万円 

 別表の第１３号中「第５５条第３項各号」を「第５５条第４項各号」に改め、同

表の第１５号の４の次に次のように加える。 

⒂の５ 法第５８条第２項の規

定に基づく高度地区内におけ

る建築物の高さに関する特例

の許可の申請に対する審査 

高度地区内における建築

物の高さの特例許可申請

手数料 

１６万円 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１１号 

甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

３０年１２月条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１項中「、第１３条」を「から第１４条まで」に改め、同項の表第  

１３条の項の次に次のように加える。 

第１４条第１項  利用者に対する支援

の提供 

園児の教育及び保育（満３歳未満

の園児については、その保育。以

下同じ。） 

及び 並びに 

 第１５条第１項の表第２１条第１項の項中「（満３歳未満の園児については、そ

の保育。以下同じ。）」を削り、同条第２項中「同条中」を「同条第１項中」に改

め、「社会福祉施設等」と、」の次に「同条第２項中」を、「便所」」の次に

「と、「保育所の設備及び職員については、」とあるのは職員については「他の社

会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備については「他の社会福祉施

設の設備に兼ねる場合であって、」」を加える。 

 附則第１２項中「前２項」を「前４項」に、「又は市長」を「、市長」に、「者

をもって」を「者又は看護師等をもって」に、「並びに市長」を「、市長」に、

「者の総数」を「者並びに看護師等の総数」に改め、同項を附則第１４項とし、附

則第１１項の次に次の２項を加える。 

１２ 第６条第３項の表備考第１号に定める者については、当分の間、１人に限っ
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て、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師（以下

「看護師等」という。）をもって代えることができる。ただし、満１歳未満の園

児の数が４人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知

識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たっ

て第６条第３項の表備考第１号に定める者による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

１３ 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教

育課程に基づく教育に従事してはならない。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１２号 

   甲府市市税条例の一部を改正する条例 

 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

附則第５条中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、「、第６３条

若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改める。 

附則第５条の２第３項中「附則第１５条第２６項第１号イ」を「附則第１５条第

２５項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２６項第１号ロ」を「附

則第１５条第２５項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２６項第１

号ハ」を「附則第１５条第２５項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条

第２６項第１号ニ」を「附則第１５条第２５項第１号ニ」に改め、同条第７項中  

「附則第１５条第２６項第２号イ」を「附則第１５条第２５項第２号イ」に改め、

同条第８項中「附則第１５条第２６項第２号ロ」を「附則第１５条第２５項第２号

ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２６項第２号ハ」を「附則第１５条第

２５項第２号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２６項第３号イ」を  

「附則第１５条第２５項第３号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２６

項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則

第１５条第２６項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第

１３項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」に改め、同条第  

１５項を削る。 

附則第５条の３第１１項中「附則第７条第１３項」を「附則第７条第１７項」に

改める。 

附則第１１条の２を削り、附則第１１条の２の２を附則第１１条の２とする。 

附則第１１条の６第３項を削る。 
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附則第１２条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２項中「令和２年

４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和８年３月  

３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属 

する年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項までを削り、同条第７項中  

「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、「３輪以上のガソリン軽自

動車」を「３輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以

下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）」に改め、「、当該ガ

ソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令

和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、「令和５年度分」を「、当該初

回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第３項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字 

句」を「同条第２号ア（イ）中「３，９００円」とあるのは「２，０００円」と、同号

ア（ウ） a 中「６，９００円」とあるのは「３，５００円」」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第８項中「附則第３０条第８項」を「附則第３０条第４項」に改め、

「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を

削り、「令和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に、「令和５年度分」を

「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第４項の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に  

掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）中「３，９００円」とあるのは「３，０００円」

と、同号ア（ウ） a 中「６，９００円」とあるのは「５，２００円」」に改め、同項を

同条第４項とする。 

 附則第１２条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改める。 

附則第１５条中「第１０項、第１４項、第１６項から第１８項まで、第２０項、

第２１項、第２５項、第２８項、第３２項、第３３項、第３５項、第３６項若しく

は第４０項」を「第９項、第１３項、第１５項から第１７項まで、第１９項、第  

２０項、第２４項、第２７項、第３１項、第３２項、第３４項、第３５項、第３９

項若しくは第４６項」に改める。 

附則第２０条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

- 42 -



 

附則第２６条第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改める。 

附則第３５条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」とい  

う。」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の甲府市市税条例（以下

「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後の年

度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において  

 「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第

７号）附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小

事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において

同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資

産」という。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項にお

いて「リース取引」という。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用

させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当

する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合におけ

る当該特例対象資産を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前

の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの 

 条例による改正前の附則第１１条の２及び第１１条の６第３項に規定する３輪以 

 上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例 

 による。 

２ 新条例附則第１２条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種別割 

 について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前 
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 の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分 

 は、令和５年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和４年度分までの

都市計画税については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部 

 を改正する法律（令和５年法律第  号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行

の日の前日までの間における新条例附則第１５条の規定の適用については、同項

中「、第３９項若しくは第４６項」とあるのは「若しくは第３９項」とする。 
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規則  
 

 

甲府市個人情報の保護に関する法律施行細則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第１号 

   甲府市個人情報の保護に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下「法」という。）の施行に関し、法、個人情報の保護に関する法律施行令 ( 平

成１５年政令第５０７号。以下「政令」という。 ) 、個人情報の保護に関する法

律施行規則 ( 平成２８年個人情報保護委員会規則第３号 ) 及び甲府市個人情報の

保護に関する法律施行条例(令和４年１２月条例第３５号。以下「条例」とい

う。 ) に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （個人情報ファイル簿） 

第２条 法第７５条第１項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿（第１号

様式）によるものとする。 

２ 条例第３条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 法第６０条第２項第１号に係る個人情報ファイル又は同項第２号に係る個人

情報ファイルの別 

 ⑵ 法第６０条第２項第１号に係る個人情報ファイルについて、同項第２号に係

る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第３条第１項の規定

による公表に係る法第６０条第２項第１号に係る個人情報ファイルの利用目的

及び記録範囲の範囲内である個人情報ファイルがあるときは、その旨 

 （開示請求書等） 
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第３条 法第７７条第１項に規定する開示請求は、保有個人情報開示請求書（第２

号様式）により行うものとする。 

２ 前項に規定する保有個人情報開示請求書を本人の委任による代理人（以下「任

意代理人」という。）が実施機関に提出する場合において、任意代理人は、次に

掲げる書類を実施機関に提示又は提出するものとする。 

 ⑴ 登録を受けた本人の印鑑を押印した委任状（開示請求をする日前３０日以内

に作成されたものに限る。） 

 ⑵ 前号に規定する印鑑に係る印鑑登録証明書（開示請求をする日前３０日以内

に発行されたものに限る。） 

３ 任意代理人が、前項第１号に規定する委任状に登録を受けた本人の印鑑を押印

できない場合又は同項第２号に規定する印鑑登録証明書を実施機関に提示若しく

は提出できない場合において、実施機関は、本人に対して当該任意代理人への委

任の意思を確認することができる。 

 （開示決定等の通知） 

第４条 法第８２条第１項及び第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定

の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。 

 ⑴ 開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人

情報開示決定通知書（第３号様式） 

 ⑵ 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不

開示決定通知書（第４号様式） 

 （開示決定等期間延長の通知） 

第５条 条例第４条第２項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長

通知書（第５号様式）により行うものとする。 

 （開示決定等期限特例の通知） 

第６条 条例第５条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例通知書

（第６号様式）により行うものとする。 

 （第三者保護に関する手続） 

第７条 法第８６条第１項の規定による通知を書面により行う場合は、保有個人情

報の開示に係る意見照会書（第７号様式）により行うものとする。 

２ 法第８６条第１項及び第２項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する
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意見書（第９号様式）によるものとする。 

３ 法第８６条第２項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書

（第８号様式）により行うものとする。 

４ 法第８６条第３項の規定による通知は、保有個人情報開示通知書（第１０号様

式）により行うものとする。 

 （開示の実施方法等） 

第８条 法第８７条第１項及び次項第１号に規定する写しの交付により保有個人情

報の開示を実施する場合において、当該写しの交付部数は、開示請求１件につき

１部とする。 

２ 法第８７条第１項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める方法とする。 

 ⑴ 写しを作成することができる電磁的記録 作成した写しの閲覧又は交付 

 ⑵ 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの

閲覧又は視聴 

 （開示の実施方法の申出） 

第９条 法第８７条第３項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等

申出書（第１１号様式）により行うものとする。 

 （費用の負担） 

第１０条 条例第６条に規定する写しの交付に要する費用として規則で定める額

は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 実施機関の窓口で写しの交付を受ける場合 写しの作成に要する費用として

別表に定める額 

 ⑵ 郵送で写しの交付を受ける場合 前号に定める額及び写しの送付に要する費

用として別表に定める額 

２ 前項に規定する費用は、甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）第４６

条第１項に規定する納付書により納付しなければならない。ただし、実施機関が

特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

 （訂正請求書等） 

第１１条 法第９１条第１項に規定する訂正請求は、保有個人情報訂正請求書（第

１２号様式）により行うものとする。 
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２ 第３条第２項及び第３項の規定は、任意代理人が前項に規定する保有個人情報

訂正請求書を実施機関に提出する場合について準用する。この場合において、第

３条第２項中「保有個人情報開示請求書」とあるのは「保有個人情報訂正請求

書」と、同項第１号及び第２号中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と読み替

えるものとする。 

 （訂正決定等の通知） 

第１２条 法第９３条第１項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書

（第１３号様式）により行うものとする。 

２ 法第９３条第２項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書（第  

 １４号様式）により行うものとする。 

 （訂正決定等期間延長の通知） 

第１３条 法第９４条第２項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延

長通知書（第１５号様式）により行うものとする。 

 （訂正決定等期限特例の通知） 

第１４条 法第９５条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例通知

書（第１６号様式）により行うものとする。 

 （提供先への通知） 

第１５条 法第９７条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書（第１７

号様式）により行うものとする。 

 （利用停止請求書等） 

第１６条 法第９９条第１項に規定する利用停止請求は、保有個人情報利用停止請

求書（第１８号様式）により行うものとする。 

２ 第３条第２項及び第３項の規定は、任意代理人が前項に規定する保有個人情報

利用停止請求書を実施機関に提出する場合について準用する。この場合におい

て、第３条第２項中「保有個人情報開示請求書」とあるのは「保有個人情報利用

停止請求書」と、同項第１号及び第２号中「開示請求」とあるのは「利用停止請

求」と読み替えるものとする。 

 （利用停止決定等の通知） 

第１７条 法第１０１条第１項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通

知書（第１９号様式）により行うものとする。 
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２ 法第１０１条第２項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書

（第２０号様式）により行うものとする。 

 （利用停止決定等期間延長の通知） 

第１８条 法第１０２条第２項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等

期間延長通知書（第２１号様式）により行うものとする。 

 （利用停止決定等期限特例の通知） 

第１９条 法第１０３条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特

例通知書（第２２号様式）により行うものとする。 

 （甲府市個人情報保護審査会に諮問した旨の通知） 

第２０条 法第１０５条第３項の規定により準用する同条第２項の規定による通知

は、審査会諮問通知書（第２３号様式）により行うものとする。 

 （委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （甲府市個人情報保護条例施行規則の廃止） 

２ 甲府市個人情報保護条例施行規則（平成１６年３月規則第３号）は、廃止す

る。 

 （経過措置） 

３ この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の甲府市個人情報保護条例施

行規則第３条第１項、第１２条第１項及び第１７条第１項の規定により請求がな

されたものについては、なお従前の例による。 

 （甲府市情報公開条例施行規則の一部改正） 

４ 甲府市情報公開条例施行規則（平成１３年３月規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第７条第１項第１号を次のように改める。 

  ⑴ 写しを作成することができる電磁的記録 作成した写しの閲覧又は交付 

  別表中 
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 「 

第７条第１項第１号に

規定する電磁的記録 

用紙に印刷物として

出力したもの 

 

                                   」 

 「 

第７条第１項第１号に

規定する電磁的記録 

用紙に印刷物として

出力したもの 

 

上記以外の方法 写しの作成に要する

費用に相当する額 

                                   」 

 改める。 

 （甲府市個人情報保護審査会規則の一部改正） 

５ 甲府市個人情報保護審査会規則（平成１５年１２月規則第４０号）の一部を次

のように改正する。 

  第１条中「甲府市個人情報保護条例（平成１５年１２月条例第４２号）第４３

条第８項」を「甲府市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年１２月条

例第３５号）第８条第８項」に改める。 

別表（第１０条関係） 

写しの作成に要

する費用 

 写しの作成方法       金額 

複写機による複写 １枚（単色（黒）刷り )につき 

１０円（カラーで複写され、又は

出力されたものにあっては、２０

円 )  

用紙に印刷物として出

力したもの 

上記以外の方法 写しの作成に要する費用に相当す

る額 

写しの送付に要する費用 郵送料相当額 

  備考 

   １ 用紙の両面に複写、印刷又は出力する場合は、片面を１枚として算定す

る。 

   ２ 用紙に複写、印刷又は出力する場合は、日本産業規格Ａ列３番までの用

を  

に  
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紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの枚数

は、日本産業規格Ａ列３番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定

する。 
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第１号様式（第２条関係） 

  

             個人情報ファイル簿 

管 理 番 号  
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
 

実 施 機 関 の 名 称  
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 所 管 す る 組 織 の 名 称  
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ る 項 目  
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ る 個 人 （ 対

象 者 ） の 範 囲   

個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ る 記 録 情 報

の 収 集 方 法   

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無  
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ る 記 録 情 報

の 経 常 的 提 供 先   

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 及 び 所

在 地  

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 関 す る 他 の 法 令 の 規

定 に よ る 特 別 の 手 続 等   

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  
 

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 令 第 

２ １ 条 第 ７ 項 に 該 当 す る 個 人 情 報 フ ァ イ

ル 
 

公 表 年 月 日 （ 修 正 し た 場 合 に あ っ て は 、

直 近 の 修 正 年 月 日 ）   

備 考 
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第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第４条関係） 
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第４号様式（第４条関係） 
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第５号様式（第５条関係） 
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第６号様式（第６条関係） 
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第７号様式（第７条関係） 
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第８号様式（第７条関係） 
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第９号様式（第７条関係） 
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第１０号様式（第７条関係） 
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第１１号様式（第９条関係） 
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第１２号様式（第１１条関係） 
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第１３号様式（第１２条関係） 
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第１４号様式（第１２条関係） 
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第１５号様式（第１３条関係） 
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第１６号様式（第１４条関係） 
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第１７号様式（第１５条関係） 
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第１８号様式（第１６条関係） 
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第１９号様式（第１７条関係） 

 

 

- 70 -



 

第２０号様式（第１７条関係） 
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第２１号様式（第１８条関係） 
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第２２号様式（第１９条関係） 

 

 

- 73 -



 

第２３号様式（第２０条関係） 
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 甲府市定年退職者等の暫定再任用に関する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２号 

   甲府市定年退職者等の暫定再任用に関する規則 

（総則） 

第１条 この規則は、甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例（令和４年９月条例第２６号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第５

項若しくは第６項又は第１０項若しくは第１１項（以下これらを「附則第５項

等」という。）に規定する者（以下「定年退職者等」という。）の暫定再任用

（令和４年改正条例附則第５項等の規定により採用することをいう。以下同

じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （暫定再任用の原則） 

第２条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号。以下「法」という。）第１３条に定める平等取扱いの原則、法第１５条に定

める任用の根本基準及び法第２３条に定める人事評価の根本基準に違反してはな

らない。 

２ 定年退職者等が法第５２条第１項に規定する職員団体の構成員であったことそ

の他法第５６条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いを

してはならない。 

（暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項） 

第３条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用を

されることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。 

⑴ 暫定再任用を行う職に係る職務内容 

⑵ 暫定再任用を行う日及び任期の末日 

⑶ 暫定再任用をされた場合の給与 
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⑷ 暫定再任用をされた場合の１週間当たりの勤務時間 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項 

（暫定再任用の選考に用いる情報） 

第４条 令和４年改正条例附則第５項等に規定する規則で定める情報は、定年退職

者等についての次に掲げる情報とする。 

⑴ 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績 

⑵ 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫

定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項 

（辞令の交付） 

第５条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付

しなければならない。ただし、第４号に該当する場合において、辞令の交付によ

らないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法を

もって辞令の交付に代えることができる。 

⑴ 暫定再任用を行う場合 

⑵ 暫定再任用職員（令和４年改正条例附則第５項等の規定により採用された職

員をいう。以下同じ。）の任期を更新する場合 

⑶ 暫定再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合 

⑷ 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合 

（報告） 

第６条 任命権者は、毎年５月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 前年度における暫定再任用の状況 

 ⑵ 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 
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 （準備行為） 

２ 第３条の規定による暫定再任用の手続きは、この規則の施行日前においても行

うことができる。 

 （甲府市職員の再任用に関する規則の廃止） 

３ 甲府市職員の再任用に関する規則（平成１３年３月規則第５号）は廃止する。 
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 甲府市職員給与条例附則第１２条の規定による給料月額に関する規則をここに公

布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３号 

   甲府市職員給与条例附則第１２条の規定による給料月額に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号）附則第

１９条の規定に基づき、同条例附則第１２条の規定に係る職員の給料月額に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（職員に対する通知） 

第２条 市長は、甲府市職員給与条例附則第１２条の規定の適用により職員の給料

月額が異動することとなった場合（甲府市職員の分限に関する条例（昭和３８年

４月条例第１２号）附則第６項前段に規定する降給のうち、甲府市職員給与条例

附則第１２条の規定による降給の場合を含む。）には、市長の定めるところによ

り、当該職員にその旨を通知するものとする。 

（雑則） 

第３条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員給与条例附則第１４条等の規定による給料に関する規則をここに公布

する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４号 

甲府市職員給与条例附則第１４条等の規定による給料に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号。以下

「条例」という。）附則第１９条の規定に基づき、条例附則第１４条、第１６条

又は第１７条の規定に係る給料に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 管理監督職 甲府市職員の定年等に関する条例（昭和５９年７月条例第３１

号）第６条に規定する職をいう。 

⑵ 異動期間 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２８条の２第１項に規定する異動期間（法第２８条の５第１項及び第

２項の規定により延長された期間を含む。）をいう。 

⑶ 特例任用後降任等職員 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等

をされた職員であって、異動日（条例附則第１４条に規定する異動日をいう。

以下同じ。）の前日において特例任用職員（法第２８条の５第１項又は第２項

の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同

じ。）であったものをいう。 

⑷ 特定日 条例附則第１２条に規定する特定日をいう。 

⑸ 降格 甲府市職員の任用等に関する規則（昭和２８年１２月規則第２８号）

第４条第６号に規定する降格のうち、法第２８条の２第４項に規定する他の職
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への降任等に伴うものを除いたものをいう。 

⑹ 初任給基準異動 条例第９条の給料表（以下「給料表」という。）の適用を

異にしない甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則（平成１８年３月規

則第２８号）別表第１に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の

職種に属する職務への異動をいう。 

⑺ 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。 

⑻ 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。 

⑼ 上限額 条例第９条第４項の規定により職員が属する職務の級における最高

の号給の給料月額をいう。 

⑽ その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給

をいう。 

（条例附則第１４条の市長が定める職員） 

第３条 条例附則第１４条の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。 

⑴ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員（特例任用

後降任等職員を除く。）のうち、次に掲げる職員 

  ア 異動日以後に初任給基準異動をした職員 

  イ 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員 

  ウ 異動日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定め

るこれに準ずる職員 

⑵ 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改

定（給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改

定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。

以下同じ。）をされた職員 

（他の職への降任等をされた職員に対する条例附則第１６条の規定による給料の

支給） 

第４条 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員（特例任

用後降任等職員を除く。）であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を

受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第１２条の

規定により当該職員が受ける給料月額（特定日後に第１号又は第３号に掲げる職

員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした
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場合に特定日にそれぞれ同条の規定により当該職員が受けることとなる給料月額

に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。）が当該各号の

区分に応じ当該各号に定める額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に

切り上げた額。以下この条において「第４条基礎給料月額」という。）に達しな

いこととなる職員（次の各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（第

３項の規定の適用を受ける職員を除く。）を除く。）には、特定日以後の当該各

号に掲げる職員となった日以後、第４条基礎給料月額と特定日給料月額との差額

に相当する額を、条例附則第１６条の規定による給料として支給する。 

⑴ 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動（以下「給料表異動等」とい

う。）をした職員（第３号に掲げる職員を除く。） 異動日の前日に当該給料

表異動等があったものとした場合（給料表異動等が２回以上あった場合にあっ

ては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合）に同日にお

いて当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に１００分の７０を乗

じて得た額 

⑵ 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員（第３号に掲げる職員

を除く。） 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又

は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号

給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等

に対応する給料月額との差額（降格又は降号を２回以上した場合にあっては、

それぞれの当該差額を合算した額）に相当する額を減じた額に１００分の７０

を乗じて得た額 

⑶ 異動日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定める

これに準ずる職員 市長の定める額 

⑷ 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改

定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の

給料月額欄に掲げる給料月額に１００分の７０を乗じて得た額 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第

４条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の
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受ける給料月額との差額」とする。 

３ 第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する職員であって同項第４号に掲げ

る職員に該当する職員に対する前２項の規定の適用については、当該職員は第１

項第１号又は第２号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員につい

て適用される第４条基礎給料月額は、同項第１号又は第２号に規定する給料月額

について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するもの

とする。 

４ 第１項各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（前項の規定の適用

を受ける職員を除く。）には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例附

則第１６条の規定による給料として支給する。 

（特例任用後降任等職員に対する条例附則第１６条の規定による給料の支給） 

第５条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日（法第２８条の５第１

項及び第２項の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期

間の末日をいう。以下同じ。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける

職員のうち、異動日に条例附則第１２条の規定により当該職員が受ける給料月額

（以下この項において「異動日給料月額」という。）が異動日の前日のその者の

号給等に対応する給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの

間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合

は、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額

（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上  

 １００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額。以下この項

において「第５条基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（次条第

１項各号、第３項及び第４項に該当する職員を除く。）には、異動日以後、第５

条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第１６条の

規定による給料として支給する。 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第

５条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の

受ける給料月額との差額」とする。 

第６条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給
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料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例附

則第１２条の規定により当該職員が受ける給料月額（異動日後に第１号又は第３

号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になっ

たものとした場合に異動日にそれぞれ同条の規定により当該職員が受けることと

なる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。）

が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額（当該額に、５０円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれ

を１００円に切り上げた額。以下この条において「第６条基礎給料月額」とい

う。）に達しないこととなる職員（次の各号のうち２以上の号に掲げる職員に該

当する職員（第３項の規定の適用を受ける職員を除く。）を除く。）には、異動

日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第６条基礎給料月額と異動日給

料月額との差額に相当する額を、条例附則第１６条の規定による給料として支給

する。 

⑴ 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員（第３号に掲げる職員を除

く。） 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日

の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び甲府市職員初任

給、昇給等の基準に関する規則別表第１（以下この号において「初任給基準

表」という。）における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場

合（給料表異動等が２回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日

にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料

表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが

引き続き適用されているものとした場合）の同日のその者の号給等に対応する

給料月額に相当する額（これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から

異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも

多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に  

 １００分の７０を乗じて得た額 

⑵ 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格（職員から書面による同意を得

て行うものを除く。以下この号において同じ。）又は降号をした職員（第３号

に掲げる職員を除く。） 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額

（仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対
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応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い

給料月額に相当する額）から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号

がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する

額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額（降格

又は降号を２回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額）

に相当する額を減じた額に１００分の７０を乗じて得た額 

⑶ 仮定異動期間末日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市

長の定めるこれに準ずる職員 市長の定める額 

⑷ 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定

又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日

の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日

の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に

掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い

給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第

６条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の

受ける給料月額との差額」とする。 

３ 第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する職員であって、第４号に掲げる

職員に該当する職員に対する前２項の規定の適用については、当該職員は第１項

第１号又は第２号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について

適用される第６条基礎給料月額は、同項第１号又は第２号に規定する給料月額に

ついて異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものと

する。 

４ 第１項各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（前項の規定の適用

を受ける職員を除く。）には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例附

則第１６条の規定による給料として支給する。 

（降任等相当給料表異動をした職員に対する条例附則第１７条の規定による給料

の支給） 

第７条 降任等相当給料表異動（法第２８の２第１項ただし書に規定する他の職へ
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の転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料

表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の

職務の級となる場合のものをいう。以下この条及び次条において同じ。）をした

職員（特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第４項におい

て同じ。）であって、降任等相当転任日（当該降任等相当給料表異動をした日を

いう。以下この条及び次条において同じ。）の前日から引き続き給料表の適用を

受ける職員（第４項各号に掲げる職員を除く。）のうち、特定日に条例附則第  

 １２条の規定により当該職員が受ける給料月額（以下この項において「特定日給

料月額」という。）が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用

される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料

月額に相当する額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数

を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときは

これを１００円に切り上げた額。以下この条において「第７条基礎給料月額」と

いう。）に達しないこととなる職員には、特定日以後、第７条基礎給料月額と特

定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第１７条の規定による給料とし

て支給する。 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第

７条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の

受ける給料月額との差額」とする。 

３ 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又

は減額改定をされた職員に対する前２項の規定の適用については、当該職員につ

いて適用される第７条基礎給料月額は、第１項に規定する給料月額について特定

日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。 

４ 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き

続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第１２条の規定の適用を受ける

職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市長の定める額を、

条例附則第１７条の規定による給料として支給する。 

⑴ 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員 

⑵ 降任等相当転任日から特定日までの間に降格又は降号をした職員 
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⑶ 降任等相当転任日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市

長の定めるこれに準ずる職員 

第８条 特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当

転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げる職員

を除く。）のうち、降任等相当転任日に条例附則第１２条の規定により当該職員

が受ける給料月額（以下この項において「転任日給料月額」という。）が降任等

相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受ける

ものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額

に相当する額（仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降

任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合

に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の

号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち

最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、

５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端

数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額。以下この条において「第８条

基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以

後、第８条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第

１７条の規定による給料として支給する。 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第

８条基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の

受ける給料月額との差額」とする。 

３ 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が

増額改定又は減額改定をされた職員に対する前２項の規定の適用については、当

該職員について適用される第８条基礎給料月額は、第１項に規定する給料月額に

ついて降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出

するものとする。 

４ 特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任

日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第１２条の規

定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市
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長の定める額を、条例附則第１７条の規定による給料として支給する。 

 ⑴ 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員 

 ⑵ 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格（職員から書面によ

る同意を得て行うものを除く。）又は降号をした職員 

 ⑶ 仮定異動期間末日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市

長の定めるこれに準ずる職員 

（人事交流等職員に対する条例附則第１７条の規定による給料の支給） 

第９条 甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則第６条各号に掲げる者から

人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員（以下この条

において「人事交流等職員」という。）のうち人事交流等職員となった日（当該

日が２以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。）

前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日（以下この条において

「みなし異動日」という。）がある者であって、人事交流等職員となった日から

引き続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げる職員を除く。）のう

ち、特定日に条例附則第１２条の規定により当該職員が受ける給料月額（人事交

流等職員となった日が６０歳に達した日後における最初の４月１日（以下この条

において「仮定特定日」という。）後であるときは、仮定特定日に職員であった

ものとして条例附則第１２条の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が

受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月

額」という。）がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員

が受けることとなる給料月額に相当する額に１００分の７０を乗じて得た額（当

該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円

未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額。以下この条において

「第９条基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員には、人事交流等

職員となった日（特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日）以

後、第９条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第

１７条の規定による給料として支給する。 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第

９条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の
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受ける給料月額との差額」とする。 

３ 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日（人

事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項

において同じ。）までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前２項

の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第９条基礎給料月

額は、第１項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる

給料月額を用いて、算出するものとする。 

４ 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となっ

た日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第１２条の規定の

適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市長の

定める額を、条例附則第１７条の規定による給料として支給する。 

 ⑴ かつて特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて

甲府市職員初任給、昇給等の基準に関する規則第６条各号に掲げる者となり引

き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの 

 ⑵ 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員 

 ⑶ 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降号をした職員 

 ⑷ 人事交流等職員となった日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職

員又は市長の定めるこれに準ずる職員 

（この規則により難い場合の措置） 

第１０条 条例附則第１４条、第１６条又は第１７条の規定による給料の支給につ

いて、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認めら

れるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段

の取扱いをすることができる。 

（雑則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、条例附則第１４条、第１６条又は第１７

条の規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第５号 

   甲府市職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員の任用等に関する規則（昭和２８年１２月規則第２８号）の一部を次

のように改正する。 

 第１２条第６号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に改め、同条に次の１号を加え

る。 

⑺ かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用

されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認めるもの 

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条 

例（令和４年９月条例第２６号）附則第８項に規定する暫定再任用職員をい  

う。）は、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員をいう。）とみなし

て、この規則による改正後の第１２条第６号の規定を適用する。 
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 甲府市職員の定年等に関する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６号 

   甲府市職員の定年等に関する規則 

 甲府市職員の定年等に関する規則（昭和６０年３月規則第９号）の全部を改正す

る。 

 （趣旨） 

第１条  この規則は、甲府市職員の定年等に関する条例（昭和５９年７月条例第 

３１号。以下「条例」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （異動期間が延長された管理監督職を占める職員の勤務延長の承認及び勤務延長

の期限の延長の承認） 

第２条  任命権者は、条例第４条第１項ただし書の規定により市長の承認を得よう

とするときは、書面を提出するものとする。 

２ 任命権者は、条例第４条第２項の規定により市長の承認を得ようとするとき

は、書面を提出するものとする。 

 （勤務延長等に係る職員の同意） 

第３条  条例第４条第３項及び第４項に規定する職員の同意は、書面により得るも

のとする。 

 （定年に達している者の任用の制限） 

第４条  任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に

採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に

応じ、引き続き国家公務員、職員以外の地方公務員又は甲府市職員退職手当支給

条例（昭和２５年１０月条例第３１号）第７条第５項第４号に規定する特定一般

地方独立行政法人等職員となっているもの（これらの職のうち一の職から他の職

に１回以上引き続いて異動した者を含む。）を、当該職に係る定年退職日以前に
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採用する場合は、この限りでない。 

２ 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達してい

る職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任す

ることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

⑴ 勤務延長職員（条例第４条第１項又は第２項の規定により引き続き勤務して

いる職員をいう。以下同じ。）を、組織の変更等により、勤務延長（条例第４

条第１項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。）に

係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任

し、降任し、又は転任する場合 

⑵ 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的

に置かれる職に転任する場合 

 （勤務延長等に係る辞令の交付） 

第５条  任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該各号の

事由を明示した辞令を交付するものとする。 

⑴ 職員が定年退職（条例第２条の規定により退職することをいう。）をする場

合 

⑵ 勤務延長を行う場合 

⑶ 勤務延長の期限を延長する場合 

⑷ 勤務延長の期限を繰り上げる場合 

⑸ 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員で

はなくなった場合 

⑹ 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合 

 （勤務延長等に関する報告） 

第６条  任命権者は、毎年５月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務

延長の事由及び期限の状況を市長に報告するものとする。 

 （異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合） 

第７条  条例第９条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員

が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職

務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理

監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めて
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いるものとみなす。 

 （異動期間の延長の承認） 

第８条  任命権者は、条例第９条第２項の規定により市長の承認を得ようとすると

きは、書面を提出するものとする。 

 （異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第９条  条例第１０条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。 

 （降任等に係る辞令の交付） 

第１０条  任命権者は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」と

いう。）第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をする場合には、職員

に辞令を交付して行わなければならない。 

２ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付する

ものとする。 

⑴ 条例第９条の規定により異動期間を延長する場合 

⑵ 条例第９条の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が

当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督

職勤務上限年齢に達していない職員となった場合 

 （異動期間の延長に関する報告） 

第１１条  任命権者は、毎年５月末日までに、前年の４月２日からその年の４月１

日までの間に条例第９条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める

職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告するものとする。 

 （定年前再任用の原則） 

第１２条  任命権者は、定年前再任用（条例第１２条の規定により採用することを

いう。以下同じ。）を行うに当たっては、法第１３条に定める平等取扱いの原

則、法第１５条に定める任用の根本基準及び法第２３条に定める人事評価の根本

基準に違反してはならない。 

２ 年齢６０年以上退職者が法第５２条第１項に規定する職員団体の構成員であっ

たことその他法第５６条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益

な取扱いをしてはならない。 

 （定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意） 

第１３条  任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再
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任用をされることを希望する者（以下「定年前再任用希望者」という。）に次に

掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者

の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とす

る。 

⑴ 定年前再任用を行う職に係る職務内容 

⑵ 定年前再任用を行う日 

⑶ 定年前再任用をされた場合の給与 

⑷ 定年前再任用をされた場合の１週間当たりの勤務時間 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項 

 （定年前再任用の選考に用いる情報） 

第１４条  条例第１２条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次

に掲げる情報とする。 

⑴ 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績 

⑵ 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他

定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項 

 （定年前再任用に係る辞令の交付） 

第１５条  任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交

付しなければならない。ただし、第２号に該当する場合のうち、辞令の交付によ

らないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法を

もって辞令の交付に代えることができる。 

⑴ 定年前再任用を行う場合 

⑵ 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員（条例第１２条の規定により

採用された職員をいう。以下同じ。）が当然に退職する場合 

 （定年前再任用に関する報告） 

第１６条  任命権者は、毎年５月末日までに、前年度における定年前再任用の状況

を市長に報告しなければならない。 

 （雑則） 

第１７条  この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、市長が

定める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の 

日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第１３条の規定による定年前再任用の手続きは、この規則の施行日前において

も行うことができる。 

 （令和４年改正条例附則第２項の規定による勤務についての準用） 

３ 第２条、第３条、第４条第２項、第５条及び第６条の規定は、甲府市職員の定

年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年９月条例第２６号。以

下「令和４年改正条例」という。）附則第２項の規定による勤務について準用す

る。 

（令和４年改正条例附則第３項の規則で定める職及び職員） 

４ 令和４年改正条例附則第３項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該 

職が基準日（同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同  

じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正後

定年（令和４年改正条例附則第３項に規定する改正後定年をいう。以下この項及

び次項において同じ。）が基準日の前日における改正後定年（同日が令和５年３

月３１日である場合には、令和４年改正条例第１条の規定による改正前の甲府市

職員の定年等に関する条例（以下「旧定年条例」という。）第３条に規定する定

年に準じた年齢）を超える職（当該職に係る定年が条例第３条第１項に規定する

定年である職に限る。）とする。 

⑴ 基準日以後に新たに設置された職 

⑵ 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

５ 令和４年改正条例附則第３項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準

日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る

改正後定年（同日が令和５年３月３１日である場合には、旧定年条例第３条に規

定する定年に準じた年齢）に達している職員とする。 

６ 第４条第２項ただし書の規定は、令和４年改正条例附則第３項の規定により昇

任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。 

 （条例附則第８項の年齢６０年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思
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の確認） 

７ 年齢６０年（旧定年条例第３条第４号に掲げる職を占める職員にあっては、同

号に定める年齢。以下同じ。）に達する日の属する年度の前年度に条例附則第８

項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員とし

て同項に定める職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、同項に定める

期間内に、できる限り速やかに行うものとする。 

８ 条例附則第８項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報（第１

号、第３号及び第４号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢６０年に達した

日以後に適用される措置に関する情報に限る。）とする。 

⑴ 法第２８条の２から第２８条の５まで及び条例第６条から第１１条までの規

定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報 

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報 

⑶ 甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号）附則第１２条から第

１９条まで又は甲府市学校職員給与条例（昭和２８年１月条例第５号）附則第

８項から第１５項までの規定による年齢６０年に達した日後における最初の４

月１日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する

情報 

⑷ 甲府市職員退職手当支給条例附則第１３項から第１６項までの規定による当

該職員が年齢６０年に達した日から条例第３条第１項に規定する定年に達する

日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基

本額を当該職員が当該退職をした日に条例第２条の規定により退職をしたもの

と仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情

報 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、条例附則第８項の規定により勤務の意思を確認

するため必要であると任命権者が認める情報 

９ 任命権者は、条例附則第８項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合

は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。 

１０ 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとす

る。 

⑴ 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思 
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⑵ 年齢６０年に達する日以後の退職の意思 

⑶ 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向 

⑷ その他任命権者が必要と認める事項 

１１ 附則第８項各号に掲げる情報を職員に提供するに当たっては、当該各号に掲

げる情報を記載した文書を交付することにより行うものとする。ただし、文書の

交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる適当な方法により行う

ことができる。 

１２ 附則第１０項各号に掲げる事項を職員に確認するに当たっては、当該各号に

掲げる事項を記載した文書を職員に提出させることにより行うものとする。ただ 

し、文書の提出によらないことを適当と認めるときは、これに代わる適当な方法

により行うことができる。 

 （令和４年改正条例附則第２０項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定

める者及び定年前再任用短時間勤務職員） 

１３ 令和４年改正条例附則第２０項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げ

る職のうち、当該職が基準日（同項に規定する基準日をいう。以下同じ。）の前

日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正後定年相当年

齢（条例第１２条に規定する短時間勤務の職（以下この項において「短時間勤務

の職」という。）を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間

勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第３条に規定する

定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における改正後定年相当年齢を超える

短時間勤務の職（当該職に係る改正後定年相当年齢が同条第１項に規定する定年

である短時間勤務の職に限る。）とする。 

⑴ 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

⑵ 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

１４ 令和４年改正条例附則第２０項の規則で定める者は、前項に規定する職が基

準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係

る改正後定年相当年齢に達している者とする。 

１５ 令和４年改正条例附則第２０項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員

は、附則第１３項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合

において、同日における当該職に係る改正後定年相当年齢に達している同項に規
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定する定年前再任用短時間勤務職員とする。 
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 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７号 

   職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成７年３月規則第４号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条第２項中「再任用短時間勤務職員（条例第２条第２項に規定する再任用短

時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員（条例第２条第２項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員（以下「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

 第９条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員  

等」に、「再任用短時間勤務職員の」を「定年前再任用短時間勤務職員の」に改 

め、同条第２項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員  

等」に改める。 

 第９条の２第１項第１号中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間

勤務職員等」に改め、同項第２号中「再任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用された

職員をいう。第４項において同じ。）及び任期付短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員等」に改め、同条第４項中「再任用職員及び任期付短時間勤務職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

 第１１条第１項並びに第３項第２号及び第３号並びに第１６条第３項並びに第  

２３条の２第２項及び第３項並びに第２３条の３第２項及び第３項並びに第２３条

の４第２項及び第３項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務
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職員等」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例（令和４年９月条例第２６号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第８

項に規定する暫定再任用職員をいう。）は、定年前再任用短時間勤務職員（地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用さ

れた職員をいう。以下同じ。）とみなして、この規則による改正後の第９条の２

第１項（第２号に係る部分に限る。）及び第４項の規定を適用する。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員（令和４年改正条例附則第１０項又は第１１項の規

定により採用された職員をいう。）は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし  

て、この規則による改正後の第７条第２項並びに第９条並びに第９条の２第１項 

（第１号に係る部分に限る。）並びに第１１条第１項及び第３項（第１号を除  

く。）並びに第１６条第３項並びに第２３条の２から第２３条の４までの規定を

適用する。 
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 甲府市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８号 

   甲府市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員の育児休業等に関する規則（平成４年３月規則第１２号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条の２（見出しを含む。）中「第２条第４号ア（イ）」を「第２条第５号ア（イ）」

に改める。 

附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員の退職管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第９号 

   甲府市職員の退職管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市職員の退職管理に関する条例施行規則（平成２８年３月規則第３３号）の

一部を次のように改正する。 

第５条中「甲府市職員退職手当支給条例」の次に「（昭和２５年１０月条例第 

３１号）」を加える。 

 第６条中「地方自治法」の次に「（昭和２２年法律第６７号）」を加える。 

 第２２条第２号中「第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」を「第２２条

の４第１項」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例（令和４年９月条例第２６号）附則第８項に規定する暫定再任用職員をい

う。）は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規

定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の第２２条の規定を

適用する。 
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 甲府市職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１０号 

   甲府市職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員安全衛生管理規則（平成３年３月規則第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条中「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項

の規定により採用された職員をいう。）及び任期付短時間勤務職員（地方公務員の

育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１８条第１項又は甲府市一

般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１９年１２月条例第  

５３号）第４条の規定により採用された職員をいう。）」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正

する等の条例（令和４年９月条例第２６号）附則第１０項又は第１１項の規定に

より採用された職員をいう。）は、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員

をいう。）とみなして、この規則による改正後の甲府市職員安全衛生管理規則を

適用する。 
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 甲府市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１１号 

   甲府市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市職員給与条例施行規則（昭和２７年３月規則第７号）の一部を次のように

改正する。 

第１３条の４第２項中「甲府市職員管理職手当支給規則別表第１に掲げる職に係

る同表に掲げる区分に応じ、次」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号」に

改め、同項各号を次のように改める。 

⑴ 次号に掲げる職員以外の甲府市職員管理職手当支給規則別表第１に掲げる職

を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア １種及び２種 １万１，０００円 

イ ３種 ９，５００円 

  ウ ５種及び６種 ８，０００円 

  エ ７種 ６，０００円 

 ⑵ 定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。 

以下「法」という。）第２２条の４第１項の規定により採用された職員をい

う。以下同じ。）である甲府市職員管理職手当支給規則別表第１に掲げる職を

占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  ア １種及び２種 １万円 

  イ ３種 ８，５００円 

  ウ ５種及び６種 ７，０００円 

  エ ７種 ５，０００円 
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第１３条の４第３項中「甲府市職員管理職手当支給規則別表第１に掲げる職に係

る同表に掲げる区分に応じ、次」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号」に

改め、同項各号を次のように改める。 

⑴ 次号に掲げる職員以外の甲府市職員管理職手当支給規則別表第１に掲げる職

を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア １種及び２種 ５，５００円 

イ ３種 ４，８００円 

  ウ ５種及び６種 ４，０００円 

  エ ７種 ３，０００円 

 ⑵ 定年前再任用短時間勤務職員である甲府市職員管理職手当支給規則別表第１

に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる

支給区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア １種及び２種 ５，０００円 

イ ３種 ４，３００円 

  ウ ５種及び６種 ３，５００円 

 エ ７種 ２，５００円 

第１４条第１号中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）」を「法」に改める。 

第１５条第２号中「法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用短時間勤務職員等」を「定年

前再任用短時間勤務職員等」に、「もの」を「者」に改め、同条第３号中「再任用

短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に、「もの」を「者」に

改める。 

第１７条中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に

改める。 

第２４条の３第１項中「法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において「再任用

職員」という。）」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第２４条の４第１項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め
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る。 

附則に次の１条を加える。 

（条例附則第１２条の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額） 

第５条 条例附則第１２条の規定の適用を受ける職員に対する第１３条の４第２項 

及び第３項の規定の適用については、当分の間、同条第２項第１号及び第３項第

１号中「定める額」とあるのは、「定める額に１００分の７０を乗じて得た額

（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上

１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）」とする。 

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条 

例（令和４年９月条例第２６号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第８

項に規定する暫定再任用職員をいう。）は、定年前再任用短時間勤務職員（地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用さ

れた職員をいう。以下同じ。）とみなして、この規則による改正後の第１３条の

４第２項及び第３項並びに第２４条の３第１項並びに第２４条の４第１項の規定

を適用する。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員（令和４年改正条例附則第１０項又は第１１項の規

定により採用された職員をいう。）は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし  

て、この規則による改正後の第１５条及び第１７条の規定を適用する。 
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 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第１２号 

   技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 技能労務職員の給与に関する規則（昭和４３年３月規則第１７号）の一部を次の 

ように改正する。 

第５条の２を次のように改める。 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） 

第５条の２ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第 

２２条の４第１項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員である技

能労務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、第

３条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額

のうち、第４条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級

に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間を

３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た額とする。 

附則に次の３項を加える。 

５ 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該技能労務職員が６０歳に達した日 

後における最初の４月１日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月

額のうち、第４条の規定により当該技能労務職員の属する職務の級並びに第５条

及び第７条の規定により当該技能労務職員の受ける号給に応じた額に１００分の

７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げる

ものとする。）とする。 

６ 前項の規定は、次に掲げる技能労務職員には適用しない。 

⑴ 臨時的に任用される技能労務職員その他の法律により任期を定めて任用され
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る技能労務職員及び非常勤の技能労務職員 

⑵ 甲府市職員の定年等に関する条例（昭和５９年７月条例第３１号）第４条第

１項又は第２項の規定により勤務している技能労務職員（同条例第２条に規定

する定年退職日において前項の規定が適用されていた技能労務職員を除く。） 

７ 前２項に規定するもののほか、技能労務職員が６０歳に達した日後における当 

該技能労務職員の給料月額については、一般職員の例による。 

別表第１技能労務職給料表の表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改め

る。 

 

 

 

 

 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （暫定再任用職員に関する経過措置） 

２ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条 

例（令和４年９月条例第２６号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第８

項に規定する暫定再任用職員である技能労務職員をいう。以下同じ。）（暫定再

任用短時間勤務職員（令和４年改正条例附則第１０項又は第１１項の規定により

採用された職員をいう。以下同じ。）を除く。）の給料月額は、当該暫定再任用

職員が定年前再任用短時間勤務職員（この規則による改正後の技能労務職員の給

与に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第５条の２に規定する定年前

再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）であるものとした場合に適用される

改正後の規則別表第１定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額の

うち、改正後の規則第４条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に

応じた額とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定 

円 円 円 円

187,700 215,200 255,200 274,600

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額
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年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表

第１定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規

則第４条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた

額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間を３８時間４５

分で除して得た数を乗じて得た額とする。 

４ 暫定再任用職員の給与の額及び支給方法その他給与に関し必要な事項は、前２ 

項に定めるもののほか、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であ

るものとした場合における甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号）

の適用を受ける職員の例による。 

５ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事 

項は、市長が別に定める。 
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 甲府市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１３号 

   甲府市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則 

甲府市職員通勤手当支給規則（昭和３３年１０月規則第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第７条の２の見出し中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

 附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１４号 

   甲府市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 

甲府市職員特殊勤務手当支給規則（昭和３８年１０月規則第４９号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条第２項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用

短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第４項中「再任

用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正 

する等の条例（令和４年９月条例第２６号）附則第１０項又は第１１項の規定に

より採用された職員をいう。）は、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員

をいう。）とみなして、この規則による改正後の第４条第２項及び第４項の規定

を適用する。 
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 甲府市職員管理職手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１５号 

   甲府市職員管理職手当支給規則の一部を改正する規則 

甲府市職員管理職手当支給規則（昭和３８年４月規則第１２号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

第２条第３項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同条第４項中「再任用職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改め、「（地方公務員法第２８条の５第１項又は第２８条の６第２

項に規定する短時間勤務の職にある職員にあっては、その額」を削り、「額）」を

「額」に改める。 

 附則に次の１項を加える。 

 （条例附則第１２条の規定の適用を受ける職員の支給額） 

４ 条例附則第１２条の規定の適用を受ける職員に対する第２条の規定の適用につ 

いては、当分の間、同条第３項中「定める額」とあるのは、「定める額に１００

分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上

げた額）」とする。 

 附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条 

例（令和４年９月条例第２６号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第８

項に規定する暫定再任用職員をいう。）（暫定再任用短時間勤務職員（令和４年

改正条例附則第１０項又は第１１項の規定により採用された職員をいう。以下同
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じ。）を除く。）に対するこの規則による改正後の第２条の規定の適用について

は、同条第３項中「別表第２」とあるのは、「別表第３」とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法  

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員

をいう。）とみなして、この規則による改正後の第２条第４項の規定を適用す

る。 
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甲府市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一         

 

 

甲府市規則第１６号 

   甲府市財務規則の一部を改正する規則 

 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第９２条第２項の表中 

「 

会計室長、会計室出納係長、中道支所長、上九一色出張所長、市民総室

総務課長、協働推進課長、市民総室市民課長、健康保険課長、市民税課

長、資産税課長、収納課長、滞納整理課長、福祉保健総室総務課長、介

護保険課長、医務感染症課長、生活衛生薬務課長、子ども応援課長、ご

み収集課長、都市計画課長、住宅課長、公園緑地課長及び建築指導課長  

                                   」 

「 

会計室長、会計室出納係長、市民税課長、資産税課長、収納課長、滞納整

理課長、市民総室総務課長、市民総室市民課長、中道支所長、上九一色出

張所長、協働推進課長、福祉保健総室総務課長、生活福祉課長、障がい福

祉課長、介護保険課長、健康保険課長、医務感染症課長、生活衛生薬務課

長、子育て支援課長、子ども保育課長、ごみ収集課長、住宅課長、都市計

画課長及び道路河川課長 

                                   」 

「 

市民総室総務課に属する各窓口センター、健康保険課経営係、健康保険課

保険料係、健康保険課滞納整理係、中道支所住民係、上九一色出張所住民

係、市民総室総務課交通安全係、市民総室総務課消費生活係、健康保険課

を 

に、 
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後期医療係、介護保険課保険給付係、介護保険課滞納整理係、医務感染症

課医務係、生活衛生薬務課生活衛生薬務係、子ども応援課子ども応援係、

市民税課法人諸税係、資産税課証明係、収納課収納係、滞納整理課滞納整

理係及び住宅課経理係に配置されている職員 ( 技能職員を除く。 ) 並びに

ごみ収集課収集衛生係長、都市計画課計画係長及び指導係長 

                                   」 

「 

市民税課法人諸税係、資産税課証明係、収納課収納係、滞納整理課滞納整

理係、市民総室総務課に属する各窓口センター、市民総室総務課交通安全

係、市民総室総務課消費生活係、市民課受付係、市民課戸籍係、市民課住

民記録係、市民課国民年金係、中道支所住民係、上九一色出張所住民係、

生活福祉課保護係、生活福祉課保護事務係、生活福祉課生活支援係、障が

い福祉課医療支援係、介護保険課保険給付係、介護保険課滞納整理係、健

康保険課経営係、健康保険課保険料係、健康保険課滞納整理係、健康保険

課後期医療係、医務感染症課医務係、生活衛生薬務課生活衛生薬務係、子

育て支援課子育て支援係、子ども保育課子ども保育係、子ども保育課に属

する各保育所、住宅課経理係及び道路河川課用地係に配置されている職員

（技能職員を除く。）並びにごみ収集課収集衛生係長及び都市計画課計画

係長  

                                   」 

改める。 

 第９３条の表中「甲府商業高等学校事務長、甲府商科専門学校事務長及び歴史文

化財課長」を「図書館長、甲府商業高等学校事務長及び甲府商科専門学校事務長」

に、「、甲府商科専門学校事務局庶務係並びに歴史文化財課に属する甲府市武田氏

館跡歴史館に配置されている職員（技能職員を除く。）」を「並びに甲府商科専門

学校事務局庶務係に配置されている職員（技能職員を除く。）」に改める。 

 第９４条第２項中「、生活衛生薬務課長及び建築指導課長」を「及び生活衛生薬

務課長」に改め、同条第４項を次のように改める。 

４ 第１項の規定にかかわらず、甲府市南部市民センターの浴室の使用料を収納し

たときは、利用券を発行することにより同項の領収書の納人への交付に代えるこ

を 

に 
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とができる。 

 第２６号様式（その２５）、第２７号様式（その２）及び第２７号様式（その  

３）中 

「                                   

口 座

番 号  

 加 入

者 名                     
甲府市会計管理者  

とりまとめ金融機関 

 

                                   」 

「 

 口座番号   加入者名                    とりまとめ金融機関 とりまとめ店 

 甲府市会計管理者   

                                   」 

「下記」を「次」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

に、  
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 甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１７号 

   甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市市税条例施行規則（昭和２５年８月規則第１５号）の一部を次のように改

正する。 

 第３号様式（その２）、第３号様式（その４）及び第３８号様式（その１の２）

中 

「                                   

口 座

番 号  

 加 入

者 名                     
甲府市会計管理者  

とりまとめ金融機関 

 

                                   」 

「 

 口座番号   加入者名                    とりまとめ金融機関 とりまとめ店 

 甲府市会計管理者   

                                   」 

「下記」を「次」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の 

 調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

を 

に、  
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甲府市子ども屋内運動遊び場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和５年３月３１日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第１８号 

   甲府市子ども屋内運動遊び場条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市子ども屋内運動遊び場条例施行規則（令和３年４月規則第２１号）の一部

を次のように改正する。 

 第３条第１項中「市長」を「指定管理者」に改め、同条第２項第２号中「使用

料」を「利用料金」に改める。 

 第４条及び第６条中「市長」を「指定管理者」に改める。 

 第７条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「使用料の」を「利

用料金の」に、「甲府市子ども屋内運動遊び場使用料還付申請書」を「甲府市子ど

も屋内運動遊び場利用料金還付申請書」に、「市長」を「指定管理者」に改める。 

 第１号様式中「甲府市長」を「指定管理者」に改める。 

 第２号様式中「甲府市」を「指定管理者」に改める。 

 第３号様式中「甲府市長」を「指定管理者」に改める。 

 第４号様式中「甲府市長」を「指定管理者」に、「甲府市子ども屋内運動遊び場

使用料還付申請書」を「甲府市子ども屋内運動遊び場利用料金還付申請書」に、

「使用料の」を「利用料金の」に、 

「           「 

使用料 

         」           」  

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の甲府市子ども屋内運動遊び場条例施行規則（以下「旧

利用料金 を  に改める。 
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規則」という。）第３条第１項の規定による利用の申請及び第６条第１項の規定

による変更の申出は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後にお

いては、この規則による改正後の甲府市子ども屋内運動遊び場条例施行規則（以

下「新規則」という。）第３条第１項の規定による利用の申請及び第６条第１項

の規定による変更の申出とみなす。 

３ この規則の施行の際現に効力を有する市長の行った利用の許可その他の処分

は、この規則の施行日以後においては、指定管理者の行った利用の許可その他の

処分とみなす。 

４ 旧規則第４条第２号の規定による許可を受けた者がこの規則の施行日以後にお

いて新規則第７条の規定による還付の申請を行う場合については、前２項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 
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 甲府市児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１９号 

   甲府市児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則 

 甲府市児童手当事務取扱規則（平成２４年９月規則第２７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１０条第４項を削る。 

   附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和５年３月３１日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第２０号 

   甲府市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市後期高齢者医療に関する条例施行規則（平成２０年３月規則第５号）の一

部を次のように改正する。 

第３号様式中 

「                                   

口 座

番 号  

 加 入

者 名                     
甲府市会計管理者  

とりまとめ金融機関 

 

                                   」 

「 

 口座番号   加入者名                    とりまとめ金融機関 とりまとめ店 

 甲府市会計管理者   

                                   」 

「下記」を「次」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

を 

に、  
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 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第２項の規則で定める日を定

める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２１号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第２項の規則で定める日

を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第２項の規則で定める日を定

める規則（令和２年９月規則第５１号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「令和５年３月３１日」を「令和５年５月１０日」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市中小企業振興融資条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２２号 

   甲府市中小企業振興融資条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市中小企業振興融資条例施行規則（昭和５５年３月規則第２１号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第５号中「第２条第２３項」を「第２条第２９項」に改め、「に規定する

創業者若しくは同条第４項」を削る。 

 第３条第１０号中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政

令（令和２年政令第１１号）第１条に規定するもの」を「病原体がベータコロナウ

イルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に

対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である

感染症」に改める。 

 第５条第５号中「納期」を「納期限」に改める。 

 第７条中「三井住友信託銀行株式会社甲府支店、中央労働金庫甲府支店、甲府市

農業協同組合」を「中央労働金庫（山梨県内店舗に限る）、山梨みらい農業協同組

合」に改め、「、西八代郡農業協同組合」を削る。 

 別表第１特別経営安定資金の項中 

「                 「 

７年以内 １２月据置 

７２回元金均等償還 

２４月据置 

７２回元金均等償還 

                」                   」 

に改める。 

７年以内  １２月据置 

７２回元金均等償還 

１０年以内  ２４月据置 

９６回元金均等償還 

を 
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   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第１の規定は、この規則の施行の日（以下「施行

日」という。）以後の融資の申込みから適用し、施行日前の融資の申込みについ

ては、なお従前の例による。 
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 甲府市帯那山高原牧場の設置及び管理条例施行規則を廃止する規則をここに公布

する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２３号 

   甲府市帯那山高原牧場の設置及び管理条例施行規則を廃止する規則 

 甲府市帯那山高原牧場の設置及び管理条例施行規則（平成５年５月規則第２８  

号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２４号 

甲府市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則  

甲府市市営住宅条例施行規則（平成９年１０月規則第３５号）の一部を次のよう 

に改正する。 

別表に次のように加える。 

里吉団地駐車場 ３，０００円 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２５号 

   甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 （甲府市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 甲府市事務分掌規則（平成８年３月規則第１０号）の一部を次のように改 

 正する。 

  第３条第１項ただし書中「健康支援室（保健所を含む。）及び」を削り、同項

の表市長直轄組織、市長室、情報発信課の項中「、記念事業係」を削り、同表企

画財務部、政策推進室の項の次に次のように加える。 

リニア交通室 リニア政策課  リニア政策係 

交通政策課  交通政策係 

  第３条第１項の表福祉保健部、健康支援室（保健所を含む。）の項を削り、同

表福祉保健部、保険経営室の項の次に次のように加える。 

健康支援室 健康政策課  健康生きがい係、医療介護支

援係 

地域保健課  地域保健係、保健予防係、食

育係 

  第３条第１項の表子ども未来部、子ども未来総室（福祉事務所）、子育て支援

課の項中「子ども相談センター」を「子ども・青少年総合相談センター」に改

め、同表産業部、産業総室の項及び商工振興室の項を次のように改める。 

産業総室 総務課 庶務係 

ふるさと納税課  ふるさと納税係 

雇用創生課  雇用創生係 
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産業立地課 産業立地係 

商工観光室  

 

商工課 産業育成係、商工業係 

中心市街地振興課  振興係 

観光課 観光開発係、観光係 

  第３条第１項の表まちづくり部、まち開発室、産業立地課の項を削り、同表ま

ちづくり部、リニア交通室の項を削り、同条第４項中「企画財務部に」の次に

「リニア中央新幹線及び交通政策の調整を図るためリニア交通政策監を、」を加

え、「、まちづくり部にリニア中央新幹線及び交通政策の調整を図るためリニア

交通政策監を」を削る。 

  第６条第５項を削る。 

  第８条第６項の表契約管財室の項を次のように改める。 

リニア交通室  リニアまちづくり

推進担当課長 

リニア駅前のまちづくりに関す

ること。 

健康支援室  医療介護連携担当

課長 

在宅医療・介護連携に関するこ

と。 

  第２３条、第２３条の３及び第２３条の４中「福祉保健部福祉総室総務課」を

「福祉保健部福祉保健総室総務課」に改める。 

  第２５条の３第２項中第２号を削り、第３号を第２号とする。 

  第２５条の５第２項第１号中「及び相談」を削る。 

  第２７条第２項中「産業部商工振興室商工課」を「産業部商工観光室商工課」

に改める。 

  第３６条第２項第８号中「産業部商工振興室商工課長」を「産業部商工観光室

商工課長」に改める。 

  別表第１市長直轄組織、市長室、情報発信課の項第６号及び第７号を削り、同

表行政経営部、契約管財室、管財課の項第１３号中「境界査定」を「境界確定」

に改め、同表企画財務部、企画財務総室、総務課の項中第３号を削り、第４号を

第３号とし、第５号から第８号までを１号ずつ繰り上げ、同表企画財務部、企画

財務総室、企画財政課の項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同表企

画財務部、政策推進室、政策課の項第２号中「中心市街地の活性化」を「総合計
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画」に改め、同項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次

の１号を加える。 

  ⑷ 中核市に関すること。 

  別表第１企画財務部、政策推進室、地域デザイン課の項中第５号を第６号と  

 し、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加え

る。 

  ⑵ 中心市街地の活性化に関すること。 

  別表第１企画財務部、政策推進室の項の次に次のように加える。 

リニア交通

室  

リニア政策

課  

⑴  リニア中央新幹線を活かしたまちづくりに関

すること。 

⑵ リニア中央新幹線事業に関すること。 

交通政策課  ⑴ 公共交通体系基本構想に関すること。 

⑵ 赤字路線バス対策等に関すること。 

⑶ 総合交通体系に関すること。 

⑷ 鉄道対策に関すること。 

  別表第１福祉保健部、健康支援室の項を削り、同表福祉保健部、保険経営室の

項の次に次のように加える。 

健康支援室  健康政策課  ⑴ 保健所及び保健センター業務の調整に関する

こと。 

⑵ 健康都市構想に関すること。 

⑶ 保健計画の策定に関すること。 

⑷ 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関 

 すること。 

⑸ 保健師の現任教育に関すること。 

⑹ 健康の杜センターに関すること。 

⑺ いきいきプラザに関すること。 

⑻ 墓地及び埋火葬に関すること。 

⑼ 公衆衛生の普及及び向上に関すること。 

⑽ 継続看護の推進に関すること。 
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⑾ 医師の臨床研修に関すること。 

⑿ 保健師の統括に係る支援に関すること。 

⒀ 地域包括支援体制に関すること。 

⒁ 介護予防・生活支援体制の推進に関すること。  

⒂ 包括的支援事業に関すること。 

⒃ 地域包括支援センターの運営に関すること。 

⒄ 地域包括支援センター運営協議会に関するこ 

 と。 

⒅ 在宅医療及び介護連携に関すること。 

⒆ 認知症の高齢者に関すること。 

⒇ 簡易水道等事業に関すること。 

地域保健課  ⑴ 保健計画の推進に関すること（母子保健課が 

 所管するものを除く。）。 

⑵ 食育推進計画に関すること。 

⑶ 食育基本法（平成１７年法律第６３号）によ 

 る地域の食育に関すること（母子保健課が所管 

するものを除く。）。 

⑷ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に 

 関すること（母子保健課が所管するものを除 

く。）。 

⑸ 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）に 

 よる地域保健事業に関すること（母子保健課が 

 所管するものを除く。）。 

⑹ 健康づくり及びその推進に関すること（母子 

 保健課が所管するものを除く。）。 

⑺ 保健センターに関すること。 

⑻ 結核検診に関すること。 

⑼ 難病及び特定疾病対策に関すること。 

⑽ 歯科保健に関すること。 
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⑾ 特定保健指導の支援に関すること。 

⑿ 介護保険事業の技術援助に関すること。 

⒀ 高齢者の虐待に関すること。 

⒁ 栄養士及び看護師等実習の指導に関すること。  

⒂ 地域担当保健師に関すること。 

  別表第１福祉保健部、保健衛生室（保健所）、精神保健課の項中第２号を第３

号とし、第１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

  ⑴ 保健所運営協議会に関すること。 

  別表第１子ども未来部、子ども未来総室（福祉事務所）、子育て支援課の項に

次の２号を加える。 

  ⒀ 青少年相談に関すること。 

  ⒁ 子どもの権利擁護委員に関すること。 

  別表第１産業部、産業総室、観光課の項を次のように改める。 

産業立地課 ⑴ 企業誘致に関すること。 

⑵ 大規模集客施設等に関すること。 

⑶  工業立地法（昭和３４年法律第２４号）に関するこ 

 と。 

  別表第１産業部、商工振興室の項を次のように改める。 

商工観光室 商工課  ⑴ 中小企業・小規模事業者の振興に関するこ 

 と。 

⑵ 創業支援に関すること。 

⑶ 商業振興及び商店街の活性化に関すること。 

⑷ 商業関係団体に関すること。 

⑸ 商店街振興組合等の認可及び諸届に関するこ  

 と。 

⑹ 地域産業の甲府ブランド化及び情報発信に関 

 すること。 

⑺ 中小企業資金の融資に関すること。 

⑻ 中小企業金融相談所に関すること。 
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⑼ 工業の振興に関すること。 

⑽ 地場産業の振興に関すること。 

⑾ 工業関係団体に関すること。 

⑿ 山梨県地場産業センターに関すること。 

中心市街地

振興課  

⑴ 中心市街地の振興（商業等の活性化）に関す 

 ること。 

観光課  ⑴ 観光事業の計画及び振興に関すること。 

⑵ 観光資源の利用、保存及び企画開発に関する 

 こと。 

⑶ 観光施設の整備、管理に関すること。 

⑷ 観光客の誘致に関すること。 

⑸ 観光案内に関すること。 

⑹ 郷土観光祭に関すること。 

⑺ 観光関係団体に関すること。 

  別表第１まちづくり部、まち開発室、産業立地課の項を削り、同表まちづくり

部、まち開発室、建築指導課の項第１１号中「エネルギーの使用の合理化に関す

る法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関す

る法律」に改め、同表まちづくり部、まち整備室、道路河川課の項第９号中「境

界査定」を「境界確定」に改め、同表まちづくり部、リニア交通室の項を削る。 

 （甲府市職員職名規則の一部改正） 

第２条 甲府市職員職名規則（昭和２８年１２月規則第２９号）の一部を次のよう 

 に改正する。 

  別表第２技術職員の項中「水質検査職、大気汚染職」を「化学職」に改める。 

 （甲府市公印規則の一部改正） 

第３条 甲府市公印規則（昭和４４年８月規則第４９号）の一部を次のように改正 

 する。 

  別表第１一般公印の表保健所印の項中「福祉保健部健康支援室健康政策課長」 

 を「福祉保健部保健衛生室精神保健課長」に改める。 

  別表第１専用公印の表保健所専用市長印の項及び保健所専用市長職務代理者印
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の項中「福祉保健部健康支援室健康政策課長」を「福祉保健部保健衛生室精神保

健課長」に改める。 

 （甲府市青少年育成センター規則の一部改正） 

第４条 甲府市青少年育成センター規則（昭和４７年１２月規則第５１号）の一部 

 を次のように改正する。 

  第１条中「補導活動及び青少年相談等を総合的かつ効果的に推進する合同活動

の」を「非行防止等に関する合同活動を総合的かつ効果的に推進する」に改め

る。 

  第３条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第６号までを１号ず

つ繰り上げる。 

 （甲府市職員被服貸与規則の一部改正） 

第５条 甲府市職員被服貸与規則（昭和４９年７月規則第４９号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  別表の１事務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表中１２の項を

削り、１３の項を１２の項とし、１４の項を１３の項とする。 

   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部・室・課に勤務

を命ぜられていた課配属職員（課長を除く。）は、別に辞令を発せられない限  

 り、この規則の施行の日をもって同表右欄に掲げる部・室・課に勤務を命ぜられ

たものとする。 

産業部 産業総室 観光課 産業部 

 

商工観光室 

 

観光課  

商工振興室 

 

商工課 商工課  

中心市街地 

振興課 

中心市街地  

振興課  

まちづく 

り部 

 

まち開発室 産業立地課 産業部 産業総室 産業立地課  

リニア交通 

室 

 

リニア政策 

課 

企画財務 

部 

リニア交通 

室 

リニア政策  

課  

交通政策課 交通政策課  
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規程  
 
 
 

甲府市規程第１号 

 甲府市工事請負等入札者指名選考委員会規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市工事請負等入札者指名選考委員会規程の一部を改正する規程 

甲府市工事請負等入札者指名選考委員会規程（昭和３６年６月規程第１号）の一

部を次のように改正する。 

第３条第１号中「２００万円」を「１３０万円」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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甲府市規程第２号 

 甲府市事案決定規程及び甲府市工事検査規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市事案決定規程及び甲府市工事検査規程の一部を改正する規程 

 （甲府市事案決定規程の一部改正） 

第１条 甲府市事案決定規程（昭和４８年４月規程第１号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２市長直轄組織、市長室、情報発信の表第４項及び第５項を削る。 

別表第２企画財務部、政策推進室、政策の表第１項を削り、第２項を第１項と

し、第３項を第２項とする。 

別表第２企画財務部、政策推進室、地域デザインの表第４項を第５項とし、第

３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次のように加える。 

２  中 心 市 街 地 の 活 性

化 に 関 す る 事 項  

 
   

 

⑴  中 心 市 街 地 活 性

化 の 推 進 に 関 す る

こ と 。  

 

重 要  一 般 的  軽 易  

 

別表第２企画財務部、政策推進室の表の次に次のように加える。 

リニア交通室 

リ ニ ア 政 策   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  リ ニ ア に 係 る 政 策

に 関 す る 事 項  

 
   

 

⑴  リ ニ ア に 係 る 政

策 に 関 す る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  
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交 通 政 策   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  総 合 交 通 政 策 に 関  

す る 事 項  

 
   

 

⑴  総 合 交 通 政 策 に

関 す る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

別表第２福祉保健部、健康支援室の表を削る。 

別表第２福祉保健部、保険経営室の表の次に次のように加える。 

健康支援室 

健 康 政 策   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  保 健 所 及 び 保 健 セ

ン タ ー 業 務 の 調 整 に

関 す る 事 項  

 

   

 

⑴  保 健 所 及 び 保 健

セ ン タ ー 業 務 の 調

整 に 関 す る こ と 。  

 

重 要  一 般 的  軽 易  

 

２  健 康 都 市 構 想 に 関

す る 事 項  

 
   

 

⑴  健 康 都 市 構 想 に

関 す る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

３  人 口 動 態 統 計 そ の

他 地 域 保 健 に 係 る 統

計 に 関 す る 事 項  

 

   

 

⑴  人 口 動 態 統 計 そ

の 他 地 域 保 健 に 係

る 統 計 に 関 す る こ

と 。  

 

  ○    

 

４  保 健 師 の 現 任 教 育

に 関 す る 事 項  

 
   

 

⑴  保 健 師 の 現 任 教

育 に 関 す る こ と 。  

 
   ○   

 

５  保 健 セ ン タ ー 、 健

康 の 杜 セ ン タ ー 及 び

 
   

 

- 135 -



い き い き プ ラ ザ に 関

す る 事 項  

⑴  保 健 セ ン タ ー 、

健 康 の 杜 セ ン タ ー

及 び い き い き プ ラ

ザ の 運 営 管 理 に 関

す る こ と 。  

 

   ○   

 

６  墓 地 、 納 骨 堂 又 は

火 葬 場 に 関 す る 事 項  

 
   

 

⑴  墓 地 、 納 骨 堂 又

は 火 葬 場 の 経 営 の  

許 可 に 関 す る こ 

と 。  

 

 ○     

 

７  公 衆 衛 生 に 関 す る

事 項  

 
   

 

⑴  公 衆 衛 生 の 普 及

及 び 向 上 に 関 す る

こ と 。  

 

 重 要  一 般 的  

 

８  医 師 の 臨 床 研 修 に

関 す る 事 項  

 
   

 

⑴  医 師 の 臨 床 研 修

に 関 す る こ と 。  

 
  ○    

 

９  保 健 師 の 活 動 に 関

す る 事 項  

 
   

 

⑴  保 健 師 の 統 括 に

係 る 支 援 に 関 す る

こ と 。  

 

重 要   一 般 的  

 

１ ０  地 域 支 援 事 業 に

関 す る 事 項  

 
   

 

⑴  地 域 支 援 事 業 に

関 す る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

１ １  地 域 包 括 支 援 セ

ン タ ー 運 営 協 議 会 に

関 す る 事 項  

 

   

 

⑴  地 域 包 括 支 援 セ

ン タ ー 運 営 協 議 会

の 運 営 に 関 す る こ

と 。  

 

重 要  一 般 的  軽 易  
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地 域 保 健   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  保 健 計 画 に 関 す る

事 項  

 
   

 

⑴  保 健 計 画 の 推 進

に 関 す る こ と 。  

 
重 要  一 般 的   

 

２  食 育 基 本 法 （ 平 成  

１ ７ 年 法 律 第 ６ ３ 

号 ） に よ る 地 域 の 食

育 に 関 す る 事 項  

 

   

 

⑴  食 育 推 進 計 画 の  

推 進 に 関 す る こ 

と 。  

 

重 要  一 般 的   

 

３  健 康 増 進 法 （ 平 成

１ ４ 年 法 律 第 １ ０ ３

号 ） 等 に よ る 保 健 事

業 に 関 す る 事 項  

 

   

 

⑴  成 人 保 健 に 関 す

る こ と 。  

 
 重 要  一 般 的  

 

⑵  地 域 介 護 予 防 事

業 に 関 す る こ と 。  

 
  同 上   同 上  

 

⑶  地 域 担 当 保 健 師

に 関 す る こ と 。  

 
  同 上   同 上  

 

４  歯 科 保 健 事 業 に 関

す る 事 項  

 
   

 

⑴  成 人 歯 科 健 診 及

び 保 健 指 導 に 関 す

る こ と 。  

 

   ○   

 

５  健 康 づ く り 及 び そ

の 推 進 に 関 す る 事 項  

 
   

 

⑴  健 康 づ く り 及 び

そ の 推 進 に 関 す る

こ と 。  

 

   ○   

 

⑵  食 生 活 改 善 推 進

員 に 関 す る こ と 。  

 
   ○   

 

⑶  調 理 実 習 材 料 の     行 政 経
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購 入 契 約 及 び 検 収

に 関 す る こ と 。  

営 部 契

約 管 財

室 契 約

課 の 決

定 区 分

に 準 ず

る 。  

６  地 域 保 健 法 （ 昭 和

２ ２ 年 法 律 第 １ ０ １

号 ） に よ る 家 庭 訪 問

指 導 に 関 す る 事 項  

 

   

 

⑴  保 健 ・ 栄 養 相 談  

指 導 に 関 す る こ 

と 。  

 

   ○   

 

７  結 核 等 の 検 診 に 関

す る 事 項  

 
   

 

⑴  結 核 等 の 検 診 に

関 す る こ と 。  

 
   ○   

 

８  難 病 及 び 特 定 疾 病

対 策 に 関 す る 事 項  

 
   

 

⑴  難 病 及 び 特 定 疾

病 対 策 に 関 す る こ

と 。  

 

   ○   

 

９  高 齢 者 の 虐 待 に 関

す る 事 項  

 
   

 

⑴  高 齢 者 の 虐 待 に

関 す る こ と 。  

 
  ○    

 

１ ０  栄 養 士 及 び 看 護

師 等 実 習 の 指 導 に 関

す る 事 項  

 

   

 

⑴  栄 養 士 及 び 看 護

師 等 実 習 の 指 導 に

関 す る こ と 。  

 

   ○   

 

別表第２福祉保健部、保健衛生室、精神保健の表第２項を第３項とし、第１項

を第２項とし、同項の前に次のように加える。 

１  保 健 所 運 営 協 議 会

に 関 す る 事 項  
     

⑴  保 健 所 運 営 協 議  重 要  一 般 的  軽 易   
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会 に 関 す る こ と 。  

別表第２子ども未来部、子ども未来総室、子育て支援の表に次のように加え

る。 

９  青 少 年 相 談 に 関 す

る 事 項  
     

⑴  青 少 年 相 談 に 関

す る こ と 。  
    ○    

１ ０  子 ど も の 権 利 擁

護 委 員 に 関 す る 事 項  
     

⑴  子 ど も の 権 利 擁

護 委 員 に 関 す る こ

と 。  

    ○    

別表第２産業部、産業総室、観光の表を次のように改める。 

産 業 立 地   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  産 業 立 地 に 関 す る

事 項  

     

⑴  企 業 誘 致 に 関 す

る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  

 

 

⑵  大 規 模 集 客 施 設

等 に 関 す る こ と 。  

 
同 上   同 上   

 

⑶  工 業 立 地 法 （ 昭  

和 ３ ４ 年 法 律 第 

２ ４ 号 ） に 関 す る

こ と 。  

 

同 上   同 上   

 

別表第２産業部、商工振興室の表中「商工振興室」を「商工観光室」に改め、

同表に次のように加える。 

観 光   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  観 光 に 関 す る 事 項       

⑴  観 光 客 の 誘 致 及

び 観 光 案 内 に 関 す

る こ と 。  

 

   ○   

 

⑵  郷 土 観 光 祭 に 関

す る こ と 。  

 
  ○    
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⑶  観 光 施 設 の 整 備  

管 理 に 関 す る こ 

と 。  

 

   ○   

 

⑷  観 光 地 の 美 化 に

関 す る こ と 。  

 
   ○   

 

⑸  観 光 関 係 団 体 の

連 絡 調 整 に 関 す る

こ と 。  

 

   ○   

 

２  観 光 の 企 画 開 発 に

関 す る 事 項  

 
   

 

⑴  観 光 事 業 の 計 

画 、 振 興 に 関 す る

こ と 。  

 

 ○     

 

⑵  観 光 資 源 の 利 

用 、 保 全 、 開 発 に

関 す る こ と 。  

 

  ○    

 

別表第２まちづくり部、まち開発室、産業立地の表を削る。 

別表第２まちづくり部、まち整備室、道路河川の表第９項第３号中「境界査

定」を「境界確定」に改める。 

別表第２まちづくり部、リニア交通室の表を削る。 

 （甲府市工事検査規程の一部改正） 

第２条 甲府市工事検査規程（昭和４５年５月規程第３号）の一部を次のように改

正する。 

第８条第２項中「指導検査担当課長並びに」を削る。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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甲府市規程第３号 

 甲府市辞令式の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市辞令式の一部を改正する規程 

 甲府市辞令式（昭和２９年７月規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第２号様式（別記）第５８号中「第２８条第１項第○号」を「第○○条第○項第

○号」に改める。 

 第２号様式（別記）第７５号から第７８号までを次のように改める。 

７５から７８まで 削除  

 第２号様式（別記）第７９号中 

「 

（職名）に採用する 

（職種名）を命ずる・・・・（職種名を明確にする場合） 

（部名）（室名）（課名）（補職名）を命ずる 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第４条第１

項の給料表○号給を給する 

任期は○○年○○月○○日までとする 

                                   」 

「 

⑴ 特定任期付職員の場合 

（職名）に採用する 

（職種名）を命ずる・・・・（職種名を明確にする場合） 

（部名）（室名）（課名）（補職名）を命ずる 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第７条第１

項の給料表○号給を給する 

を 
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任期は○○年○○月○○日までとする 

⑵ 常勤職員の場合 

（職名）に採用する 

（職種名）を命ずる・・・・（職種名を明確にする場合） 

（部名）（室名）（課名）（補職名）を命ずる 

○○給料表○級○号給を給する 

任期は○○年○○月○○日までとする 

⑶ 短時間勤務職員の場合 

（職名）に採用する 

（職種名）を命ずる・・・・（職種名を明確にする場合） 

（部名）（室名）（課名）（補職名）（週○○時間勤務）を命ずる 

○○給料表○級○号給を給する 

任期は○○年○○月○○日までとする 

                                   」 

改める。 

第２号様式（別記）に次のように加える。 

８９ 定年前再任用 （職名）に定年前再任用する 

（部名）（室名）（課名）（補職

名）（週○○時間勤務）を命ずる 

○○給料表○級を給する 

任期は○○年○○月○○日までと

する 

年齢６０歳以

上の退職者等

を定年前再任

用短時間勤務

職員に任用す

る場合 

９０ 定年前再任用

任期満了 

定年前再任用の任期の満了により

○○年○○月○○日限り退職とす

る 

９１ 異動期間延長 ○○年○○月○○日まで異動期間

を延長する 

管理監督職勤

務上限年齢に

よる降任等を

させずに引き

続いて当該管

９２ 異動期間延長

期限延長 

異動期間延長の期限を○○年○○

月○○日まで延長する 

９３ 異動期間延長 異動期間延長の期限を○○年○○

に 
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期限繰上 月○○日に繰り上げる 理監督職とし

て勤務させる

場合 

   附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例（令和４年９月条例第２６号）附則第５項若しくは第６項又は第１０項若しく

は第１１項の規定により採用することをいう。）を行う場合における第２条に規

定する記載事項及び記入要領は、次のとおりとする。 

 辞令文例 備考 

１ 暫定再任用 ⑴ 常勤職員の場合 

（職名）に再任用する 

（部名）（室名）（課名）（補職

名）を命ずる 

○○給料表○級を給する 

任期は○○年○○月○○日までと

する 

⑵ 短時間勤務職員の場合 

（職名）に再任用する 

（部名）（室名）（課名）（補職

名）（週○○時間勤務）を命ずる 

○○給料表○級を給する 

任期は○○年○○月○○日までと

する 

定年退職者等

を常時勤務を

要する職又は

短時間勤務の

職に暫定再任

用する場合 

２ 暫定再任用任期

更新 

再任用の任期を○○年○○月○○

日まで更新する 

３ 暫定再任用職員

の任期の定めのな

い職員への異動 

（部名）（室名）（課名）（補職

名）を命ずる 

任期の定めのない職員となった○

○給料表○級を給する 
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４ 暫定再任用任期

満了 

再任用の任期の満了により○○年

○○月○○日限り退職とする 
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告示 
 

甲府市告示第６９号 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用す

る同法第２０条第１項の規定による都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同

法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第２項の規定により、次の

とおり公衆の縦覧に供する。 

 

令和５年３月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類   甲府都市計画道路の変更 

            （３・４・３３号 大手二丁目浅原橋線） 

２ 縦覧場所      甲府市 まちづくり部 まち開発室 都市計画課 
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                           甲府市告示第７０号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和５年３月３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字大土井１７８０番１から１７８０番１０まで、 

１８００番１、１８００番４から１８００番１０まで及び 

１８０４番３から１８０４番６まで 

   以上２２筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、広場、ごみ集積所及び下水道  

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課  

に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 

   東京セキスイハイム株式会社 

   代表取締役 𠮷 田 匡 秀 
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                           甲府市告示第７１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和５年３月３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市蓬沢一丁目５４番１から５４番３まで、５９番４、５９番６、 

５９番８、６７番１、６７番５及び３０６番１ 

   以上９筆及び水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 水路 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課  

に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市蓬沢一丁目１０番３号 

   荻 原 親 夫 

   佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

ダイレックス株式会社 

代表取締役 多 田 高 志 
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                           甲府市告示第７２号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和５年３月６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第７１５６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 

- 148 -



                           甲府市告示第７３号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

令和５年３月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第７４号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７９条の規定に基づく指定居宅介護支

援事業者として次の者を指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 

                                      

令和５年３月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５６８８ 

２ 事業所の名称      ケアプランひだまり 

３ 事業所の所在地      甲府市北新二丁目２番７号 

戸澤住宅１０番 

４ 当該事業所の申請者      甲府市富竹三丁目２番１３号 

              合同会社ＬＩＮＫＳ 

              代表社員 平 田 光 司 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 指定年月日          令和５年４月１日 
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甲府市告示第７５号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援

総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１１及

び同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和５年３月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９９０２００１０５ 

２ 事業所の名称      甲州デイサービスセンターきぼう 山梨事業所 

３ 事業所の所在地      山梨市上神内川１２６５番地１ 

４ 当該事業所の申請者      笛吹市石和町四日市場２０３１番地 

              医療法人銀門会 

              理事長 中 島 育 昌 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防通所介護相当サービス 

６ 廃止年月日          令和５年３月３１日 
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                           甲府市告示第７６号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和５年３月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 書類名 令和４年度国民健康保険料２期督促状 

令和４年度国民健康保険料３期督促状  

令和４年度国民健康保険料５期督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所 甲府市企画財務部収納管理室収納課 
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甲府市告示第７７号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和５年３月９日までに、引き取る旨の連絡を次の連

絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和５年３月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市上町地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：茶 

６ その他の特徴：青色の革製首輪及び茶色の革製首輪を装着 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課 

     電話０５５－２３７－２５５０ 
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                           甲府市告示第７８号 

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和５年３月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

                       

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第７９号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定に基づく指定居宅

介護支援事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第８５条の規定により

公示する。 

                                      

令和５年３月７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１００２４２ 

２ 事業所の名称      ケアサポート望月 

３ 事業所の所在地      甲府市美咲二丁目１６番１７号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市美咲二丁目１６番１７号 

              株式会社寝具の望月 

              代表取締役 大 野 敦 司 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 廃止年月日          令和５年３月３１日 
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甲府市告示第８０号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和５年３月７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０８００３８７ 

２ 事業所の名称      進明福祉会訪問介護支援センター  

３ 事業所の所在地      中央市成島２４４８番地２ 

４ 当該事業所の申請者      中央市成島２４４８番地２ 

              社会福祉法人進明福祉会 

              理事長 内 藤  巧 

５ サービスの種類      介護予防訪問介護相当サービス 

６ 廃止年月日          令和５年３月３１日 
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甲府市告示第８１号  

 

 甲府農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律  

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条第１項  

の規定により公告し、同条第２項の規定により当該農業振興地域整備計画書を次に  

より縦覧に供する。 

 

  令和５年３月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧場所 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 
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甲府市告示第８２号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者

の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第７第２項の規定に基づく介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７

８条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和５年３月９日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７１８０１０４６ 

２ 事業所の名称      デイサービスセンターからかしわ 

３ 事業所の所在地      笛吹市石和町唐柏４００番地１ 

４ 当該事業所の申請者      笛吹市石和町四日市場２０３１番地２４ 

              株式会社サンライフ寿 

              代表取締役 島 津 令 子 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防通所介護相当サービス 

６ 廃止年月日          令和５年３月３０日 

 

 

- 158 -



甲府市告示第８３号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和５年３月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）企発第２４９３９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第８４号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和５年３月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和５年３月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 令和４年度甲府市一般会計補正予算（第１１号） 

２ 令和４年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 令和４年度甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

４ 令和４年度甲府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

５ 令和４年度甲府市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

 

 

     令和５年３月１０日 原案可決 
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甲府市告示第８５号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和５年３月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 企発第２５１３２号 

充当計算書 企発第２５１３３号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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                           甲府市告示第８６号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  令和５年３月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第８７号  

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、土地

価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するため、同条第３項の規定に

より公示する。 

 

  令和５年３月１５日 

                     

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧期間 令和５年４月３日から令和５年５月１日まで 

              （ただし、土・日曜日、祝日は除く。） 

２ 縦覧場所 甲府市役所本庁舎３階 資産税課 
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甲府市告示第８８号 

 

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定

有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届

出をしなければならない区域を次のとおり指定する。 

 

令和５年３月１６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定する区域 

   甲府市富士見一丁目１６９５番１の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の基

準に適合していない特定有害物質の種類 

水銀及びその化合物、鉛及びその化合物 
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甲府市告示第８９号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３７条第１項の規定に基づき ､ 道路の占

用を制限する区域を指定することとしたので、同条３項の規定により公告する。 

その関係図面は ､ まちづくり部まち整備室道路河川課において、この告示の日か

ら令和５年３月３１日まで一般の縦覧に供する。 

 

令和５年３月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の占用を制限する区域 

路線番号 路 線 名 起   点 終  点 

２０ 富士見中線 甲府市朝日一丁目 

１９８番２地先 

甲府市北口一丁目 

９番地先 

１２５４ 朝日荒川線 甲府市朝日二丁目 

２０９番１地先 

甲府市荒川二丁目 

９１番２地先 

７５５ 小瀬町１号線 甲府市小瀬町 

３３４番８地先 

甲府市小瀬町 

１００２番１地先 

９３７ 小瀬２号線 甲府市上今井町 

２５０８番１地先 

甲府市上今井町 

２２１番１地先 

２ 制限を対象とする占用物件 

新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日より前に占用を認められ

た電柱の更新又は移設によるものを除く。） 

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に

直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。 

３ 占用を制限する理由 

   緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被

害の拡大を防止するため。 

４ 占用の制限の開始の期日 

  令和５年４月１日 
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甲府市告示第９０号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和５年３月２２日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和５年３月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市徳行二丁目地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：雑種（柴犬系） 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：茶 

６ その他の特徴：灰色の首輪を装着 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課 

     電話０５５－２３７－２５５０ 
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                          甲府市告示第９１号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和５年３月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        令和４年度固定資産税・都市計画税第３期督促状 

             令和４年度固定資産税 償却資産 第３期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  
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                           甲府市告示第９２号  

 

甲府農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条第１項

の規定により公告し、同条第２項の規定により当該農業振興地域整備計画書を次に

より縦覧に供する。 

 

  令和５年３月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧場所 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 
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                          甲府市告示第９３号  

 

次の墓地使用料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方自治法（昭和２２年

４月１７日法律第６７号）第２３１条の３において準用する地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和５年３月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        墓地使用料督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  
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                  甲府市告示第９４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第４項の規定により

次のとおり指定納付受託者が住所変更したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月

２０日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和５年３月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社ＪＴＢ 

大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目１番２５号  

ＪＴＢビル４階 

２ 変更の内容 

事務所移転に伴う住所変更 

３ 変更日 

令和５年３月２０日 
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                           甲府市告示第９５号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和５年３月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市下飯田二丁目６４４番及び６４６番３から６４６番５まで 

   以上４筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市塚原町３５９番地 

   社会福祉法人山梨樫の会 

   理事長 臼 井 行 夫 
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甲府市告示第９６号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年

１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告示する。  

 

  令和５年３月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

         国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証  

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号等    別紙のとおり 

- 172 -



                           甲府市告示第９７号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和５年３月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市山宮町字西橋場６５２番１、６５２番３から６５２番５まで、 

６５３番１から６５３番１９まで及び６３４番９の一部 

   以上２４筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、水路、ゴミ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市向町２９０番地３ 

   株式会社リ・スタイル 

   代表取締役 中 込 哲 太 郎  
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                           甲府市告示第９８号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和５年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市小瀬町字整理地１１１９番１から１１１９番１４まで、 

１１２６番１及び１１２６番３から１１２６番１６まで 

以上２９筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、広場、ごみ集積所及び下水道  

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課  

に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市池田一丁目５番９号 

   有限会社グリーンリーフホーム 

   代表取締役 遠 藤 勇 司 
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                           甲府市告示第９９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  令和５年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市小瀬町字整理地１３５３番１ 

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   笛吹市石和町八田１７２番地１ 

ヴェルジェＡ２０１ 

   細 川 祐 輝 
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                         甲府市告示第１００号  

 

次の住宅使用料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和５年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        住宅使用料督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  
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甲府市告示第１０１号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和５年３月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和５年３月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

令和４年度甲府市一般会計補正予算（第１２号） 

 

 

 

     令和５年３月２３日 原案可決 
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甲府市告示第１０２号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和５年３月市議会定例会において

議決を経た予算を、別紙のとおり公表する。  

 

令和５年３月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 令和５年度 甲府市一般会計予算 

２ 令和５年度 甲府市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 令和５年度 甲府市交通災害共済事業特別会計予算 

４ 令和５年度 甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

５ 令和５年度 甲府市介護保険事業特別会計予算 

６ 令和５年度 甲府市農業集落排水事業特別会計予算 

７ 令和５年度 甲府市後期高齢者医療事業特別会計予算 

８ 令和５年度 甲府市浄化槽事業特別会計予算 

９ 令和５年度 甲府市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

10 令和５年度 甲府市地方卸売市場事業会計予算 

11 令和５年度 甲府市病院事業会計予算 

12 令和５年度 甲府市下水道事業会計予算 

13 令和５年度 甲府市水道事業会計予算 

14 令和５年度 甲府市簡易水道等事業会計予算 

 

令和５年３月２３日 原案可決 
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甲府市告示第１０３号  

 

 次の特定空家等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所に送付した

が、あて所なしで返戻されたため、公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは

いつでも交付する。  

 

令和５年３月２４日  

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 書類名         助言・指導書（再）  

２ 送達を受けるべき者   （省略）  

３ 保管場所        甲府市役所空き家対策課  
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甲府市告示第１０４号  

 

 次の特定空家等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所に送付したが、

あて所なしで返戻されたため、公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和５年３月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         助言・指導書 

２ 送達を受けるべき者   （省略） 

３ 保管場所        甲府市役所空き家対策課 
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甲府市告示第１０５号  

 

 次の特定空家等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所に送付したが、

あて所なしで返戻されたため、公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和５年３月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         助言・指導書 

２ 送達を受けるべき者   （省略） 

３ 保管場所        甲府市役所空き家対策課 
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                          甲府市告示第１０６号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和５年３月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市羽黒町字村前１３番１から１３番２１まで、３２番１、 

３２番３から３２番６まで、３３番４、４０番１から４０番９まで、 

４１番１から４１番７まで、５７番１、５７番３から５７番９まで及び 

６８番３から６８番５まで 

   以上５４筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、水路、広場、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

甲府市小瀬町８番地  

株式会社とちの木 

代表取締役 小 関 敏 和 
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甲府市告示第１０７号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和５年３月２４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７２３０００１４ 

２ 事業所の名称      シルクの里デイサービスセンター  

３ 事業所の所在地      中央市大鳥居３７３８番地１ 

４ 当該事業所の申請者      中央市下河東６２０番地 

              社会福祉法人中央市社会福祉協議会 

              会長 河 西 敏 郎 

５ サービスの種類      介護予防通所介護相当サービス 

６ 廃止年月日          令和５年４月１５日 
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甲府市告示第１０８号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和５年３月２４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１００５６４ 

２ 事業所の名称      ニチイケアセンター甲府南 

３ 事業所の所在地      甲府市増坪町２６６番地１１ 

４ 当該事業所の申請者      東京都千代田区神田駿河台四丁目９番地 

              株式会社ニチイ学館 

              代表取締役  森  信 介 

５ サービスの種類      介護予防通所介護相当サービス 

６ 廃止年月日          令和５年４月１５日 
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甲府市告示第１０９号 

 

農地環境整備事業帯那棚田の里地区の土地改良事業計画を変更するに当たり、土

地改良法第８８条第６項で読み替えた同法第８７条の２第８項の規定に基づき、変

更後の計画概要を公告し、当該土地改良事業計画概要書を次により縦覧に供する。 

 

  令和５年３月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧書類 

   令和４年度計画変更土地改良事業計画概要書農地環境整備事業 

２ 縦覧期間 

   令和５年３月２８日から令和５年４月２５日まで 

３ 縦覧場所 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号  

   甲府市産業部農林振興室農政課  

４ 意見書の提出方法 

   この土地改良事業計画概要書について意見がある者は、縦覧期間の最終日ま

でに、山梨県中北農務事務所長あて書面で提出してください。 
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甲府市告示第１１０号 

 

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音につい

て規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準（平成  

１２年甲府市告示第２０６号）の一部を次のように改正し、令和５年４月１日から

施行する。 

 

令和５年３月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 別紙図面を次の図のように改める。 

 （｢次の図｣は省略し、その図面は環境部環境対策室環境保全課において公衆の縦

覧に供する。） 
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甲府市告示第１１１号 

 

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び

特定工場等において発生する振動の規制基準（平成１２年甲府市告示第２０９号）

の一部を次のように改正し、令和５年４月１日から施行する。 

 

令和５年３月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 別紙図面を次の図のように改める。 

 （｢次の図｣は省略し、その図面は環境部環境対策室環境保全課において公衆の

縦覧に供する。） 
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甲府市告示第１１２号 

 

悪臭原因物質の規制地域及び規制基準（平成１６年甲府市告示第４０７号）の一

部を次のように改正し、令和５年４月１日から施行する。 

 

令和５年３月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 別紙図面を次の図のように改める。  

 （｢次の図｣は省略し、その図面は環境部環境対策室環境保全課において公衆の

縦覧に供する。） 
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甲府市告示第１１３号  

 

子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づく特定子ども・子育て

支援施設等として次の者を確認したので、同法第５８条の１１の規定により公示す

る。 

 

令和５年３月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ サービスの種類     別紙のとおり 

２ 事業所の名称      別紙のとおり 

３ 事業所の所在地      別紙のとおり 

４ 当該事業所の設置者      別紙のとおり 

５ 確認年月日          令和５年３月１０日 
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甲府市告示１１４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和５年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   東下条町自治会 

２ 変更事項 

  主たる事務所の所在地 

     

 
変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市東下条町８０番地３ 甲府市東下条町６５番地１  

代表者の氏名・住所 

     

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
秋山 健太郎 望 月 勝 則 

代表者 

住 所 
甲府市東下条町８０番地３ 甲府市東下条町６５番地１  

３ 変更年月日  令和５年３月１２日 
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甲府市告示第１１５号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和５年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   西下条自治会 

２ 変更事項 

 主たる事務所の所在地 

     

 
変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市西下条町４３８番地２ 甲府市西下条町７５３番地  

 代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
新 田 健 児 三 神 源 治 

代表者 

住 所 
甲府市西下条町４３８番地２ 甲府市西下条町７５３番地  

３ 変更年月日  令和５年３月２５日 
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甲府市告示第１１６号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び第１１５条の 

１５第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予

防サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１１及び

第１１５条の２０の規定により公示する。 

                                      

令和５年３月２９日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９９０８０００１１ 

２ 事業所の名称      グループホームひかり昭和西条 

３ 事業所の所在地      中巨摩郡昭和町西条２０９２番地 

４ 当該事業所の申請者      東京都港区芝大門一丁目４番９号 大門８階 

              ルミナス株式会社 

              代表取締役 野 田 浩 志 

５ サービスの種類      認知症対応型共同生活介護 

              介護予防認知症対応型共同生活介護 

６ 廃止年月日          令和５年３月３１日 
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甲府市告示第１１７号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２の規定に基づく指定地域密

着型サービス事業者及び同法第１１５条の１２の規定に基づく指定地域密着型介護

予防サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１及び第１１

５条の２０の規定により公示する。 

 

令和５年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０８０００８６ 

２ 事業所の名称      ニチイケアセンター 昭和西条 

３ 事業所の所在地      中巨摩郡昭和町西条２０９２ 

４ 当該事業所の申請者      東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 

              株式会社ニチイ学館 

              代表取締役  森  信 介 

５ サービスの種類      認知症対応型共同生活介護 

              介護予防認知症対応型共同生活介護 

６ 指定年月日          令和５年４月１日 
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甲府市告示第１１８号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び介護保険法第１１５条の２第１項の規定に基づく指定介護予防

サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条及び第１１５条の１０

の規定により公示する。 

                                      

令和５年３月３０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５６９６ 

２ 事業所の名称      ウッズ福祉用具レンタル 

３ 事業所の所在地      甲府市川田町９４４番地１ 

モナーク甲府３０９ 

４ 当該事業所の申請者      甲斐市竜王新町１０６６番地１ 

              特定非営利活動法人 心優 

              代表理事 望 月 新 吾 

５ サービスの種類      福祉用具貸与 

              介護予防福祉用具貸与 

６ 指定年月日          令和５年４月１日 
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甲府市告示第１１９号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第３の

規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として次の者を指定した

ので、同要綱第１０の規定により公示する。  

 

令和５年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１８０１５０９ 

２ 事 業 所 の 名 称   ヘルパーステーションコスモ笛吹 

３ 事 業 所 の 所 在 地   笛吹市石和町四日市場１６４７ 

              プラネットマンション１Ｆ 

４ 当該事業所の申請者     甲府市下向山町１２８０番地１ 

              社会福祉法人いきいき倶楽部 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 指 定 年 月 日      令和５年４月１日 
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甲府市告示第１２０号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和５年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 

２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 

                               別紙のとおり 
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                          甲府市告示第１２１号  

 

 平成１６年甲府市告示第２１４号（口頭による開示請求を行うことができる保有

個人情報）は令和５年３月３１日限り廃止する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１２２号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和５年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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                          甲府市告示第１２３号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵  

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため介護保険法（平成９年法 

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６  

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書 類 名 甲府市介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書  

２ 発 送 日 令和５年３月１０日 

３ 項  目 令和４年度介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書   

令和４年度介護保険料納付書９期分  

４ 納 期 限 令和５年３月３１日 

５ 納 付 場 所 甲府市指定金融機関 

            甲府市収納代理金融機関 

            甲府市指定コンビニエンスストア  

            甲府市企画財務部収納管理室収納課 

            甲府市福祉保健部保険経営室介護保険課 

            窓口センター 

６ 送達を受けるべき者 （省略） 

            （省略） 

７ 保 管 場 所 甲府市福祉保健部保険経営室介護保険課 
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甲府市告示第１２４号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたため、調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        法人市民税決定通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部課税管理室市民税課 
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甲府市告示第１２５号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき､市道路線を次のよ

うに認定する。その関係図面は､まちづくり部まち整備室道路河川課において、こ

の告示の日から令和５年４月１４日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

路線番号 路線名 起 点 

終 点 

重要な

経過地 

１６４４ 砂田６号線 甲府市砂田町１１５９番１地先 

甲府市砂田町１１８９番地先 

な し 
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甲府市告示第１２６号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり  

道路の区域を決定する。その関係図面は､まちづくり部まち整備室道路河川課にお

いて、この告示の日から令和５年４月１４日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   １６４４ 

３ 路線名    砂田６号線 

４ 道路の区域 

区 間 幅 員 

(メートル) 

延 長 

(メートル) 

備 考 

甲府市砂田町１１５９番１地先 

甲府市砂田町１１８９番地先 

５．０～ 

９．０ 

１２３．０  
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甲府市告示第１２７号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり道

路の区域を変更する。その関係図面は､まちづくり部まち整備室道路河川課におい

て、この告示の日から令和５年４月１４日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ４４１ 

３ 路線名    梨の木（Ｂ）線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 
区間 

幅員 

（メートル） 

延長 

（メートル） 

旧 
甲府市羽黒町字村前６６番地先から 

甲府市羽黒町字村前３８番１地先まで 

１．１０～ 

  ４．８０ 
１０５．０ 

新 
甲府市羽黒町字村前６６番地先から 

甲府市羽黒町字村前３８番１地先まで 

４．１４～ 

  ８．２０ 
１１３．１ 
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甲府市告示第１２８号  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､次のとおり  

道路の供用を開始する。その関係図面は､まちづくり部まち整備室道路河川課にお

いて、この告示の日から令和５年４月１４日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

路 線 名 区   間 延 長 

(メートル) 

供用開始の 

年月日 

市 道 梨の木（Ｂ）線 甲府市羽黒町字村前 

６６番地先から 

甲府市羽黒町字村前 

３８番１地先まで 

１１３．１ 令和５年 

３月３１日 
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                          甲府市告示第１２９号  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､別紙のとお

り道路の区域を変更する。その関係図面は､まちづくり部まち整備室道路河川課に

おいて、この告示の日から令和５年４月１４日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１３０号  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､別紙のとお

り道路の供用を開始する。その関係図面は､まちづくり部まち整備室道路河川課に

おいて、この告示の日から令和５年４月１４日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１３１号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     合同会社しょすたこぼると 

２ 事業者の所在地  甲府市国玉町１０００番地２０ 

３ 事業所名     多機能型重症児デイサービスぱるぽるか 

４ 事業所の所在地  甲府市飯田四丁目２番３１号 光進ビル１０２ 

５ 事業の種類    児童発達支援 

           放課後等デイサービス 

６ 指定事業所番号  １９５０１０３４８９ 

７ 指定年月日    令和５年４月１日 
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甲府市告示第１３２号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。  

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     特定非営利活動法人青波 

２ 事業者の所在地  甲府市住吉四丁目１３番２８号 

３ 事業所名     つなぐ 

４ 事業所の所在地  甲府市住吉四丁目１３番２８号 

５ 事業の種類    就労継続支援Ｂ型 

６ 主たる対象者   身体障害者・知的障害者・精神障害者 

７ 指定事業所番号  １９１０１０３４５４ 

８ 指定年月日    令和５年４月１日 
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甲府市告示第１３３号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。  

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人山梨樫の会 

２ 事業者の所在地  甲府市塚原町３５９番地 

３ 事業所名     グループホームＬＩＦＥ 

４ 事業所の所在地  甲府市下飯田二丁目５番１７号 

５ 事業の種類    共同生活援助 

           短期入所 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９２０１０３４２９（共同生活援助） 

           １９１０１０３４３９（短期入所） 

８ 指定年月日    令和５年４月１日 
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甲府市告示第１３４号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者及び

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号に規定する

指定障害児相談支援事業者として次の者を指定したので、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律第５１条の３０第２項第１号及び児童福祉法

第２４条の３７第１号の規定により公示する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ＺＩＲＩＴＳ 

２ 事業者の所在地  甲府市宮原町９４番地１ 

３ 事業所名     特定相談支援事業所じりつ 

４ 事業所の所在地  甲府市宮原町９４番地１ 

５ 事業の種類    指定特定相談支援、指定障害児相談支援  

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９３０１０３４６８（指定特定相談支援） 

           １９７０１０３４７７（指定障害児相談支援） 

８ 指定年月日    令和５年４月１日 
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甲府市告示第１３５号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。  

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人いきいき倶楽部 

２ 事業者の所在地  甲府市下向山町１２８０番地１ 

３ 事業所名     就労継続支援事業所コスモＢｌｕｅＰｅｔｅｒ  

４ 事業所の所在地  甲府市国母一丁目４番１１号 

５ 事業の種類    就労継続支援Ｂ型 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９１０１０３４４７ 

８ 指定年月日    令和５年４月１日 
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甲府市告示第１３６号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ＫＡＣＨＩＫＡＮ 

２ 事業者の所在地  甲府市国玉町９７６番地２ 

３ 事業所名     アプリコ国玉 

４ 事業所の所在地  甲府市国玉町９７６番地２ 

５ 事業の種類    放課後等デイサービス 

６ 指定事業所番号  １９５０１０３５０５ 

７ 指定年月日    令和５年４月１日 
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甲府市告示第１３７号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ＫＡＣＨＩＫＡＮ 

２ 事業者の所在地  甲府市国玉町９７６番地２ 

３ 事業所名     アプリコ甲府 

４ 事業所の所在地  甲府市富士見一丁目３番２５号 

５ 事業の種類    児童発達支援 

           放課後等デイサービス 

６ 指定事業所番号  １９５０１０３４９７ 

７ 指定年月日    令和５年４月１日 
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甲府市告示第１３８号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項に規定する

指定障害児通所支援事業者から次のとおり事業の廃止の届出があったので、同法第

２１条の５の２５第２号の規定により公示する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社あやめ 

２ 事業者の所在地  長野県諏訪市中洲４４０１番地７  

３ 事業所名     アプリコ国玉 

４ 事業所の所在地  甲府市国玉町９７６番地２ 

５ 事業の種類    放課後等デイサービス 

６ 指定事業所番号  １９５０１０２７１３ 

７ 廃止年月日    令和５年３月３１日 
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甲府市告示第１３９号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項に規定する

指定障害児通所支援事業者から次のとおり事業の廃止の届出があったので、同法第

２１条の５の２５第２号の規定により公示する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社あやめ 

２ 事業者の所在地  長野県諏訪市中洲４４０１番地７  

３ 事業所名     アプリコ甲府 

４ 事業所の所在地  甲府市富士見一丁目３番２５ 

５ 事業の種類    児童発達支援・放課後等デイサービス 

６ 指定事業所番号  １９５０１０１９９６ 

７ 廃止年月日    令和５年３月３１日 
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議会局  
 

甲府市議会規程第１号 

甲府市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程をここに公布する。 

 令和５年３月３１日 

 

 

                甲府市議会議長 輿 石   修 

 

 

  甲府市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、甲府市議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年１２月 

条例第４４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（用語） 

第２条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例によ 

る。 

（個人識別符号） 

第３条 条例第２条第２項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に 

掲げるものとする。 

⑴ 次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することができる水準

が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するた

めに変換した文字、番号、記号その他の符号 

ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名 DNA ）を構成する塩基の配 

 列 

イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状

によって定まる容貌 

ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 
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エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化 

オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様 

カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定ま

るその静脈の形状 

キ 指紋又は掌紋 

⑵ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第３条第１１項に規定する保険者番 

号及び同条第１２項に規定する被保険者等記号・番号 

⑶ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）第２条第１０項に規定する保険者番 

号及び同条第１１項に規定する被保険者等記号・番号 

⑷ 旅券法（昭和２６年法律第２６７号）第６条第１項第１号の旅券の番号 

⑸ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第２条第５号に規

定する旅券（日本国政府の発行したものを除く。）の番号及び同法第１９条の

４第１項第５号の在留カードの番号 

⑹ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）第４５条第１項に規定

する保険者番号及び加入者等記号・番号 

⑺ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）第１１２条の２第１項 

に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号 

⑻ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１１条の２第１項に規定

する保険者番号及び被保険者記号・番号 

⑼ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第１４条に規定する基礎年金番号 

⑽ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９３条第１項第１号の免許証の

番号 

⑾ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１４４条の２４の

２第１項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号 

⑿ 住民基本台帳法 ( 昭和４２年法律第８１号 ) 第７条第１３号に規定する住民 

票コード 

⒀ 雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１０条第１項の雇用保

険被保険者証の被保険者番号 

⒁ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１６１条の

２第１項に規定する保険者番号及び被保険者番号 
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⒂ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法（平成３年法律第７１号）第８条第１項第３号の特別永住者証明書の

番号 

⒃ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１２条第３項の被保険者証の番号

及び保険者番号 

⒄ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号 

（要配慮個人情報） 

第４条 条例第２条第３項の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを 

内容とする記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。）とす 

る。 

⑴ 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心

身の機能の障害があること。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に掲げる身体上の障  

 害 

イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

にいう精神障害（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第

１項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。） 

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大

臣が定める程度であるもの 

⑵ 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において 

「医師等」という。）により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診

断その他の検査（同号において「健康診断等」という。）の結果 

⑶ 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由とし 

て、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しく

は調剤が行われたこと。 

⑷ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起そ 
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の他の刑事事件に関する手続が行われたこと。 

⑸ 本人を少年法（昭和２３年法律第１６８号）第３条第１項に規定する少年又 

はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年

の保護事件に関する手続が行われたこと。 

（個人の権利利益を害するおそれが大きいもの） 

第５条 条例第１１条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が 

定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報（高度な暗号化その他の個人の権利

利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条において同

じ。）の漏えい、滅失若しくは毀損（以下この条において「漏えい等」とい

う。）が発生し、又は発生したおそれがある事態 

⑵ 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報

の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態 

⑶ 不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生

し、又は発生したおそれがある事態 

⑷ 保有個人情報に係る本人の数が１００人を超える漏えい等が発生し、又は発

生したおそれがある事態 

２ 議長は、条例第１１条本文の規定による通知をする場合には、前項各号に定め 

る事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保

護するために必要な範囲において、次に定める事項を通知しなければならない。 

⑴ 概要 

⑵ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報の項目 

⑶ 原因 

⑷ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 

⑸ その他参考となる事項 

（電磁的方法） 

第６条 条例第１５条第４項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 

⑴ 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して

使用する通信端末機器に送信する方法（他人に委託して行う場合を含む。） 

⑵ 電子メールを送信する方法（他人に委託して行う場合を含む。） 
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⑶ 前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するため

に用いられる電気通信（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第

１号に規定する電気通信をいう。）を送信する方法（他人に委託して行う場合

を含む。） 

（匿名加工情報の安全管理措置の基準） 

第７条 条例第１６条第２項の議長が定める基準は、次のとおりとする。 

⑴ 匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。 

⑵ 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加

工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、そ

の結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。 

⑶ 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱

いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第８条 議長は、個人情報ファイル（条例第１７条第２項各号に掲げるもの及び同 

条第３項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第

４項において同じ。）を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿

を作成しなければならない。 

２ 個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿（第１号様式）によるものとし、 

議会が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。 

３ 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ち 

に、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。 

４ 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたと 

き、又はその個人情報ファイルが条例第１７条第２項第１号カに該当するに至っ

たときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければな

らない。 

５ 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備 

えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信

の技術を利用する方法により公表しなければならない。 

６ 条例第１７条第１項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 条例第２条第５項第１号に係る個人情報ファイル又は同項第２号に係る個人
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情報ファイルの別 

⑵ 条例第２条第５項第１号に係る個人情報ファイルについて、第９項に規定す

る個人情報ファイルがあるときは、その旨 

７ 条例第１７条第２項第１号カの議長が定める数は、１ , ０００人とする。 

８ 条例第１７条第２項第１号キの議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる 

個人情報ファイルとする。 

⑴ 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与又は報

酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの（アに掲

げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。） 

ア 執行機関の職員又は当該職員であった者 

イ 条例第１７条第２項第１号アに規定する者又はアに掲げる者の被扶養者又

は遺族 

⑵ 条例第１７条第２項第１号アに規定する者及び前号ア又はイに掲げる者を併

せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は

報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの 

９ 条例第１７条第２項第３号の議長が定める個人情報ファイルは、条例第２条第 

５項第２号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第１７

条第１項の規定による公表に係る条例第２条第５項第１号に係る個人情報ファイ

ルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。 

（保有個人情報開示請求書） 

第９条 条例第１９条第１項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書

（第２号様式）によるものとする。 

（開示請求等における本人確認手続等） 

第１０条 条例第１９条第２項、第３２条第２項又は第３９条第２項の規定により 

提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれか

とする。 

⑴ 開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書（以下この条において「開示請

求書等」という。）に記載されている開示請求をする者、訂正請求をする者又

は利用停止請求をする者（以下この条において「開示請求者等」という。）の

氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免
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許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第２条第７項に規定する個人番号カード、出入国管

理及び難民認定法第１９条の３に規定する在留カード、日本国との平和条約に

基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第７条第１項に

規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付

された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りる

もの 

⑵ 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することがで

きない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため議

長が適当と認める書類 

２ 開示請求書等を議長に送付して開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下こ 

の項及び次項において「開示請求等」という。）をする場合には、開示請求者等

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。 

⑴ 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの 

⑵ その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人で

あることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求等をす

る日前３０日以内に作成されたもの 

３ 条例第１８条第２項、第３１条第２項又は第３８条第２項の規定により代理人 

が開示請求等をする場合の、条例第１９条第２項、第３２条第２項又は第３９条

第２項の規定により提示し、又は提出しなければならないとされる書類は、次に

掲げるものとする。 

⑴ 登録を受けた本人の印鑑を押印した委任状（開示請求をする日前３０日以内

に作成されたものに限る。） 

⑵ 前号に規定する印鑑に係る印鑑登録証明書（開示請求をする日前３０日以内

に発行されたものに限る。） 

４ 代理人が、前項第１号に規定する委任状に登録を受けた本人の印鑑を押印でき 

ない場合又は同項第２号に規定する印鑑登録証明書を実施機関に提示若しくは提

出できない場合において、議長は、本人に対して当該代理人への委任の意思を確

認することができる。 

５ 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前 
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にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければな

らない。 

６ 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたもの 

とみなす。 

（開示決定等の通知） 

第１１条 条例第２４条第１項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法 

⑵ 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所

における開示の実施を求める場合にあっては、条例第２８条第３項の規定によ

る申出をする際に事務所における開示を実施することができる日のうちから事

務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨 

⑶ 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に

要する日数及び送付に要する費用 

（保有個人情報開示決定通知書等） 

第１２条 条例第２４条第１項の書面は、保有個人情報開示決定通知書（第３号様

式）とする。 

２ 条例第２４条第２項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書（第４号様式） 

とする。 

（保有個人情報開示決定等期間延長通知書） 

第１３条 条例第２５条第２項の書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書 

（第５号様式）とする。 

（保有個人情報開示決定等期限特例通知書） 

第１４条 条例第２６条第１項の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例通知書 

（第６号様式）とする。 

（保有個人情報の開示に係る意見照会書等） 

第１５条 条例第２７条第１項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意 

見照会書（第７号様式）により行うものとする。 

２ 条例第２７条第２項の書面は、保有個人情報の開示に係る意見照会書（第８号 

様式）とする。 

３ 条例第２７条第１項又は第２項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関す 
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る意見書（第９号様式）とする。 

４ 議長は、条例第２７条第１項又は第２項の規定により、同条第１項に規定する 

第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請

求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなけれ

ばならない。 

５ 条例第２７条第１項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 開示請求の年月日 

⑵ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

６ 条例第２７条第２項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 前項各号に掲げる事項 

⑵ 条例第２７条第２項各号のいずれに該当するかの別及びその理由 

７ 条例第２７条第３項の書面は、保有個人情報開示通知書（第１０号様式）とす 

る。 

（開示の実施方法等） 

第１６条 条例第２８条第１項及び次項から第４項までの規定により、写し、複写 

したもの又は用紙に出力したもの（用紙に出力したものの写しを含む。）（以下

これらを「写し等」という。）を交付する場合において、当該写し等の交付部数

は、開示請求１件につき１部とする。 

２ 条例第２８条第１項に規定する議長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的 

記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法（プログラム（電子計算機に対する指

令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以

下同じ。）を用いて行う必要があるものにあっては、議会が保有するプログラム

により行うことができるものに限る。）とする。 

⑴ 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当

該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付 

⑵ 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力

したものの閲覧又は交付 

３ 前項第２号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したも 

のの閲覧又は複写したものの交付の方法（プログラムを用いて行う必要があるも

のにあっては、議会が保有するプログラムにより行うことができるものに限
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る。）により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。 

４ 前２項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、議長は、当該電磁的 

記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があると

きは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、こ

れを行うことができる。 

（保有個人情報の開示の実施方法等申出書等） 

第１７条 条例第２８条第３項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方 

法等申出書（第１１号様式）により行うものとする。 

２ 条例第２４条第１項の規定による通知があった場合において、開示請求書に記 

載された事項を変更しないときは、条例第２８条第３項の規定による申出は、す

ることを要しない。 

（費用の負担） 

第１８条 条例第３０条に規定する写しの交付に要する費用として実費の範囲内に 

おいて議長が定める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとお

りとする。 

 ⑴ 議会の窓口で写しの交付を受ける場合 写しの作成に要する費用として別表

に定める額 

 ⑵ 郵送で写しの交付を受ける場合 前号に定める額及び写しの送付に要する費

用として別表に定める額 

２ 前項に規定する費用は、甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）第４６

条第１項に規定する納付書により納付しなければならない。ただし、議長が特別

の理由があると認めたときは、この限りでない。 

（保有個人情報訂正請求書） 

第１９条 条例第３２条第１項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書 

（第１２号様式）によるものとする。 

（保有個人情報訂正決定通知書等） 

第２０条 条例第３４条第１項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書（第１３号 

様式）とする。 

２ 条例第３４条第２項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書（第１４号様 

式）とする。 
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（保有個人情報訂正決定等期間延長通知書） 

第２１条 条例第３５条第２項の書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書 

（第１５号様式）とする。 

（保有個人情報訂正決定等期限特例通知書） 

第２２条 条例第３６条第１項の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例通知書 

（第１６号様式）とする。 

（保有個人情報訂正実施通知書） 

第２３条 条例第３７条の書面は、保有個人情報訂正実施通知書（第１７号様式） 

とする。 

（保有個人情報利用停止請求書） 

第２４条 条例第３９条第１項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停 

止請求書（第１８号様式）によるものとする。 

（保有個人情報利用停止決定通知書等） 

第２５条 条例第４１条第１項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書（第 

１９号様式）とする。 

２ 条例第４１条第２項の書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書（第２０号 

様式）とする。 

（保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書） 

第２６条 条例第４２条第２項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通 

知書（第２１号様式）とする。 

（保有個人情報利用停止決定等期限特例通知書） 

第２７条 条例第４３条第１項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例通 

知書（第２２号様式）とする。 

（審査会諮問通知書） 

第２８条 条例第４５条第２項の規定による通知は、審査会諮問通知書（第２３号 

様式）により行うものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規程の施行の際現に議会が保有している個人情報ファイルについての第８ 

条第１項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「甲府市議会

の個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年３月議会規程第１号）の施行

後遅滞なく」とする。 

別表（第１８条関係） 

写しの作成に要

する費用 

 写しの作成方法       金額 

複写機による複写 １枚（単色（黒）刷り )につき 

１０円（カラーで複写され、又は

出力されたものにあっては、２０

円 )  

用紙に印刷物として出

力したもの 

上記以外の方法 写しの作成に要する費用に相当す

る額 

写しの送付に要する費用 郵送料相当額 

  備考 

   １ 用紙の両面に複写、印刷又は出力する場合は、片面を１枚として算定す

る。 

   ２ 用紙に複写、印刷又は出力する場合は、日本産業規格Ａ列３番までの用

紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの枚数

は、日本産業規格Ａ列３番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定

する。 
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第１号様式（第８条関係） 

  

             個人情報ファイル簿 

管理番号 
 

個人情報ファイルの名称 
 

個人情報ファイルを所管する組織の名称  
 

個人情報ファイルの利用目的 
 

個人情報ファイルに記録される項目  
 

個人情報ファイルに記録される個人（対

象者）の範囲  

個人情報ファイルに記録される記録情報

の収集方法  

要配慮個人情報の有無 
 

個人情報ファイルに記録される記録情報

の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  

個人情報ファイルの種別 
 

甲府市議会の個人情報の保 護に関する条

例施行規程第８条第９項に該当する個人

情報ファイル 
 

公表年月日（修正した場合にあっては、

直近の修正年月日）  

備考 
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第２号様式（第９条関係） 
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第３号様式（第１２条関係） 

 

 

- 230 -
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第４号様式（第１２条関係） 
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第５号様式（第１３条関係） 
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第６号様式（第１４条関係） 
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第７号様式（第１５条関係） 
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第８号様式（第１５条関係） 
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第９号様式（第１５条関係） 
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第１０号様式（第１５条関係） 
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第１１号様式（第１７条関係） 

 

 

- 239 -



第１２号様式（第１９条関係） 
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第１３号様式（第２０条関係） 
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第１４号様式（第２０条関係） 
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第１５号様式（第２１条関係） 
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第１６号様式（第２２条関係） 
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第１７号様式（第２３条関係） 
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第１８号様式（第２４条関係） 
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第１９号様式（第２５条関係） 

 

 

- 247 -



第２０号様式（第２５条関係） 
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第２１号様式（第２６条関係） 
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第２２号様式（第２７条関係） 
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第２３号様式（第２８条関係） 
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教育委員会         

 

甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

令和５年３月１５日 

 

 

                  甲府市教育委員会 

                  教育長 數 野 保 秋 

 

 

甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則第２号 

    甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則（平成３１年３月１９日教委規則第

３号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「観覧料」を「利用料金」に改め、「甲府市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）」を「条例第５条に規定する指定管理者（以下

「指定管理者」という。）」に改め、「観覧」を「利用」に改める。 

第３条第１項中「観覧料」を「利用料金」に改め、「教育委員会」を「指

定管理者」に改め、「観覧」を「利用」に改める。 

第３条第２項中「当該者障害者」を「当該障害者」に改め、「観覧」を

「利用」に改める。 

第３条第３項中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、「観覧料」を

「利用料金」に改める。 

第３条第４項中「教育委員会」を「甲府市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）」に改める。 

第４条第１項中「観覧料」を「利用料金」に改め、「観覧」を「利用」に

改める。 

第４条第２項中「観覧料」を「利用料金」に改め、「教育委員会」を「指

定管理者」に改める。 
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 第 1号様式中「観覧料」を「利用料金」に改め、「甲府市教育委員会」を

「指定管理者」に改め、「観覧」を「利用」に改める。 

 様式第２号中「様式第２号」を「第２号様式」に改め、「観覧料」を「利

用料金」に改め、「甲府市教育委員会」を「指定管理者」に改め、「観覧」

を「利用」に改める。 

 様式第３号中「様式第３号」を「第３号様式」に改め、「観覧料」を「利

用料金」に改め、「甲府市教育委員会」を「指定管理者」に改め、「観覧」

を「利用」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

               教育長 數 野 保 秋 

 

 

甲府市教育委員会規則第３号 

 甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

甲府府市教育委員会事務分掌規則（平成８年３月教委規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第１項の表教育総室、学校教育課の項中「情報化推進係」を「ＩＣＴ推進

係」に改め、同表教育総室、学事課の項中「学事係」の次に「、ＩＣＴ整備係」を

加え、同表生涯学習室、生涯学習課の項中「芸術係」の次に「、こうふ愛醸成係」

を加える。 

第１２条の２各号を次のように改める。 

⑴ 指定管理者が行う管理以外の武田氏館跡歴史館の管理に関すること。 

第２０条第１項の表武田氏館跡歴史館の項を削る。 

別表教育総室、学校教育課の項第１２号中「情報化」を「ＩＣＴ教育」に改め

る。 

別表教育総室、学事課の項に次の１号を加える。 

 ⒅ 学校のＩＣＴ環境の整備に関すること。 

 別表生涯学習室、生涯学習課の項に次の２号を加える。 

 ⒄ こうふ開府の日に関すること。 

 ⒅ こうふ開府５００年レガシー事業に関すること。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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 甲府市学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 數 野 保 秋 

 

 

甲府市教育委員会規則第４号 

   甲府市学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市学校職員の勤務時間等に関する規則（平成７年３月規則第７号）の一部を

次のように改正する。 

 第７条第２項及び第９条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

 第９条の２第１項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、同項第２号中「再任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用された職員

をいう。第４項において同じ。）」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

条第４項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第１１条第１項並びに第３項第２号及び第３号中「再任用短時間勤務職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用職員（甲府市学校職員給与条例等の一部を改正する条例（令和４年

９月条例第３１号。以下この項において「改正条例」という。）附則第３項の規

定により採用された職員をいう。）及び暫定再任用短時間勤務職員（改正条例附

則第４項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。）は、定年前再任用短

時間勤務職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項

の規定により採用された職員をいう。以下同じ。）とみなして、この規則による
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改正後の第９条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）及び第４項の規定を適

用する。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この

規則による改正後の第７条第２項並びに第９条並びに第９条の２第１項（第１号

に係る部分に限る。）並びに第１１条第１項及び第３項（第１号を除く。）の規

定を適用する。 
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甲府市学校職員義務教育等教員特別手当支給規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 數 野 保 秋 

 

 

甲府市教育委員会規則第５号 

   甲府市学校職員義務教育等教員特別手当支給規則の一部を改正する規則 

 甲府市学校職員義務教育等教員特別手当支給規則（昭和５３年３月規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

別表高等学校教育職給料表の適用を受ける者中「再任用職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 數 野 保 秋 

 

 

甲府市教育委員会規程第１号 

   甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程 

 甲府市教育委員会事務局事案決定規程（昭和４８年４月教委規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第２部長以下の個別決定事案、生涯学習の表に次のように加える。 

１ ２  こうふ開府の日に関する事項      

 ⑴  こうふ開府の日に関すること。  重 要  一 般 的  軽 易   

１ ３  こうふ開府５００年レガシー事業に関する事

項  

    

 ⑴  こうふ開府５００年レガシー事業に関するこ

と 。 

重 要  一 般 的  軽 易   

別表第２部長以下の個別決定事案、歴史文化財の表第３項を次のように改める。 

３  武田氏館跡歴史館に関する事項      

 ⑴  武田氏館跡歴史館の管理に関すること。    ○   

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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甲府市学校職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規程をここに公布す

る。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 數 野 保 秋 

 

 

甲府市教育委員会規程第２号 

   甲府市学校職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規程 

 甲府市学校職員の勤務時間に関する規程（平成４年７月規定第３号）の一部を次

のように改正する。 

第２条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め  

る。 

附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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甲府市立小中学校職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規程をここに公

布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 數 野 保 秋 

 

 

甲府市教育委員会規程第３号 

   甲府市立小中学校職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する規程 

 甲府市立小中学校職員の勤務時間に関する規程（平成４年７月規定第４号）の一

部を次のように改正する。 

第２条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め  

る。 

附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会告示第２号  

 

平成１６年甲府市教育委員会告示第３号（口頭による開示請求を行うことができ

る個人情報）は、令和５年３月３１日限り廃止する。 

 

令和５年３月１４日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 數 野 保 秋 
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甲府市教育委員会告示第３号 

 

市立の義務教育諸学校等の児童生徒についての災害共済給付に係る共済掛金の額

のうちその保護者等から徴収する額を定める件の告示（平成１７年４月１日教育委

員会告示第６号）の一部を次のように改正する。 

 

令和５年３月３１日 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 數 野 保 秋 

 

 本則各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、市立の義務教育諸学校の児童又は生徒の保護者等で、生活保護法（昭

和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者又はこれに準ずる程

度に困窮していると教育長が認める者は、経済的理由により徴収しない。 

 本則第１号中「生徒」の次に「（一般）」を加え、本則第２号を本則第３号と

し、本則第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 義務教育諸学校の児童又は生徒（要保護） ２０円 

   附 則 

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第３４号 

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関す

る法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／ 

５０の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び

第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規

定する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律

第４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の

数は、次のとおりである。 

 

令和５年３月１日 

                  

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，０８９人 

２ １／３の数        ５１，４６９人 

３ １／６の数        ２５，７３５人 

４ 選挙人名簿登録者数    １５４，４０７人 
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甲府市選挙管理委員会告示第３５号 

 

山梨県議会議員一般選挙及び甲府市議会議員一般選挙の執行に伴い、公職選挙法

施行令第１７条の規定により、次の期間は選挙人名簿の移替えを行わない。  

 

令和５年３月１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ 令和５年３月１１日から令和５年４月２３日まで 
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甲府市選挙管理委員会告示第３６号 

 

 令和５年１月２２日執行の甲府市長選挙における各候補者の出納責任者から提出

があった選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨を、公職選挙法第１９２条

第１項の規定により、次のとおり公表する。 

 

令和５年３月１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨  

１ 選挙の種類  令和５年１月２２日執行 甲府市長選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額  

  （法定選挙運動費用額） １５，６３３，８００円 

３ 報告書の要旨 
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甲府市選挙管理委員会告示第３７号  

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関す

る法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／  

５０の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び

第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規

定する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律

第４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の

数は、次のとおりである。 

 

  令和５年３月３０日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，０８８人 

２ １／３の数        ５１，４６５人 

３ １／６の数        ２５，７３３人 

４ 選挙人名簿登録者数   １５４，３９５人 
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甲府市選挙管理委員会告示第３８号 

 

令和５年４月９日執行の山梨県議会議員一般選挙における公職選挙法第１４４条

の２第１項の規定によるポスター掲示場を、別紙のとおり設置した。  

 

  令和５年３月３０日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第３９号 

 

令和５年４月９日執行の山梨県議会議員一般選挙における投票管理者及びその

職務を代理すべき者を、別紙のとおり選任した。 

 

令和５年３月３１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第４０号 

 

令和５年４月９日執行の山梨県議会議員一般選挙における期日前投票所の投票

管理者及びその職務を代理すべき者を、別紙のとおり選任する。  

 

令和５年３月３１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第４１号 

 

令和５年４月９日執行の山梨県議会議員一般選挙における投票所を、別紙のと

おり設ける。 

 

令和５年３月３１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

- 270 -



甲府市選挙管理委員会告示第４２号 

 

令和５年４月９日執行の山梨県議会議員一般選挙における期日前投票所を、次

のとおり設ける。 

 

令和５年３月３１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

設置場所 住  所 期  間 

甲府市役所本庁舎 

４階大会議室 

山梨県甲府市 

丸の内一丁目１８番１号 

令和５年４月１日から 

令和５年４月８日まで 

甲府市総合市民会館 

１階多目的室 

山梨県甲府市 

青沼三丁目５番４４号 

令和５年４月１日から 

令和５年４月８日まで 

甲府市北部市民センター 

２階多目的集会室 

山梨県甲府市 

湯村三丁目５番２０号 

令和５年４月６日から 

令和５年４月８日まで 

甲府市西部市民センター 

１階大ホール 

山梨県甲府市 

長松寺町１２番３０号 

令和５年４月６日から 

令和５年４月８日まで 

甲府市中道公民館 

会議室 

山梨県甲府市 

下曽根町１０７０番地３ 

令和５年４月６日から 

令和５年４月８日まで 
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甲府市選挙管理委員会告示第４３号 

 

令和５年４月９日執行の山梨県議会議員一般選挙における公職選挙法第４９条

第１項及び第２７０条の２第１項の規定による不在者投票の事務を取り扱う場所、

期間及び時間を、別紙のとおり定める。  

 

令和５年３月３１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第４４号 

 

公職選挙法第４０条第１項ただし書の規定により、令和５年４月９日執行の山

梨県議会議員一般選挙の投票所を閉じる時刻を次のとおり繰り上げる。  

 

令和５年３月３１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

投票区名 施設の名称 投票所を開く時刻 投票所を閉じる時刻 

第２６投票区 北 部 悠 遊 館 午前７時 午後７時 

第２７投票区 能 泉 連 絡 所 午前７時 午後７時 

第２８投票区 宮 本 連 絡 所 午前７時 午後７時 

第２９投票区 上九一色出張所 午前７時 午後７時 
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甲府市選挙管理委員会告示第４５号 

 

公職選挙法第４８条の２第３項において読み替えて準用する同法第４０条第１

項の規定により、令和５年４月９日執行の山梨県議会議員一般選挙において甲府市

中道公民館に設置する期日前投票所を開く時刻及び閉じる時刻を次のとおりとする。  

 

令和５年３月３１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

施設の名称 
投票所を 

開く時刻 

投 票 所 を 

閉じる時刻 
備 考 

甲府市中道公民館会議室 午前８時３０分 午後５時  
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甲府市選挙管理委員会告示第４６号 

 

令和５年４月９日執行の山梨県議会議員一般選挙において、公職選挙法第 

１７５条の規定による投票記載場所、期日前投票記載場所及び不在者投票記載場所

の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。  

 

令和５年３月３１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ 日 時  令和５年３月３１日（金） 午後５時５分 

２ 場 所  甲府市丸の内一丁目１８番１号  

       甲府市選挙管理委員会事務局（本庁舎４階）  
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公平委員会  
 

  職員の苦情の処理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                 甲府市公平委員会 

                 委員長 山 口 一 男 

 

 

甲府市公平委員会規則第１号 

   職員の苦情の処理に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の苦情の処理に関する規則（平成１７年３月公平委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項第２号中「第２８条の４又は第２８条の５」を「第２２条の４第１

項」に改める。 

第６条中「作成し、」の次に「毎年、苦情相談の概要を」を加える。 

   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例（令和４年９月条例第２６号）附則第８項に規定する暫定再任用職員をい

う。）は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規

定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の第２条の規定を適

用する。 
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監査委員 
 

甲府市監査委員告示第７号  

 

甲府市職員措置請求に係る勧告（令和４年１１月２５日付け甲監発第３５号）に

基づき、別紙のとおり甲府市長から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２４２条第９項の規定に基づく通知がありましたので、同項の規定により公表す 

る。 

 

令和５年３月２９日 

                  

甲府市監査委員 

相 良 治 彦 

雨 宮   均 

                     小 澤   浩 
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農業委員会 
 

甲府市農業委員会告示第３号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会３月

定例総会を、令和５年３月２９日午後２時００分、甲府市南公民館において開催し、

付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規

定により公告する。 

 

  令和５年３月２４日 

                  

甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく許可申請について 

２ 令和５年４月告示分農用地利用集積計画の承認について 

 ３ 令和５年度甲府市農業委員会活動基本目標について  

 ４ 令和５年度甲府市農業委員会年間事業計画について  
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第３号  

甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程等の一部を改正する規程を

次のように定める。 

令和５年３月２０日 

                  

     

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程等の一部を改正する規 

程 

（甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程（昭和２８年１１月

管理規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

別表（第２条関係）会計規程附属諸様式目次中「第２８号（その２の１）見積

書兼請求書」を「第２８号（その２の１）削除」に改める。 

第２８号様式（その１）を次のように改める。 

第２８号様式（その１） 
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第２８号様式（その２の１）を次のように改める。 

第２８号様式（その２の１） 削除 

第２８号様式（その２の３）を次のように改める。 

第２８号様式（その２の３） 

 

第３９号様式（その１の３）を次のように改める。 

第３９号様式（その１の３） 
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第３９号様式（その１の４）を次のように改める。 

第３９号様式（その１の４） 

 

第３９号様式（その９）を次のように改める。 

第３９号様式（その９） 

第39号様式(その1の3) 

水道加入金等納入済通知書控 

 

 

工事場所・お客様氏名 

 

 

様    

水道加入金等納入済通知書 

 工事場所 

 お客様氏名                     様 

  

  ID    年度 納付書No. 請求合計金額 消費税 CD 

          

  
  合計金額 円   

  

○納入場所 

 ・甲府市上下水道局及び次の金融機関の本支店 

  

内 訳 金 額 詳 細 

加 入 金 

消費税等相当額 

円 

円 

口径   ×    口 

口径   ×    口 

口径   ×    口 

路 面 復 旧 費 

消 費 税 相 当 額 

円 

円 
合計金額 円 

  金 融 機 関 名   設計審査手数料 

道路分水手数料 

完成検査手数料 

再 検 査 手 数 料 

円 

円 

円 

円 

  

    
領収日付印 

(

上
下
水
道
局
保
管)

 

甲府市上下水道局給排水課 

〒400―0046 

甲府市下石田二丁目23番1号 

TEL 

FAX 

領収日付印    

 上記金額を領収済につき通知します。 

 甲府市上下水道局企業出納員あて 

   (金融機関保管)      ※機械処理しますので折ったり汚したりしないでください。 

切り離さずに納入場所へお持ちください。 

水道加入金等納入通知書兼領収書 

工事場所・お客様氏名 

 

様 

適格請求書発行事業者番号 T6-8000-2000-1288 

《お願い》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   甲府市上下水道局給排水課 

   〒400―0046 

   甲府市下石田二丁目23番1号 

   TEL 

   FAX 

   営業時間 午前8時30分～午後5時15分 

   (土・日曜、祝日、年末年始を除きます。) 

内 訳 金 額 詳 細 

加 入 金 

消費税等相当額 

円 

円 

口径    ×    口 

口径    ×    口 

口径    ×    口 

路 面 復 旧 費 

消 費 税 相 当 額 

円 

円 
道路分舗装費 

設計審査手数料 

道路分水手数料 

完成検査手数料 

再 検 査 手 数 料 

円 

円 

円 

円 

  

 

合 計 金 額 円  

  ％対象額      円 消費税等相当額       円 

（ ％） 

 甲府市上下水道事業管理者 

 上記金額を領収いたしました。 

印 

 

 甲府市上下水道局企業出納員 

 甲府市上下水道局指定金融機関 

 ※金額を訂正したもの、領収日付印 

のないものは無効です。 

領収日付印 

  

(お客様保管)    
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（甲府市上下水道局スポーツ施設条例施行規程の一部改正） 

第２条 甲府市上下水道局スポーツ施設条例施行規程（昭和６０年７月管理規程第

８号）の一部を次のように改正する。 

第１号様式（第５条関係）を次のように改める。 

第１号様式（第５条関係） 

 

第２号様式（第６条関係）を次のように改める。 

第２号様式（第６条関係） 

(3枚目) 

                  ス ポ ー ツ 施 設 使 用 料 納 入 通 知 書 兼 領 収 書 
受付月  番 号 

No.   ― 

  申請者 住 所 

      氏 名          様 

      電 話(自宅) 

         (勤務先) 

      所属団体名 

 

年  月  日  

 

 

 

適格請求書発行事業者番号 T6-8000-2000-1288    

  使 用 日 時 テ ニ ス グラウンド 午 前 午 後 人 員 使 用 料   

年  月  日 A B C D          

年  月  日 A B C D          

年  月  日 A B C D          

年  月  日 A B C D          

 

使 用 時 間 

  午前8時30分～12時 

  午後1時～午後5時 

  一日午前8時30分～午後5時 

甲府市上下水道事業管理者 印 

上記金額領収しました。 

合計金額（ ％対象）   

うち消費税等相当額  

甲府市上下水道局企業出納員 領 収 印 

  ご注意   

  

   (注)1 施設の利用者は裏面記載の「使用条件」を遵守して下さい。 

 注 4枚複写とする。3枚目裏は、使用条件について記載 

 (4枚目) 

                     ス ポ ー ツ 施 設 使 用 料 納 入 済 通 知 書 
受付月  番 号 

No.   ― 

  申請者 住 所 

      氏 名          様 

      電 話(自宅) 

         (勤務先) 

      所属団体名 

  

年  月  日  

(あて先)甲府市上下水道局企業出納員  

 

 

適格請求書発行事業者番号 T6-8000-2000-1288  

  使 用 日 時 テ ニ ス グラウンド 午 前 午 後 人 員 使 用 料   

年  月  日 A B C D          

年  月  日 A B C D          

年  月  日 A B C D          

年  月  日 A B C D          

 

 使 用 時 間 

  午前8時30分～12時 

  午後1時～午後5時 

  一日午前8時30分～午後5時 

上記金額領収済につき通知します。 
合計金額（ ％対象）   

うち消費税等相当額  

  

領 収 印 

  

(1枚目) 

スポーツ施設使用許可申請書 
受付月 番 号 

No.   －  

 申請者 住 所 

     氏 名          様   年  月  日 

     電 話(自 宅) (あて先)甲府市上下水道事業管理者 

        (勤務先) 

     所属団体名 

適格請求書発行事業者番号 T6-8000-2000-1288  

  使 用 日 時 テ ニ ス グラウンド 午 前 午 後 人 員 使 用 料   

年  月  日 A B C D           

年  月  日 A B C D           

年  月  日 A B C D           

年  月  日 A B C D           

 使 用 時 間 

   午前8時30分～12時 

   午後1時～午後5時 

合計金額（ ％対象）  

うち消費税等相当額 
 

一日午前8時30分～午後5時 領 収 印 

  

 注 4枚複写とする。2枚目裏は、使用条件について記載 
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（甲府市水道事業給水条例施行規程の一部改正） 

第３条 甲府市水道事業給水条例施行規程（平成１０年２月管理規程第１号）の一

部を次のように改正する。 

  第９号様式その３（第１０条関係）１枚目と４枚目の裏面を次のように改める。 

１枚目と４枚目の裏面 

 

第１４号様式その１(第１９条関係)を次のように改める。 

第１４号様式その１(第１９条関係) 

(2枚目) 

スポーツ施設使用許可書 
受付月 番 号 

No.   －  

 申請者 住 所 

     氏 名          様   年  月  日 

     電 話(自 宅) (あて先)甲府市上下水道事業管理者 印 

        (勤務先) 

     所属団体名 

適格請求書発行事業者番号 T6-8000-2000-1288  

  使 用 日 時 テ ニ ス グラウンド 午 前 午 後 人 員 使 用 料   

年  月  日 A B C D           

年  月  日 A B C D           

年  月  日 A B C D           

年  月  日 A B C D           

 使 用 時 間 

   午前8時30分～12時 

 午後1時～午後5時 

合計金額（ ％対象）   

うち消費税等相当額 
 

一日午前8時30分～午後5時 領 収 印 

 (注) 1 施設の利用者は裏面記載の「使用条件」を遵守して下さい。   

    2 この許可書は管理人へ提示して下さい。 
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第１４号様式その２(第１９条関係)を次のように改める。  

第１４号様式その２(第１９条関係) 

 

附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。  
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甲府市上下水道局管理規程第４号  

甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程等の一部を改正する規程を次の

ように定める。 

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

   甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程等の一部を改正する規程 

 （甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程（平成１７年７月管理規

程第９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第６号中「督促手数料及び」を削る。 

  第１３条第１項中「、甲府市個人情報保護条例（平成１５年１２月条例第４２

号）」を「、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改める。  

 （甲府市上下水道局コンビニエンスストア公金収納事務委託に関する規程の一部

改正） 

第２条 甲府市上下水道局コンビニエンスストア公金収納事務委託に関する規程

（平成１９年４月管理規程第２６号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

 （甲府市上下水道局会計規程の一部を改正する規程） 

第３条 甲府市上下水道局会計規程（昭和４５年４月管理規程第４号）の一部を次

のように改正する。 

別表第２（第１３条関係）下水道事業勘定科目表 収益勘定中「、下水道使用

料の督促手数料」及び「督促手数料」を削る。 

別表第３（第１３条関係）下水道事業予算科目表 収益的収入中「、下水道使

用料の督促手数料」及び「督促手数料」を削る。 

 （甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程の一部を改正する規程） 
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第４条 甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程（昭和２８年１１月

管理規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

別表（第２条関係）会計規程附属諸様式目次中「第８５号 下水道使用料納入

通知書兼領収書」を「第８５号 削除」に改める。 

第３９号様式（その７の１）を次のように改める。 

第３９号様式（その７の１） 

 

第７４号様式（その７）中「※督促状で納める場合は督促手数料１００円が加

算されます。」を削る。 

第８４号様式（その１）を次のように改める。 

第８４号様式（その１） 
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  第８５号様式を次のように改める。 

第８５号様式 削除 

 （甲府市上下水道局事案決定規程の一部を改正する規程） 

第５条 甲府市上下水道局事案決定規程（昭和４８年８月管理規程第１６号）の一

部を次のように改正する。 

  別表第２（第４条関係）業務部、営業管理室、営業課の表第１項第４号中「指

定代理納付」を「指定納付受託」に改める。 

（甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程の一部を改正する規程） 

第６条 甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程（平成１７年３月管理規程第３号）

の一部を次のように改正する。 

別表（第３条関係）業務部、営業管理室、営業課の項第４号中「指定代理納付」

を「指定納付受託」に改める。 

   附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程、甲

府市上下水道局コンビニエンスストア公金収納事務委託に関する規程及び甲府

市上下水道局会計規程の規定は、この規程の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状

に係る督促手数料については、なお従前の例による。 

３ この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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甲府市上下水道局管理規程第５号 

甲府市上下水道局職員職名規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

   甲府市上下水道局職員職名規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局職員職名規程 ( 昭和３０年１２月管理規程第８号 ) の一部を次

のように改正する。 

 別表第２中「、水質検査職」を「、化学職」に改める。 

附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に発令されている職種名にある者は、辞令を用いない

で改正後の甲府市上下水道局職員職名規程別表第２に相当する職種名に発令され

たものとする。 
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甲府市上下水道局管理規程第６号 

甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程 

甲府市上下水道企業職員給与規程（昭和３３年１２月管理規程第１４号）の一部

を次のように改正する。 

第２条の２を次のように改める。 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額）  

第２条の２ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２２条の４第１項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される

給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第

４項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

に、甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程（平成７年

３月管理規程第４号。以下「勤務時間規程」という。）第２条第２項の規定によ

り定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。  

第２条の３を削る。 

第３条第４項及び第６項中「その者」を「当該職員」に改める。  

第１４条第１項中「、その者」を「当該職員」に改め、同条第２項中「その者」

を「当該職員」に改める。 

第１５条第１項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第２項中「再任用職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 
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第１５条の３第２号中「法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に、「もの」を「者」に改め、同条第３号中「再任用短時間勤務職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に、「もの」を「者」に改める。 

第１５条の４中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

第１６条、第１６条の６及び第１６条の７中「再任用職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。  

第１９条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め

る。 

第２０条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第３項及び第４項中

「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第５項

及び第６項中「場合は」を「場合には」に改める。 

第２１条の２第１項中「甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程別表第１に

掲げる職に係る同表に掲げる区分に応じ、次」を「次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号」に改め、同項各号を次のように改める。 

⑴ 次号に掲げる職員以外の甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程別表第

１に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲

げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ア １種 １万１，０００円 

イ ３種 ９，５００円 

 ウ ５種 ８，０００円 

 エ ７種 ６，０００円 

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員である甲府市上下水道企業職員管理職手当支給

規程別表第１に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係

る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額  

  ア １種 １万円 

  イ ３種 ８，５００円 

  ウ ５種 ７，０００円 

  エ ７種 ５，０００円 
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第２１条の２第２項中「甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程別表第１に

掲げる職に係る同表に掲げる区分に応じ、次」を「次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号」に改め、同項各号を次のように改める。  

⑴ 次号に掲げる職員以外の甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程別表第

１に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲

げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ア １種 ５，５００円 

イ ３種 ４，８００円 

 ウ ５種 ４，０００円 

 エ ７種 ３，０００円 

 ⑵ 定年前再任用短時間勤務職員である甲府市上下水道企業職員管理職手当支給

規程別表第１に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係

る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ア １種 ５，０００円 

イ ３種 ４，３００円 

 ウ ５種 ３，５００円 

エ ７種 ２，５００円 

附則に次の９条を加える。 

１７ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最

初の４月１日（附則第１９項において「特定日」という。）以後、当該職員に

適用される給料表の給料月額のうち、第２条第４項の規定により当該職員の属

する職務の級並びに第３条第３項、第５項及び第６項の規定により当該職員の

受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生

じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。  

１８ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

⑴ 甲府市職員の定年等に関する条例（昭和５９年７月条例第３１号）（以下こ

の項において「定年条例」という。）第９条第１項又は第２項の規定により

同条第１項に規定する異動期間（同項又は同条第２項の規定により延長され

た期間を含む。）を延長された定年条例第６条第１項第３号に規定する職を
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占める職員 

⑵ 定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員（定年条

例第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を

除く。） 

１９ 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員

であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第２１項にお

いて「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員

のうち、特定日に附則第１７項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下こ

の項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けて

いた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を

生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこ

れを１００円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」と

いう。）に達しないこととなる職員（管理者が定める職員を除く。）には、当分

の間、特定日以後、附則第１７項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、

基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。  

２０ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額と

の合計額が第２条第４項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の

号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基

礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第２条第４項の規定により当該職

員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」

とする。 

２１ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１７項の規

定の適用を受ける職員に限り、附則第１９項に規定する職員を除く。）であっ

て、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められ

る職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めると

ころにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。  

２２ 附則第１９項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第

１７項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を

支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該

職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前３項の規定に
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準じて算出した額を給料として支給する。 

２３ 附則第１９項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する第

１５条第４項（第１６条第３項において準用する場合を含む。）の規定の適用

については、第１５条第４項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附

則第１９項、第２１項又は第２２項の規定による給料の額との合計額」とする。 

２４ 附則第１７項の規定の適用を受ける職員に対する第２１の２第１項及び第２

項の規定の適用については、当分の間、同条第１項第１号及び第２項第１号中

「定める額」とあるのは、「定める額に１００分の７０を乗じて得た額（その額

に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満

の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）」とする。  

２５ 附則第１７項から前項までに定めるもののほか、附則第１７項の規定による

給料月額、附則第１９項の規定による給料その他附則第１７項から前項までの規

定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。  

別表第１企業職給料表の表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。  

 

 

 

 

 

附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。  

２ この規程による改正後の甲府市上下水道企業職員給与規程（以下「改正後の給

与規程」という。）附則第１７項から第２５項までの規定は、地方公務員法の一

部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）

附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。  

３ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例（令和４年９月条例第２６号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第８

項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。）（暫定再任用短時間勤務職員

（令和４年改正条例附則第１０項又は第１１項の規定により採用された職員をい

円 円 円 円 円 円 円 円

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900

基準給料
月額

基準給料
月額

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額

基準給料
月額
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う。以下同じ。）を除く。以下この項において同じ。）の給料月額は、当該暫定

再任用職員が改正後の給与規程第２条の２に規定する定年前再任用短時間勤務職

員（以下この項から第６項までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）であるものとした場合に適用される改正後の給与規程第２条第３項に規定

する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同

条第４項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。  

４ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定

年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与規程

第２条第３項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準

給料月額のうち、同条第４項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する

職務の級に応じた額に、甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関

する規程第２条第２項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。  

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規

程第１５条第２項、第１６条第１項第２号、第１６条の６第１項、第１６条の７

第１項並びに第２１条の２第１項及び第２項の規定を適用する。  

６ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正

後の給与規程第１５条の３、第１５条の４、第１９条及び第２０条第３項の規定

を適用する。 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事

項は、管理者が別に定める。  
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甲府市上下水道局管理規程第７号 

企業職員の通勤手当支給に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

企業職員の通勤手当支給に関する規程の一部を改正する規程 

 企業職員の通勤手当支給に関する規程（昭和３３年１０月管理規程第１２号）の

一部を次のように改正する。 

 第５条第１項第１号中「算出したその者」を「算出した当該職員」に改め、「相

当する額（以下」の次に「この号において」を加え、同号ただし書中「以下」の次

に「この号及び第４号において」を加え、「その者」を「当該職員」に改め、同項

第２号中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再

任用短時間勤務職員」という。）」を「第２２条の４第１項の規定により採用され

た職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）」に改め、同項第３号中

「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第４号

中「その者」を「当該職員」に改める。  

 第８条の２（見出しを含む。）中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。 

附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。  

２ 暫定再任用短時間勤務職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正

する等の条例（令和４年９月条例第２６号）附則第１０項又は第１１項の規定に

より採用された職員をいう。）は、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員

をいう。）とみなして、この規程による改正後の第５条第１項第２号及び第３号

の規定を適用する。 

- 295 -



 

 

甲府市上下水道局管理規程第８号 

甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道企業職員管理職手当支給規程（昭和４２年１月管理規程第１３号）

の一部を次のように改正する。  

 第２条第３項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同条第４項中「再任用職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改め、「（地方公務員法第２８条の５第１項又は第２８条の６第２

項に規定する短時間勤務の職にある職員にあっては、その額」を削り、「額）」を

「額」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

（甲府市上下水道企業職員給与規程附則第１７項の規定の適用を受ける職員の支

給額） 

４ 甲府市上下水道企業職員給与規程（昭和３３年１２月管理規程第１４号）附則

第１７項の規定の適用を受ける職員に対する第２条の規定の適用については、当

分の間、同条第３項中「定める額」とあるのは、「定める額に１００分の７０を

乗じて得た額（その額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、  

５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）」

とする。 

附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。  
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２ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例（令和４年９月条例第２６号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第８

項に規定する暫定再任用職員をいう。）（暫定再任用短時間勤務職員（令和４年

改正条例附則第１０項又は第１１項の規定により採用された職員をいう。以下同

じ。）を除く。）に対するこの規程による改正後の第２条の規定の適用について

は、同条第３項中「別表第２」とあるのは、「別表第３」とする。  

３ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員

をいう。）とみなして、この規程による改正後の第２条第４項の規定を適用する。 
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甲府市上下水道局管理規程第９号 

甲府市上下水道局職員の任用等に関する規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

甲府市上下水道局職員の任用等に関する規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局職員の任用等に関する規程（昭和５４年１０月管理規程第１０

号）の一部を次のように改正する。  

 第１３条に次の２号を加える。  

⑷ 地方公務員法第２２条の４第１項の規定により採用する職  

⑸ かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用

されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認めるもの  

附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。  

２ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例（令和４年９月条例第２６号）附則第８項に規定する暫定再任用職員をい

う。）は、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員をいう。）とみなし

て、この規程による改正後の第１３条第４号の規定を適用する。 
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甲府市上下水道局管理規程第１０号 

甲府市上下水道局職員特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

甲府市上下水道局職員特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局職員特殊勤務手当支給規程（昭和５５年３月管理規程第８号）

の一部を次のように改正する。  

 第２条中「者」の次に「及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２

条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任用短時間

勤務職員」という。）」を加える。 

第３条第３項中「手当の額は」を「手当を支給する場合において」に改め、同条

第４項の次に次の２項を加える。 

５ 定年前再任用短時間勤務職員に支給する月額手当の額は、第１項の支給額欄に

掲げる額に、甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程

（平成７年３月管理規程第４号）第２条第２項の規定により定められたその者の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。  

６ 定年前再任用短時間勤務職員に対する第２項の規定の適用については、管理者

が別に定める。 

附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。  

２ 暫定再任用短時間勤務職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正

する等の条例（令和４年９月条例第２６号）附則第１０項又は第１１項の規定に

より採用された職員をいう。）は、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員
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をいう。）とみなして、この規程による改正後の第３条第５項及び第６項の規定

を適用する。 
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甲府市上下水道局管理規程第１１号 

甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程の一部を改正す

る規程を次のように定める。 

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程の一部を

改正する規程 

甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程（平成７年３月

管理規程第４号）の一部を次のように改正する。  

第２条第２項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用

短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。  

第３条及び第４条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

第１０条第１項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同項第２号ア中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改め、同号イ中「再任用職員（地方公務員法第２８条の４第１項又は

第２８条の５第１項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。）」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第３号中「この国家公務員等」を

「国家公務員等」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同条第２項及び第６項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改め、同条第８項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に、「勤務日数」を「勤務日」に、「勤務時間が同一であるもの」を

「勤務時間の時間数が同一であるもの」に改め、同項第３号中「再任用短時間勤務

職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 
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第１１条の５第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に、「もの」を「者」に、「勤務時間等」を「勤務時間」に改め、「以内」を

削り、同条第３項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

 第１２条の２中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

第１２条の３第１項中「疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防

接種又は健康診断受けさせることを行うことをいう」を「予防接種若しくは健康診

断を受けさせることその他の疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うこ

とをいう」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

第１２条の４中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

附 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。  

２ 暫定再任用職員（甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例（令和４年９月条例第２６号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第８

項に規定する暫定再任用職員をいう。）（暫定再任用短時間勤務職員（令和４年

改正条例附則第１０項又は第１１項の規定により採用された職員をいう。以下同

じ。）を除く。）は、定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員をいう。以下

同じ。）とみなして、この規程による改正後の第１０条第１項第２号（イに係る

部分に限る。）及び第３号の規定を適用する。  

３ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この

規程による改正後の甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する

規程の規定を適用する。 
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甲府市上下水道局管理規程第１２号 

甲府市上下水道局定年退職者等の暫定再任用に関する規程を次のように定める。 

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

   甲府市上下水道局定年退職者等の暫定再任用に関する規程 

（総則） 

第１条 この規程は、甲府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例（令和４年９月条例第２６号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第５

項若しくは第６項又は第１０項若しくは第１１項（以下これらを「附則第５項

等」という。）に規定する者（以下「定年退職者等」という。）の暫定再任用

（令和４年改正条例附則第５項等の規定により採用することをいう。以下同

じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （暫定再任用の原則） 

第２条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号。以下「法」という。）第１３条に定める平等取扱いの原則及び法第１５条に

定める任用の根本基準及び法第２３条に定める人事評価の根本基準に違反しては

ならない。 

２ 定年退職者等が労働組合法（昭和２４年法律第１７４号。以下「組合法」とい

う。）第２条に規定する労働組合の組合員であったことその他組合法第７条に規

定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。 

（暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項） 

第３条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、暫定再任用を行うに

当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる

事項を明示するものとする。 

⑴ 暫定再任用を行う職に係る職務内容 

- 303 -



 

⑵ 暫定再任用を行う日及び任期の末日 

⑶ 暫定再任用をされた場合の給与 

⑷ 暫定再任用をされた場合の１週間当たりの勤務時間 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項 

（暫定再任用の選考に用いる情報） 

第４条 令和４年改正条例附則第５項等に規定する規則で定める情報は、定年退職

者等についての次に掲げる情報とする。 

⑴ 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績 

⑵ 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫

定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項 

（辞令の交付） 

第５条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付し

なければならない。ただし、第４号に該当する場合において、辞令の交付に

よらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法

をもって辞令の交付に代えることができる。 

⑴ 暫定再任用を行う場合 

⑵ 暫定再任用職員（令和４年改正条例附則第５項等の規定により採用された職

員をいう。以下同じ。）の任期を更新する場合 

⑶ 暫定再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合 

⑷ 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合 

（報告） 

第６条 管理者は、毎年５月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければ

ならない。 

 ⑴ 前年度における暫定再任用の状況 

 ⑵ 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、暫定再任用に関し必要な事項は、管理者が

別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第３条の規定による暫定再任用の手続きは、この規程の施行日前においても行

うことができる。 

 （甲府市上下水道局職員の再任用に関する規程の廃止） 

３ 甲府市上下水道局職員の再任用に関する規程（平成１３年３月管理規程第２

号）は廃止する。 

- 305 -



 

甲府市上下水道局管理規程第１３号 

甲府市上下水道企業職員給与規程附則第１７項の規定による給料月額に関する規

程を次のように定める。 

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

   甲府市上下水道企業職員給与規程附則第１７項の規定による給料月額に関す

る規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、甲府市上下水道企業職員給与規程（昭和３３年１２月管理規

程第１４号）附則第２５項の規定に基づき、同規程附則第１７項の規定に係る職

員の給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員に対する通知） 

第２条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、甲府市上下水道企業

職員給与規程附則第１７項の規定の適用により職員の給料月額が異動することと

なった場合（甲府市職員の分限に関する条例（昭和３８年４月条例第１２号）附

則第６項前段に規定する降給のうち、甲府市上下水道企業職員給与規程附則第

１７項の規定による降給の場合を含む。）には、管理者の定めるところにより、

当該職員にその旨を通知するものとする。 

（雑則） 

第３条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理

者が別に定める。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第１４号 

甲府市上下水道企業職員給与規程附則第１９項等の規定による給料に関する規程

を次のように定める。 

令和５年３月３０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 

甲府市上下水道企業職員給与規程附則第１９項等の規定による給料に関す

る規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、甲府市上下水道企業職員給与規程（昭和３３年１２月管理規

程第１４号。以下「規程」という。）附則第２５項の規定に基づき、規程附

則第１９項、第２１項又は第２２項の規定に係る給料に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 管理監督職 甲府市職員の定年等に関する条例（昭和５９年７月条例第

３１号）第６条に規定する職をいう。  

⑵ 異動期間 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２８条の２第１項に規定する異動期間（法第２８条の５第１項及び第

２項の規定により延長された期間を含む。）をいう。  

⑶ 特例任用後降任等職員 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任

等をされた職員であって、異動日（規程附則第１９項に規定する異動日をい

う。以下同じ。）の前日において特例任用職員（法第２８条の５第１項又は

第２項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。

以下同じ。）であったものをいう。  
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⑷ 特定日 規程附則第１７項に規定する特定日をいう。  

⑸ 降格 甲府市上下水道局職員の任用等に関する規程（昭和５４年１０月管

理規程第１０号）第４条第５号に規定する降格のうち、法第２８条の２第４

項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。  

⑹ 初任給基準異動 規程第２条第３項の給料表（以下「給料表」という。）

の適用を異にしない甲府市上下水道局企業職員初任給、昇給等の基準に関す

る規程（平成１８年３月管理規程第８号）別表第１に定める初任給基準表に

異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。  

⑺ 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。  

⑻ 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。  

⑼ 上限額 規程第２条第４項の規定により職員が属する職務の級における最

高の号給の給料月額をいう。 

⑽ その者の号給等 当該職員に適用される職務の級及び号給をいう。  

（規程附則第１９項の管理者が定める職員）  

第３条 規程附則第１９項の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。  

⑴ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員（特例任

用後降任等職員を除く。）のうち、次に掲げる職員  

  ア 異動日以後に初任給基準異動をした職員  

  イ 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員  

  ウ 異動日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は管理者の

定めるこれに準ずる職員 

⑵ 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額

改定（給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程によ

る改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることを

いう。以下同じ。）をされた職員  

（他の職への降任等をされた職員に対する規程附則第２１項の規定による給料

の支給） 

第４条 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員（特例任

用後降任等職員を除く。）であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用

を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に規程附則第１７
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項の規定により当該職員が受ける給料月額（特定日後に第１号又は第３号に掲

げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったも

のとした場合に特定日にそれぞれ同項の規定により当該職員が受けることとな

る給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。）

が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額（当該額に、５０円未満の端数を

生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときは

これを１００円に切り上げた額。以下この条において「第４条基礎給料月額」

という。）に達しないこととなる職員（次の各号のうち２以上の号に掲げる職

員に該当する職員（第３項の規定の適用を受ける職員を除く。）を除く。）に

は、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第４条基礎給料月額

と特定日給料月額との差額に相当する額を、規程附則第２１項の規定による給

料として支給する。 

⑴ 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動（以下「給料表異動等」とい

う。）をした職員（第３号に掲げる職員を除く。） 異動日の前日に当該給料

表異動等があったものとした場合（給料表異動等が２回以上あった場合にあっ

ては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合）に同日にお

いて当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に１００分の７０を乗

じて得た額 

⑵ 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員（第３号に掲げる職

員を除く。） 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降

格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその

者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者

の号給等に対応する給料月額との差額（降格又は降号を２回以上した場合に

あっては、それぞれの当該差額を合算した額）に相当する額を減じた額に

１００分の７０を乗じて得た額  

⑶ 異動日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は管理者の

定めるこれに準ずる職員 管理者の定める額 

⑷ 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額

改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料

表の給料月額欄に掲げる給料月額に１００分の７０を乗じて得た額  
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２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中

「第４条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当

該職員の受ける給料月額との差額」とする。  

３ 第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する職員であって同項第４号に掲げ

る職員に該当する職員に対する前２項の規定の適用については、当該職員は第

１項第１号又は第２号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員に

ついて適用される第４条基礎給料月額は、同項第１号又は第２号に規定する給

料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出

するものとする。 

４ 第１項各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（前項の規定の適用

を受ける職員を除く。）には、管理者の定める日以後、管理者の定める額を、

規程附則第２１項の規定による給料として支給する。  

（特例任用後降任等職員に対する規程附則第２１項の規定による給料の支給）  

第５条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日（法第２８条の５第１

項及び第２項の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期

間の末日をいう。以下同じ。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける

職員のうち、異動日に規程附則第１７項の規定により当該職員が受ける給料月額

（以下この項において「異動日給料月額」という。）が異動日の前日のその者の

号給等に対応する給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの

間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合

は、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額

（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上

１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額。以下この項

において「第５条基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（次条第

１項各号、第３項及び第４項に該当する職員を除く。）には、異動日以後、第５

条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、規程附則第２１項の

規定による給料として支給する。  

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中
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「第５条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当

該職員の受ける給料月額との差額」とする。  

第６条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給

料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に規程附

則第１７項の規定により当該職員が受ける給料月額（異動日後に第１号又は第３

号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になっ

たものとした場合に異動日にそれぞれ同条の規定により当該職員が受けることと

なる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。）

が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額（当該額に、５０円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれ

を１００円に切り上げた額。以下この条において「第６条基礎給料月額」とい

う。）に達しないこととなる職員（次の各号のうち２以上の号に掲げる職員に該

当する職員（第３項の規定の適用を受ける職員を除く。）を除く。）には、異動

日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第６条基礎給料月額と異動日給

料月額との差額に相当する額を、規程附則第２１項の規定による給料として支給

する。 

⑴ 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員（第３号に掲げる職員を

除く。） 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異

動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び甲府市上下

水道局企業職員初任給、昇給等の基準に関する規程別表第１に定める初任給

基準表（以下この号において「初任給基準表」という。）における初任給の

定めが引き続き適用されているものとした場合（給料表異動等が２回以上あ

った場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順

次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されてい

る給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されている

ものとした場合）の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額

（これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日まで

の間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があ

るときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗

じて得た額 
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⑵ 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格（職員から書面による同意を

得て行うものを除く。以下この号において同じ。）又は降号をした職員（第

３号に掲げる職員を除く。） 異動日の前日のその者の号給等に対応する給

料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号

給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのう

ち最も多い給料月額に相当する額）から、当該降格又は降号をした日に当該

降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料

月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月

額との差額（降格又は降号を２回以上した場合にあっては、それぞれの当該

差額を合算した額）に相当する額を減じた額に１００分の７０を乗じて得た

額 

⑶ 仮定異動期間末日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又

は管理者の定めるこれに準ずる職員 管理者の定める額 

⑷ 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改

定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異

動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額（仮定異動期間末日の前日から

異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料

月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのう

ち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額  

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中

「第６条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当

該職員の受ける給料月額との差額」とする。  

３ 第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する職員であって、第４号に掲げる

職員に該当する職員に対する前２項の規定の適用については、当該職員は第１

項第１号又は第２号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員につ

いて適用される第６条基礎給料月額は、同項第１号又は第２号に規定する給料

月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出す

るものとする。 

４ 第１項各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（前項の規定の適用
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を受ける職員を除く。）には、管理者の定める日以後、管理者の定める額を、

規程附則第２１項の規定による給料として支給する。  

（降任等相当給料表異動をした職員に対する規程附則第２２項の規定による給

料の支給） 

第７条 降任等相当給料表異動（法第２８の２第１項ただし書に規定する他の職へ

の転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料

表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の

職務の級となる場合のものをいう。以下この条及び次条において同じ。）をした

職員（特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第４項におい

て同じ。）であって、降任等相当転任日（当該降任等相当給料表異動をした日を

いう。以下この条及び次条において同じ。）の前日から引き続き給料表の適用を

受ける職員（第４項各号に掲げる職員を除く。）のうち、特定日に規程附則第

１７項の規定により当該職員が受ける給料月額（以下この項において「特定日給

料月額」という。）が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用

される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料

月額に相当する額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に５０円未満の端数

を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときは

これを１００円に切り上げた額。以下この条において「第７条基礎給料月額」と

いう。）に達しないこととなる職員には、特定日以後、第７条基礎給料月額と特

定日給料月額との差額に相当する額を、規程附則第２２項の規定による給料とし

て支給する。 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中

「第７条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当

該職員の受ける給料月額との差額」とする。  

３ 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又

は減額改定をされた職員に対する前２項の規定の適用については、当該職員に

ついて適用される第７条基礎給料月額は、第１項に規定する給料月額について

特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとす

る。 
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４ 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き

続き給料表の適用を受ける職員のうち、規程附則第１７項の規定の適用を受け

る職員であって、次に掲げる職員には、管理者の定める日以後、管理者の定め

る額を、規程附則第２２項の規定による給料として支給する。  

⑴ 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員  

⑵ 降任等相当転任日から特定日までの間に降格又は降号をした職員 

⑶ 降任等相当転任日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又

は管理者の定めるこれに準ずる職員  

第８条 特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当

転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げる職員

を除く。）のうち、降任等相当転任日に規程附則第１７項の規定により当該職員

が受ける給料月額（以下この項において「転任日給料月額」という。）が降任等

相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受ける

ものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額

に相当する額（仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降

任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合

に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の

号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち

最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、

５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端

数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額。以下この条において「第８条

基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以

後、第８条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、規程附則第

２２条の規定による給料として支給する。 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第

８条基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員

の受ける給料月額との差額」とする。  

３ 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が

増額改定又は減額改定をされた職員に対する前２項の規定の適用については、当
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該職員について適用される第８条基礎給料月額は、第１項に規定する給料月額に

ついて降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出

するものとする。 

４ 特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任

日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、規程附則第１７項の

規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、管理者の定める日以

後、管理者の定める額を、規程附則第２２項の規定による給料として支給す

る。 

 ⑴ 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員  

 ⑵ 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格（職員から書面によ

る同意を得て行うものを除く。）又は降号をした職員 

 ⑶ 仮定異動期間末日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は

管理者の定めるこれに準ずる職員  

（この規程により難い場合の措置）  

第９条 規程附則第１９項、第２１項又は第２２項の規定による給料の支給につい

て、この規程の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められ

るときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段

の取扱いをすることができる。  

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、規程附則第１９条、第２１条又は第２２

条の規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。  
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甲府市上下水道局告示第１３号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月管理規程第３０号）第１１条の規定により告示する。 

 

令和５年３月２０日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 甲府市下水道工事指定店 

  別紙名簿のとおり 

２ 有効期限 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで  
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甲府市上下水道局告示第１４号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和５年３月２７日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 指 定 番 号   第４６８号 

   指定業者名   株式会社吉穂工業 

   所 在 地   山梨県甲府市山宮町１０９  

   代 表 者   上野 智美 
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甲府市災害対策本部 
 

甲府市災害対策本部活動規程第１号 

 甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                  甲府市災害対策本部長  

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市災害対策本部活動規程（昭和３９年８月災害対策本部規程第１号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第６条第２項中「情報戦略室長」を「市長室長」に改める。 

  

 別表第 1危機管理部（危機管理監）、危機管理室（危機管理室長）、防災企画班

（防災企画課長）の項第７号中「避難情報」を「避難情報等」に改める。 

 

別表第１行政経営部（行政経営部長）、契約管財室（契約管財室長）、指導検査

担当課長班（指導検査担当課長）の項を削る。 

 

別表第１企画財務部（企画財務部長）の項中「税務統括監」を「リニア交通政

策監及び税務統括監」に改める。 

 

別表第１企画財務部（企画財務部長）、企画財務総室（企画財務総室長）の項

中「自治体連携班（自治連携課長）」を「自治体連携班（自治体連携課長）」に改

める。 

 

別表第１企画財務部（企画財務部長）、政策推進室（政策推進室長）の項の次

に次のように加える。 

リニア交通室 

（リニア交通室

リニア政策班 

（リニア政策課長） 

１ 部内各班への応援に関すること 

２ 交通関係機関との連絡調整に関

- 318 -



長） リニアまちづくり推進

担当課長班 

（リニアまちづくり推

進担当課長） 

すること 

交通政策班 

（交通政策課長） 

１ 部内各班への応援に関すること 

２ 交通関係機関との連絡調整に関

すること 

 

別表第１福祉保健部（福祉保健部長）、健康支援室健康支援室（健康支援室長）、

健康政策班（健康政策課長）の項の次に次のように加える。 

医療介護連携担当課長班 

（医療介護連携担当課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

別表第 1福祉保健部（福祉保健部長）、保健衛生室（保健衛生室長）、母子健康

班（母子健康課長）の項第１号中「健康増進班」を「地域保健班」に改める。 

 

別表第１子ども未来部（子ども未来部長）、子ども未来総室（子ども未来総室

長）、母子保健班（母子保健課長）の項を次のように改める。 

母子保健班 

（母子保健課長） 

１ 福祉保健部地域保健班の応援に関すること。 

２ 福祉避難所の開設に関すること。 

 

別表第１環境部（環境部長）、環境対策室（環境対策室長）、環境保全班（環境

保全課長）の項に次のように加える。 

６ 公設浄化槽の被害調査等に関すること。 

 

別表第１産業部（産業部長）、産業総室（産業総室長）、ふるさと納税班（ふる

さと納税課長）の項及び雇用創生班（雇用創生課長）の項中「観光班」を「部内

各班」に改める。 

 

別表第１産業部（産業部長）、産業総室（産業総室長）、観光班（観光課長）の

項を削る。 

 

別表第１産業部（産業部長）、産業総室（産業総室長）の項に次のように加え

る。 

産業立地班 

（産業立地課長） 

部内各班への応援に関すること。 
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別表第１産業部（産業部長）、商工振興室（商工振興室長）の項中「商工振興

室（商工振興室長）」を「商工観光室（商工観光室長）」に改め、同項に次のよう

に加える。 

観光班 

（観光課長） 

１ 帰宅困難者、滞留者の保護に関すること 

２ 観光関係の被害調査及び応急対策に関すること 

 

別表第１まちづくり部（まちづくり部長）の項中「リニア交通政策監は、まち

づくり部長を補佐する。」を削る。 

 

別表第１まちづくり部（まちづくり部長）、まち開発室（まち開発室長）、産業

立地班（産業立地課長）の項を削る。 

 

別表第１まちづくり部（まちづくり部長）、リニア交通室（リニア交通室長）

の項を削る。 

 

別表第１教育部（教育部長）、教育総室（教育総室長）、教育施設班（教育施設

課長）の項第２号中「及び被災児童、生徒の実態調査」を削る。 

 

別表第２(別紙その２)企画財務部の項中「企画財務部」の次に「（リニア交通

政策監を含む。）」を加える。 

 

別表第２(別紙その２)子ども未来部の項中「子ども未来室」を「子ども未来総

室」に改める。 

 

別表第２(別紙その２)まちづくり部の項中「（リニア交通政策監を含む。）」を

削る。 

 

   附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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甲府市地震災害警戒本部 
 

甲府市地震災害警戒本部活動規程第１号 

 甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和５年３月３１日 

 

 

                  甲府市地震災害警戒本部長  

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市地震災害警戒本部活動規程（昭和５４年１１月地震災害警戒本部規程第 1号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第６条第２項中「情報戦略室長」を「市長室長」に改める。 

  

 別表第 1危機管理部（危機管理監）、危機管理室（危機管理室長）、防災企画班（防災企画

課長）の項第７号中「避難情報」を「避難情報等」に改める。 

 

別表第１行政経営部（行政経営部長）、契約管財室（契約管財室長）、指導検査担当課長班

（指導検査担当課長）の項を削る。 

 

別表第１企画財務部（企画財務部長）の項中「税務統括監」を「リニア交通政策監及び税

務統括監」に改める。 

 

別表第１企画財務部（企画財務部長）、企画財務総室（企画財務総室長）の項中「自治体

連携班（自治連携課長）」を「自治体連携班（自治体連携課長）」に改める。 

 

別表第１企画財務部（企画財務部長）、政策推進室（政策推進室長）の項の次に次のよう

に加える。 

リニア交通室 

（リニア交通室

長） 

リニア政策班 

（リニア政策課長） 

１ 部内各班への応援に関すること 

２ 交通関係機関との連絡調整に関すること 

リニアまちづくり推進

担当課長班 

（リニアまちづくり推

進担当課長） 

- 321 -



交通政策班 

（交通政策課長） 

１ 部内各班への応援に関すること 

２ 交通関係機関との連絡調整に関すること 

 

別表第１福祉保健部（福祉保健部長）、健康支援室（健康支援室長）、健康政策班（健康

政策課長）の項の次に次のように加える。 

医療介護連携担当課長班 

（医療介護連携担当課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

別表第 1 福祉保健部（福祉保健部長）、保健衛生室（保健衛生室長）、母子健康班（母子

健康課長）の項第１号中「健康増進班」を「地域保健班」に改める。 

 

別表第１子ども未来部（子ども未来部長）、子ども未来総室（子ども未来総室長）、母子保

健班（母子保健課長）の項を次のように改める。 

母子保健班 

（母子保健課長） 

１ 福祉保健部地域保健班の応援に関すること。 

２ 福祉避難所の開設に関すること。 

 

別表第１環境部（環境部長）、環境対策室（環境対策室長）、環境保全班（環境保全課長）

の項に次のように加える。 

６ 公設浄化槽の被害調査等に関すること。 

 

別表第１産業部（産業部長）、産業総室（産業総室長）、ふるさと納税班（ふるさと納税課

長）の項及び雇用創生班（雇用創生課長）の項中「観光班」を「部内各班」に改める。 

 

別表第１産業部（産業部長）、産業総室（産業総室長）、観光班（観光課長）の項を削る。 

 

別表第１産業部（産業部長）、産業総室（産業総室長）の項に次のように加える。 

産業立地班 

（産業立地課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

別表第１産業部（産業部長）、商工振興室（商工振興室長）の項中「商工振興室（商工振

興室長）」を「商工観光室（商工観光室長）」に改め、同項に次のように加える。 

観光班 

（観光課長） 

１ 帰宅困難者、滞留者の保護に関すること 

２ 観光関係の被害調査及び応急対策に関すること 

 

別表第１まちづくり部（まちづくり部長）の項中「リニア交通政策監は、まちづくり部長
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を補佐する。」を削る。 

 

別表第１まちづくり部（まちづくり部長）、まち開発室（まち開発室長）、産業立地班（産

業立地課長）の項を削る。 

 

別表第１まちづくり部（まちづくり部長）、リニア交通室（リニア交通室長）の項を削る。 

 

別表第１教育部（教育部長）、教育総室（教育総室長）、教育施設班（教育施設課長）の

項第２号中「及び被災児童、生徒の実態調査」を削る。 

 

   附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

市立甲府病院 看護部 技師 河西 一美 

退職を承認する 

以 上    発 令 日 令和 ５年 ３月１１日 

 

市長直轄組織 危機管理室危機管理担当 課長 渡邊 冨士夫 

退職を承認する 

以 上    発 令 日 令和 ５年 ３月１６日 

 

   一瀬 博司 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市長直轄組織危機管理室危機管理担当課長を命ずる 

以 上    発 令 日 令和 ５年 ３月１７日 

 

市立甲府病院  院長 田邉 信明 

甲府市職員の定年等に関する条例第４条の規定による期限の到来により 

令和 ５年 ３月３１日限り退職とする 

以 上     発 令 日  令和 ５年 ３月３１日 

 

行政経営部  部長 横打 幹雄 

行政経営部 契約管財室指導検査担当課長 課長 堀口 宏一 

企画財務部 課税管理室資産税課 主任 嶋田 圭子 

企画財務部 収納管理室滞納整理課 課長補佐 中澤 ひろみ 

市民部 市民総室総務課 作業主任 中川 夏江 

市民部 中道支所長 課長 堀口 昌賢 

市民部 中道支所 主任 小林 尚貴 

市民部 市民協働室協働推進課 課長補佐 中沢 正 

福祉保健部 福祉保健総室障がい福祉課 課長 原山 一哉 

福祉保健部 福祉保健総室障がい福祉課 課長補佐 雨宮 ふく美 

環境部  部長 神宮司 秀樹 

産業部  部長 櫻林 英二 

産業部 市場経営室 室長 藤原 正彦 

まちづくり部 まち整備室都市整備課 課長補佐 長田 賢司 

- 324 -



まちづくり部 まち整備室地籍調査課 課長 堀川 敏 

市立甲府病院  副院長 新藤 英夫 

市立甲府病院 診療支援部 技師長 手塚 恵美 

市立甲府病院 放射線部 技師長補佐 古屋 研 

市立甲府病院 看護部 副看護部長 市川 まゆみ 

市立甲府病院 看護部 看護師長 浅松 明美 

市立甲府病院 看護部 副看護師長 大島 陽子 

市立甲府病院事務局  部長 有賀 研一 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  令和 ５年 ３月３１日 

 

福祉保健部  保健衛生監 古屋 好美 

市長直轄組織 市長室情報発信課 主事 土屋 美果 

福祉保健部 福祉保健総室総務課 主事 渡邉 季恵 

福祉保健部 福祉保健総室障がい福祉課 主事 杉下 多恵子 

福祉保健部 福祉保健総室障がい福祉課 主事 山口 彩子 

福祉保健部 健康支援室健康政策課 主任 小川 忍 

子ども未来部 子ども未来総室子ども応援課 主事 松岡 寿奈 

子ども未来部 子ども未来総室子育て支援課 主事 高橋 麻梨 

子ども未来部 子ども未来総室子育て支援課 主事 小池 千草 

子ども未来部 子ども未来総室子ども保育課 主事 若月 美佐保 

子ども未来部 子ども未来総室母子保健課 主事 山﨑 美保 

子ども未来部 子ども未来総室母子保健課 技師 伊地知 玲子 

市立甲府病院  副院長 佐藤 弥 

（各通） 

任期付採用の任期の満了により令和 ５年３月３１日限り退職とする 

以 上     発 令 日  令和 ５年 ３月３１日 

 

企画財務部 課税管理室資産税課 主事 渡邊 大祐 

市民部 市民総室市民課 主事 小椋 愛叶 

福祉保健部 福祉保健総室総務課 主事 深沢 菜々保 

福祉保健部 福祉保健総室障がい福祉課 主事 新藤 嵩也 

福祉保健部 福祉保健総室障がい福祉課 主事 田草川 友 

福祉保健部 福祉保健総室障がい福祉課 主事 藤原 祐奈 

福祉保健部 保険経営室介護保険課 主事 石原 涼太 

福祉保健部 保険経営室健康保険課 主任 吉沢 朋江 

福祉保健部 保険経営室健康保険課 主事 笹本 大貴 
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福祉保健部 保健衛生室医務感染症課 課長 渡辺 千奈美 

福祉保健部 保健衛生室生活衛生薬務課 課長 清水 秀樹 

福祉保健部 保健衛生室生活衛生薬務課 主任 中村 精太 

福祉保健部 保健衛生室生活衛生薬務課 技師 木村 塁 

子ども未来部 子ども未来総室子育て支援課 主事 佐野 誠二朗 

子ども未来部 子ども未来総室子ども保育課 主事 山口 初乃香 

子ども未来部 子ども未来総室子ども保育課 主事 森澤 祥子 

子ども未来部 子ども未来総室子ども保育課 主事 入山 由圭 

子ども未来部 子ども未来総室子ども保育課 主事 岩下 麻美香 

子ども未来部 子ども未来総室母子保健課 技師 山下 貴美子 

産業部 農林振興室農政課 主任 藤巻 浩史 

まちづくり部 まち整備室道路河川課 技師 本多 仁 

 会計室 係長 依田 美香 

市立甲府病院 診療部 医長 大越 広貴 

市立甲府病院 診療部 科長 鈴木 浩二 

市立甲府病院 診療部 医師 猪股 大智 

市立甲府病院 診療部 医長 中村 傑 

市立甲府病院 診療部 医長 内沼 裕幸 

市立甲府病院 診療部 科長 若菜 弘幸 

市立甲府病院 診療支援部 技師長補佐 平田 幸子 

市立甲府病院 診療支援部 技師 伊東 太建 

市立甲府病院 診療支援部 技師 渡邉 栄美子 

市立甲府病院 薬剤部 主査 牧 宏樹 

市立甲府病院 看護部 副看護部長 広瀬 ともみ 

市立甲府病院 看護部 主任 渡辺 翔子 

市立甲府病院 看護部 副看護師長 河野 直美 

市立甲府病院 看護部 技師 相川 美咲 

市立甲府病院 看護部 主任 雨宮 舞 

市立甲府病院 看護部 主任 今井 貴美 

市立甲府病院 総合相談ｾﾝﾀｰ看護支援室 副看護師長 鶴田 文美香 

（各通） 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和５年 ３月３１日 

 

（教育委員会） 

教育部 教育総室甲府商業高等学校事務局  課長 田中 敏文 

教育部 生涯学習室生涯学習課  係長 小林 信一郎 

（各通） 
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甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  令和 ５年 ３月３１日 

 

教育部 教育総室学校教育課 課長補佐 坂本 貴彦 

教育部 教育総室学校教育課 係長 山田 睦子 

教育部 教育総室学校教育課 係長 田邉 健 

教育部 教育総室学事課 主任 弦間 彰悟 

（各通） 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和 ５年 ３月３１日 

 

（監査委員事務局） 

監査委員事務局 代表監査委員 相良 治彦 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和 ５年 ３月３１日 

 

（農業委員会事務局） 

農業委員会事務局  課長 中村 勝 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  令和 ５年 ３月３１日 

 

（上下水道局） 

業務部       業務総室         室長    芦澤 達也 

工務部                    部長    小林 秀司 

工務部       工務総室計画課      主幹    太田  茂 

工務部       水道管理室        室長    石原 元喜 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上    発 令 日  令和５年３月３１日 

 

工務部       下水道管理室下水道課   技師    伊藤 圭太 

（各通） 

退職を承認する 

以 上    発 令 日  令和５年３月３１日 
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